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日時：？９９？剱４貝２６自（土）-４月２？筒（Ｓ）

場所：静農大学（静岡県静岡市大谷８２６）

費用：２０００円

日程：
４Ｊミ１２６日

１。定期総会（１０：００～１２：００）

２．シンポジウムｌｓ、塁、不登をえる（１３：００～１６：００）

話題提供者

石上康彦（カゲンドラ）、成瀬陽一（白倉自然塾）、西野博之（たまりば）

司 会

佐々木賢（日本１１ヽ理センター）

３．、記念議演（１６：３０～：１．１１１：００）

演 者

石川憲彦（静岡大学）

４．交流会（：１ム８：３０～、多くの方の参加を！）会費：３０００円

４ｊＺ７曰

１。シンポジウムＩＩバリア・フリーｉ．゜・を考える（９：３０～１２：３０）
話題提供者
外山知徳（静岡大学）、石川准（静岡県立大学）、天野誠一郎（世田谷区
自立の家）、林延哉（茨城大学）

司会
篠原睦治（和光大学）

２．シンポジウムⅢｔｌ４を考える（１３：３０～１６：３０）
話題提供者
我妻夕起子（足立老人ケアセンター）、黒川俊雄（神奈川県高齢者協同組
合理事長・慶応大学名誉教授）、平原望（静岡中部ｉｌｌｉ齢者協同組合準備
会事務局長）

司会
加藤彰彦（横浜市立大学）

許 し い こ と は ニ ュ ー ス ２ ７ 号 を ご ら ん に な っ て 下 さ い 。



はじめに

社会臨床雑誌第５巻第１号（１９９７．４．）

日 本 社 会 臨 床 学 会 編 集 委 員 会

前号のお詫びを。表紙（日本語目次）と裏表紙（英文目次）で、インタビュー「いま、なぜ、らぃ予防

法廃止を問うのか」の話し手である島比呂志さんのお名前が抜けていました。また、英文目次の方に「精

神医療・過去と現在」を載せ忘れてしまいました。大変失礼しました。ご容赦ください。

隣（表紙裏）にあるように、４月２６・２７日に、静岡で、第５回の社臨総会が開かれます。今回のシ

ンポジウムは、第１期（正確にはそれ以前）から続いている「学校・塾・不登校問題」、そ、して第Ⅲ期に

向けて考えていきたい「バリア・フリー社会」、「高齢化問題」という具合に、社臨のテーマの継続と展

開が楽しめる（？）ようになっています。

さて、本号では＜カウンセリング特集＞を３本の論文で組みました。これは、第Ｈ期のなかで１年の歳

月をかけて行なってきた「カウンセリング学習会」をさらに展開していくために企画したものです。カウ
ンセリング問題は、社臨の重要なテーマとして、これまで考え続けてきたし、これからも考え合っていき

たい課題です。ぜひとも読者の皆さんからのご意見をお寄せいただきたいと思っています。

小沢さんの「心の商品化とカウンセリングブーム」は、消費社会におけるカウンセリングの中で起きて
いる“心の商品化” “関係の商品化”に対する危惧を語っています。佐藤さんの「フェミニストカウンセ

リングヘの疑問」は、フェミニストカウンセリングが、逆ベクトルであるフェミニズムとカウンセリング

をくっつけてしまうことで、フェミニズムの社会運動的な側面を奪っていることを指摘しています。中島

さんの「学校コミュニティそのものに食い込むカウンセリング」は、スクールカウンセラー導入にともな

う成長モデルの予防的なカウンセリングの理論化と定着化の動きを批判的に論じています。

渋谷さんの「義肢装具の社会学的考察」は連載の２回目。義肢利用者が「障害」と「健常」のはざまで

揺れながら、両者の間の線引きを相対化することを目指しています。

それから、前号に続いて、社臨シリーズ読書会（２）報告を載せました。今回は、第３巻『施設と街のはざ

まで』と第４巻「人間・臨床・社会」の読轡会の報告です。前回掲載できなかった読轡会（１）の山家さんの

発題部分と小沢さんの資料を掲載する予定でしたが、調整がつかず、次号で改めて、読書会（１）全体の再掲

載を含めて検討します。編集委員会のミスでした。申し訳ありませんでした。

寺田さんの「平成７年度厚生；手ｉｌ・学研究『精神科ソーシャルワーカー及び臨床心理技術者の業務及び資格

化に関する研究』について」は、１９９６年に開かれた心理職国家資格化の研究班の議事について報告し

ています。資格化進捗状況の現状を知るための資料として、また、社臨がそれに対する緊張関係を維持し

ていくための報告として、掲載しました。

＜映画と本で考える＞は、読書会にちなんで社会臨床シリーズの書評です。第３巻の書評をしてくれた

水森さんは、わざわさ’編集者の自宅まで文章を届けてくれました。第４巻の轡評は山崎さんです。これは

「西部ブロック通信」４３号に山崎さんが寄せた書評を転載したものです。

＜ここの場所から＞は、ちょっと予定が狂い、吉田さんの文章だけになりました。少しさびしいのです

が、今後はぜひ会員みなさんからのご寄稿もお待ちしています。

それから、最後にもう一言。

静岡でいろいろ手配をして下さっている皆さん、あとひと頑張りお願いします！

そして、多くの方々との出会いが重なることを願いつつ‥。

１



社会臨床雑誌第５巻第１号（・１９９７．４．）

はじめに

「心」の商品化とカウンセリングブーム

小沢牧子（和光大学）

２

スペースを囲む柵を強化した、というのが、「新しい

学力観」やカウンセリング流行の内実である９「新し
い学力観」導入と時期を同じくして、スクールカウン

セラー学校配置の試みが開始されたのも、偶然とは思

われない（３）。

審査つき自己決定というムードの広がり、しかも審

２査基準を内在化させるという見えない圧力が、カウン
セリングブームを生んでいる。「自分で決めなさい、判

定してあげる」というメッセージを暗示する前述のＣ
Ｍは、このムードが世の中に広く共有されていること

を示している。

カウンセリングがブームであるといわれるゆえんで

あろう。

しかしこのような現象は、今にはじまったわけでは

ない。心理学ブーム、カウンセリングブームというこ

とばは、過去にもすでに何度も登場した。１９６０年代

にロジヤーズ派のカウンセリング研修が広まり始めた

頃。７０年代に登校拒否児が増え、その対策としてカ

ウンセリングが喧伝され式こｌｌ争代。８０年代に入って「校

内暴力」が学校関係者を悩ませた時期。いずれも、カ

ウンセリングブームであるといわれた。

しかし、９０年代に入ってからのここ数年ほど、カウ

ンセリングをめぐる具体的な動きと、それに接近しよ

うとする人びとの願望が強まったことはない。直接的

要因のひとつとして、９４年１１月に愛知県で「いじめ」

を原因とする中学生の自死が起こり、それをきっかけ

に文吝猛省が、さきにふれた「スクールカウンセラー活

用調査研究委託事業」を具体化したことがあげられ

る。マスコミを通じても、カウンセリングは大きな話

題となったのである。

しかしそのできごとばかりではない。とりわけ８０

年代後半のころから、世の中にカウンセリングヘの関

最近、ＴＶから流れていたあるコマーシャルが気に

かかっている。現代風の若い母親；６‘ｑ淮かに向かって、

次のように言う。「そんなことくらい自分で決めなさ
い、わたしはあなたじゃないんだから」。会話の相手

は画面に見えないが、おそらく娘か息子なのだろう。

あるいは夫なのかもしれない。続いて、自分で甘さが

決められる飲物（ココアだったか？）の商品説明が流

れ、そのあとふたたび母親役が、相手に向かって言う。

「それで、いいと思う」。

これはいわば、、カウンセリング場面の“大衆版”で

ある。カウンセリングを支える思想と技法を、みごと

に表現している。カウンセリングとは、「’評価つき自

由決定」の営みであるからだ。「自己決定を審査する」

ということもできる。「自由に決めよ、ただし望まれ

る形で」。この関係スタイルが広がっていることを、さ

きのＣＭは反映している。上の「それでいいと思う」

は、「自分で決めていいと思う」の意味とも取れるが、

上からの許可であることには、変わりがない。それは

自己決定を装った、支配の一形態である。

「自分のことは自分で決めるしかない、どんなふう
に決めてもそこにつき合うよ」ではなく、「その自由

決定はそれで正しい（またはダメ）」という欺脆的な

「自由」の構図が、世の中に広がりつつある｛１、。９０年

代に入って学校現場に入りつつある「新しい学力観」

などは、さしずめその見本であろう。「自ら学ぶ意欲

と社会の変化に主体的に対応できる能力を育て、個性

を生かす教育をおこなう」とうたうのであるが、一方

でこれまで以上にきめ細かな評価体系を、それとセッ

トにしている（２）。

子どもが自由に動けるスベースを広げたかわりに、



心は強まっている。カウンセラーという職業をめざし

て、臨床心理学系の大学や講義に集まる学生たち。公

民館や女性センター等のカウンセリング講座への人

気。「カウンセラーは、これからの仕事らしい」、「自

分の人生経験を生かせる職業」、「人の役に立てる」、

「自分を磨くこともできる」等のことばがそこに付随
している。

しかし一方で、「カウンセリングの実体がわからな
い」、「やさしげだが、うさんくさい」というとらえ方

も根づよい。

実体が見えないままに、カウンセリングヘの関心

が、ムードの形で広がっているのだが、その背景に、

「心」を商品化し新しい市場を作ろうとする意図が働
いていることを見すごせない。この点を見きわめてお

く叱凄がある。

本論は、ここ数年のカウンセリングブームを、「心」
および「関係」の商品化の動向と深くかかわる現象で

あると警戒的にとらえ、このブームの内実を分析・考

察しようとするものである。

１。「心の時代」の背景

「モノから心へ」というキャッチフレーズが、最近

のカウンセリングブームの゛背景に存在している。同様

に、「’心の時代」という表現にも、しばしば接する（４）。

これらのことぱとカウンセリングヘの関心の高まりと

が連関していると考えるのは、自然なことである。

これらのことぱは美しくひびく。一見それは、「モ

ノからの脱出」であるかのようだ。溢れ返るモノに

よって濁ってしまった大衆消費社会を見直し、人の心

や関係こそを大切にするす力呻がし叫吽代力倆意され

るかのように。

しかしいうまでもなく、「モノ；力ヽら心へ」は、反消

費社会の思想なのではない。逆にそれは、消費社会の
一層の進行を示す。商品化されていないものを貪欲に

商品化し、消費者に売りこんでゆくという、攻撃的な
！政略であると、筆者はとらえる。（心・７）時代」とは実

は、すべてを商品に代えてきたこの消費社会のなかに

わずかにとり残されていた「心」や「人の日常の関係」

社会臨床雑誌第５巻第１号（‘１９９７．４．）

をも、商品流通の仕組みに組み入れようとする動きの
ことなのだ。「心」や「関係」をさばさばと売り買ぃ

できる事態が想定されているのである。

「身体」はすでに、市場に組みこまれた。「３人に１

人は半健康人」と医療が決める（秘蔵「あなたには欠陥が

ある」。健康産業はますます栄える。「美しい身体」へ
の願望とエステ産業。生身が商品化されるばかりか、

臓器まで誓徳買いされる。自分の身体はその道のプ
ロに作ってもらうものとして、専門家に委ねられる事

態になって、すでに久しい。

「心」のほうは、まだ残っていた。身体のうちでも

「性」はまだ残っている。しかし「性」も次第に消費

社会のターゲットとなり、最近では、フェミニズムの

視点から、「性の商品ィヒ」問題が激しく論じられてい

る（６、。「性」、５ｆなぜ商品化からとり残されあるいは商品

化に歯止めがかかるのかといえぱ、個人の生き方、ま

たはいわゆる心とかかわりを持つからである。
つまり「沁ヽ」は、商品化行為からもっとも遠い地点

に位置しているのである。それは金に代えにくい性

質、言いかえれば「’かけがえのなさ」を持っていると

感じられているからである（７）。

さて、「心の時代」というが、「心」とは何なのであ
ろうか。まずこの原点を考えてみなければならない。

筆者はこのテーマを気にかけるようになった５～６年

前から、「心」ということばと概念を使わないことに

している。「心の病い」、「心を癒す」、「心の専門家」な

ど、あまりにあいまいかつ危険をはらむと感じられる

ことば・概念が氾濫しているからである。そして「心」

ということばと概念を使わなくとも、全く不便も支障

もないことにあらためて気づく。
一般に身体と「’心」はワンセットとして受けとめら

れているが、身体が実体を伴っているのに対ｌ。。、「心」

はそうではない。ここで、「身体と心」を、個人に属

する「身体と身体以外のもの」に分け、「身体以外の

もの」の中身を考えてみる。

まず、「気分」は実感できる。さらに「考え」も存

在している。「心」と呼び慣わされるものの２大要因
は、「気分」と「考え」なのである（８）。「わたしはこん

な気分」「自分はこう考える」と、みずから言うこと

３
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ができるので、この２つは自分のものという実感を

伴っている。

ところが、「心」となるととたんに面倒が生じる。「心

の専門家」なる人が登場して、「あなたの心は実はこ

れこれ」と言い始めるからである。そこで「心」を診

てもらいたい側も、「わたしの心はどうなっているの

でしょうか」と、自分を専門家に委ねはじめる。わか

り易い例は心理テストであり、「心理テストの結果、あ

なたの知能はこう、パーソナリティはこう」と決めら

れる。心理テストは「科学的・客観的」なので、しろ

うとの当人は反論できない仕組みになっている。

したがって「心」とは、「心の専門家」が決めた対

象ということになるのである。そうなると、「心」と
いうことぱと概念は、専門家のためにあるのではない

かと思われてくる。先述したようにこれを「気分」と

「考え」に分解し、「そういう気分なのではない」、「そ

う考えているわけではない」と反論できる位置に自分
を置くのは、自分を護るためにも必要なことである。

「心」と同様に、「深層」もまた専門家のために存在し

ている。

「心」が人間の気分と考えのことであるとすれば、

「心の専門家」とは、人間の気分や考えについて断じ、

それを操作する人ということになる。次節以降にのべ

ていくことであるが、「心の専門家」の仕事とは、実

は個人の人生をある方向に操作してゆくことなのであ

る。たとえばカウンセリングは、「気分」を変え（そ

れ自体は場合によって望むところかもしれないが）、

「考え」をも変える機能を持っている。その場合、カ

ウンセラーの秘かに望む方向に自発的に変わったと

き、クライエントは「癒った」ことになる。これをカ
ウンセリングでは「洞察」と呼んでいる。

このように考えてくると、（心・７）時代」とは実は、

「心の専門家」が市場を拡大しようとする時代のこと

なのである。

２。カウンセリングという商品

「心の時代」とは実は、「心の商品化の時代」のこと
であるとさきに述べたが、カウンセリングのマーケッ

／１

トカ唸速に拡大しているにもかかわらず（９）、カウンセ

リングとは何をするものであるのか、つまりどのよう

な中味をもつ商品であるのかが見えにくく、知られて

いないというふしぎな特徴を持っている。「とにかく

何かいいもの」というポジティブなイメージのみの先

行である。この漠然性が、カウンセリングのミステリ
アスなイメージをいっそう強め、人気を高めているの

かもしれない。

この節では、カウンセリングという営みのあいまい

さがどこから生じているのかを考える。手がかりとし

て、都市部に住む大学生たちが、カウンセリングに対

してどのようなイメージを持っているか、カウンセリ

ングをどのようなものと推測しているかを概観しよ

う。

筆者は１９９６年度の「臨床心理学」の講義において、
カウンセリングの話に入る前に、学生たちに次のよう

に質問した。

「心理学的カウンセリングとはどのようなものだと

思うか。イメージを含めて答えて下さい。」

対象者は大学１、２年生を中心とする男女、約１７０

名である。彼・彼女たちは上の問いをされる前に心理

テストについての筆者の講義を受けており、臨床心理

学に対して関心を持っているものの、カウンセリング

に対しては、ほとんど予備知識を持たない段階にあ

る。

学生たちの答は、カウンセリングに対してひたすら

ポジティブなものであったといってよい。いくつかの

否定的・批判的な回答はみられたが、カウンセリング
ヘの強い願望と、美化されたカウンセリングイメージ

の影響が見てとれる。Ｊ以下にそれらの答を、キーワー

ドを拾う形で分類してみた（複数回答）。

①適切な指導一助言…３８名

（やさしく助言、つまづいたときのサポート、よい
ヒント・アドバイスをくれる、導いてくれる、進む

べき方向をさし示す、£ヽ要な情報を与えてくれる、

など）。

②社会適応…２９名

（社会的に望ましい方向へ進む手助け、安心しで生



活していけるようになるまで見守り導く、心の病い

をなおして社会に適応させる、ラクに生きられる性

格になおす、危険な人をなおす、外の世界にやさし

く徐々につれもどす、一般の人との境を埋めるよう

に行動変容させる、など）。

（ｌ脳みの解決…２６名

（悩みをクリアにする、悩みやイヤなものを整理し
てくれる、問題をみつけ解決する、問題に向き合わ

せ納得させる、苦しい自分をステキに楽にしてくれ

る、心が哨れて気がラクになる、など）。

④・１１ヽ の安定…２５名

（安らぎ、安堵感を与える、心の鯛整をおこなう、ひ
と休みできる、元気を与え生活の楽しみを与える、

心の空白を埋めてくれる、自信を持たせる、人を素

直にさせる、人間を落ちつける、など）。

⑤自己成長、自ｉ２錯１立…２１名

（その人らしさを引き出す、いい部分を育てる、自

分自身を発見させる、自分をみつめさせ成長させ
る、本来の自分を見出す、心の芯をしっかりさせる、

よりよい自分にする、など）。

⑥傾聴…２０名

（悩みを聞いてくれる、話相手になってくれる、心

ゆくまで相談できる、他者からの受容、ありのまま

の自分を受けとめてくれる、否定しないで聞いてく

れる、親身になって話を聞いてくれる、など）。

⑦援助…１７名

（手をさしのべる、困っている人を助ける、考える
ことの手伝い、人助けの道具、立ち直るきっかけを

与える、状況づくりをし援助してくれる、など）。

⑧好意的姿勢…１７名

（わかってくれる、否定しない、心のよりどころと

なる、共感が得られる、評価せず個人を認める、尊

厳をもって時間を共有する、最後までつきあってく

れる、など）。

⑨専門性、客観性、第三者性…１５名

（専門的知識で問題を処理、科学的分析と治療、科

学による問題解決、過去のコンプレックスなどを発

見・解消、私悄を交えずに教えてもらう、中立的立

場で話を聞く、秘密を守る保障のある相談場所、身
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近な人に言いにくいことを話せる、など）。

⑩救済、宗教…１２名
（悩める人の救済、宗教信仰に似たもの、神へのざ

んげのようなもの、心の浄化作用、聖なる人達と場

所、わらにすがるときのわら、困った人に悟りを与

える、愛は地球を救うの日常版、魂の解毒作用、な

ど）。

○好ましい人物…８名

（ものわかりのよい出来た人、人間関係が上手く人
の気持がわかる人、やさしそうな女の人が話を聞い

てくれる、安定した人、など）。
（：ｌ否定、批判…１１名

（不遜、不信、見下し、レッテルはり、’責任回避、社

会防衛、欺晦、加害、傍観者、問題の個人還元、内

面操作、など）。

以上の表現からヽ都市部に住む若載世代のヽカウン

セリングという語・概念のおよその受けとめかたがわ

かる。注目すべきは、回答内容のばらつきの大きさで

ある。カウンセリング、カウンセラーという語が広

まっているのだが、それについての情報はイメージレ
ベルに止まっており、しかもそのイメージは主として

美化されていて、そこに自己の願望を投げかけながら

推測している様子があらわれている。情報の共有度が

低く、共有されているのは「ともかく良いもの」とい

うプラスイメージである。それは認識のレベルという
よりも願望のレベルであるようだ。

弁護士や医師；６ｔｉ調査対象であれば、このように回答

が拡散することは、まずないであろう。弁護士や医師

に比べて職業としての歴史が浅いからという理由も全

面否定はできないだろうが、それが主たる理由ではな
い。カウンセリングとは、あらかじめの商品説明がで

きない商品なのである。「゛体験しなければわからない、

始めてみなければわからない、しかしともかく良いも
のだ」という宣伝結果になっている。しかし「お代

は見てのお帰り」というわけではない。

商品としてのこの掴みどころのなさがどこから生じ

ているのかを考えてみる。

１点目は、売り手であるカウンセラーの側の“商品

５
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規定”自体が多様であることである。たとえばあるカ

ウンセラーは自らを、せんべい（クライエントのこと）

を焼く職人になぞらえて、技術としてのカウンセリン

グを強調する。別のカウンセラーは、「人・自然・万

物を愛する力を持つ人」と人格１１１１条件をあげる。また

あ・Ξ、学校心理学者は、「カウンセラーは今後、学校プ
ロモータ・-であるべきだ」と言う。さらには、人間関

係のあり方が貧しくなった社会の中で「当たり前のつ

き合い」を提供するのが自分たちの役割だとのべるカ

ウンセラーもある。

このように、一口にカウンセラーといっても、職人

から宗教家、管理者、ふつうの隣人と、何でもありな

のである。その上に「カウンセラーの資格は大学院卒

業以上」という情報も広がっているので、よけいにや

やこしい。なぜふつうの隣人となるために専門度の高
い教育を受ける１１Ｍ１１があるのか、理解しにくい（ふつ

うは逆である）。カウンセラーとは何をする人なのか、
その商品像がぼやけ、具体的イメージを結ばせない理

由のひとつが、売り手の意図の不明確さとぱらつきに

ある。

第２点目の理由は、クライエントつまり顧客の要望

もまた多様であり、カウンセラーの側はそれをとりあ

えず引き受ける姿勢をとるためである。たとえば、次

のような場合があった。ある人が、自分の家族関係の

調整をカウンセラーに依頼し、カウンセラーはこれを

引き受けた。面接は数十回にわたって続けられたが、

クライエントの希望に反し、カウンセラーは家族関係

の不調和を、内心クライエントの「未成実Ｍ生」に帰し

て、クライエントを「治そう」としていたことがわか

り、クライエントの怒りを買った。これは「商行為」
をめぐるトラブルとして展開するに至った。この場合

カウンセリングの内容は、クライエント側からは「調

停」の形で求められていたのに、カウンセラ一側は一

方的に「クライエントの内面の問題」と決めているた

めに、ずれが生じているのである。

第３点目の理由は、２点目と関連するが、カウンセ

ラー業界が、正直な商品説明をしたがらないところに

ある。したがらないのにはわけがあって、カウンセリ
ングはクライエントに対する内面操作をはらむので、

６

ひとことでいえば、うしろめたさもあって言いにくい

のである。

大学生たちの回答をみるとはっきりすることだが、

相談に行こうと考える人びとにとってもっとも自然な

期待は、「適切な助言をもらう」ことである。回答数
ではこれがトップに上がっている。しかしカウンセリ

ングの本筋は、アドバイスではない。たとえば口

ジャーズ流のやり方を例にとれば、「カウンセラー側

が満足する答を、クライエントが自分で出すｊという

ところをめざしている。クライエントに発見させ、ク

ライエント自身が貴任を負うという形になっている。

その“内幕”を、業界側は広く情報公開していない。

だから「人生の達人が効率的・適切なアドバイスをく

れるのではないか」という、事実とは別の期待が、世

間 に 広 が る の で あ る 。 。

しかしこの期待が広がるのは自然なことだ。人は相

談しようとするとき、「相手の意見」を関こ、うと考え

るからである。ところ力塙額の面接料を取るカウンセ

リングは、「内面の自発的変容」を売ろうとしている

（ｌｏ）。「意見」を提供するのでは、それは「人生相談」に

なってしまい、科学性専門性を看板とするには不都合

だからであろう。

「カウンセリングは助言はしません。あなたが自分
で変わるように仕向けてあげます」という商品説明

も、その操作性を公言するようで、はばかられるのか

もしれない。事実、カウンセリングの内面操作性には、

相手への無礼さがはらまれていると、筆者は考えてい

る。

このようなわけでカウンセリングは、あたかも夢を

売る商品のように、拠りどころのない気分を抱えた人
びと、また社会的に不利を蒙っている人びとを顧客圏

にとりこみ、素顔を見せないことによっていっそう幻

想をふくらませ、流行を生みだしているのであろう。

３。カウンセリング幻想を支えるもの一日米の比較

ここまで、売り手の側の実状に焦点を当ててきた

が、ブームが生まれる場合には、当然のことながら、

買い手の側の購買動機が存在している。購買動機をつ



かんでそこへ売りこみをかけていくことで、市場力昿

がるのである。

購買動機とは、商品への期待のことでもある。ここ
でもまた、大学生たちの回答を手がかりに、カウンセ

リング願望について分析したい。

回答には、大別して２つの期待・願望があらわれて
いる。ひとつは権威へσ）依存願望であり、もうひとつ

は保護されることへの欲求である。いうまでもなく、

この２つは表裏をなしている。そしてこの「導かれ護

られたい」という願望は、「自分の心もとない気分」を

根としている。よりどころのない心細さの感覚は、情

報・消費社会の歯止めのない爆走状況の中で、老若男

女すべての人びとを苛んでいる。溢れるモノを手に入

れるとともに、いわぱ人間飢餓感が増大しているの

だ。

ある大学生は、「私たちは、ひとりで居られない世

代です」と語り、この気分が現在子ども社会に広がる
“いじめ、現象”と深くかかわっていると指摘する。ひ

とりでいられない不安；りｔ、小グループヘのしがみつき

と、「はじかれてひとりにされたら大変だ」という恐

怖感を生む。いじめられないためには、誰かを標的に

したいじめに加わっているのがもっとも安全であり、

「まずい」とは感じながらも、「ひとりにされるかもし
れない」という恐・昨感に勝つことができない。「その

上、いじめ行為には仲間の連帯感がっきもので、この

連帯感のとりこにもなるのだ」と若者世代は語る。こ
のように、「問題」とは、時代的状況的な問題のこと

でもある。スクールカウンセラーが、いじめや不登校

を個人のパーソナリティの問題に収斂させて見ようと

するならば、それは問題のすりかえである。

カウンセリング願望の背景には、極限化へ向かう情

報・消費社会を浮遊する個人の、寄るべない心情が存

在している。したがってこの願望は、カウンセリング

とは限らず、宗教とも独裁性とも結びつくものである

だろう。カウンセリングは、「科学性・専門性」とい

う権威をうたうことによって、人びと・７）・依存・保護願

望をとりこんでいるのである。

上の事情は、日本社会に限ったことではない。「先

進国」は押しなべてこの状況下にある。しかし国が抱
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えてきた歴史や伝統の形によって、たとえばカウンセ

リングヘの期待や利用法は、それぞれに異なってくる

であろう。アメリカからの輸入商品であるカウンセリ
ングは、日本社会においてどのような期待・願望をひ

き受けようとするのであろうか。アメリカ社会と対比

しながら考えてみたい。

アメリカの社会学者Ｒ．Ｎ．ベラーは１９８５年に、臨床

的技法としてのセラピー（本稿のカウンセリングと同

義）ではなく、文化現象ま７ｔこは思想の様式としてのそ

れに注目してｘハる（１１）。ベラーによれば、２０世紀のア

メリカ文化の輪郭は、経営管理者（マネージャー）と

セラピストの二者によって描かれる。そしてこの二者

の明白な類似点は、個人の独立を強調する点であると
いう（１２、。セラピストは、産業社会の機能的組織を当然

のものと考え、それを生活の前提条件としている点で

も、経営管理者と共通している。さらに、セラピー的

態度には、アメリカ文化の伝統的な個人主義を強化す

る働きがあると、ベラーは指摘して１／喝（１３）。

アメリカ文化のなかでは、セラピストはさしずめ

「生活管理者（ライフ・マネージャー）」の役割を担っ

ているのであろう。成功をめざす個人が、経営管理者

とセラピストを雇い、この内外の管理者によって個人

の人生を満足させようとする、熾烈で孤独なたたかい

が見えてくる。
一方、個人主義の伝統を持たない日本社会の場合

は、どうであろうか。「充足した人生を実現するため

に、お抱えのセラピストを雇っている」・という生活ス

タイルはいかにも“バタ臭”く、“何だかつきあいに

くい人”のイメージになるだろう。人間の上下・タテ

関係がいまもあらゆる場を色濃く支配するＩＥ１本吐会に
おいて、カウンセラーは権威ある上位の者として位置

づくことによって、この社会と折りあう。導く者、救

済する者、やさしく保護する者。大学生たちの回答に

もみられる権威への依存願望と保護欲求をみたす者と

して、カウンセラーは期待されている。

個人主義に根ざすアメリカ社会の人びとは、個人生

活の充足感を高めるためにカウンセラーを雇い、かた

やタテの位置関係の中に相対的自分を見出すＩＥ１本社会

の人びとは、依存し甘え安らぎを得ることのできる場一 一 一 一 一 一
７
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を。求めて、カウンセラーに頼る。
つい先ごろまで存続し、いまもその名残をとどめる

家父長制社会における父親役割を、カウンセラーは補

強し埋めているかのようである。役割であるので、男

女は問わない。女性解放をめざすとうたうフェミニス
トカウンセリングもまた、正しい父といたらざる娘の

関係をなぞっているように思われる（１４）。

共感と受容によっていわば懐の深さを提供する口
ジャーズ流のカウンセリングが、ｌヨ本社会になじみ広

がっているのは、「頼り頼られる」ことを相互に求め

る関係文化によっている。クライエントのみでなく、
カウンセラーもこの図式のなかにある。「頼る側でな

く、頼られる側にまわりたい」という上昇願望が、カ

ウンセラー志望の人ぴとのなかに存在している。

桐戎一従属、保護一依存の関係を土壌とするＩＥＥＩ４に社

会に、アメリカの個人主義を土壌として育ったカウン

セリングが、１”安全な人間関係を買う」という形で期

待され、、その期待が幻想を支えている。「心」ばかり

ではなく、「関係」についてもまた商品化が進んでい

るのである。

４。「関係」の商品化とフェミニストカウンセリング

カウンセラーには女性が多い。単なる推測である

が、カウンセラーを名乗る人のおそらく７割ほどを女

性が占めているのではないだろうか。さきの皆無生に

よる回答にも、カウンセリングのイメージとして「や

さしそうな女の人力唱を聞いてくれる」というものが

あり、イメージ定着もしているようである。

カウンセリングには多様；な・種類があるが、ここでな

ぜフェミニストカウンセリングをとり上げるかといえ

ば、これを筆者がどうとらえるのかという質問を折々

に受けることがあるからである。

「フェミニストカウンセリング」はアメリカで生ま
れ、ここ１０年ほど日本においても知られてきた。定

義としては、フェミニズムに基づいたカウンセリング

ということなのであるが、これは一般のカウンセリン

グ以上に、わかりにくさを持っている。

それには理由がある。フェミニズムとカウンセリン

８

グは、板でたとえるなら、別々のそりを持っていて、

この二つを糊づけして一体にしようとしても無理があ

るのだ。

フェミニズムは、女性差別からの解放と状況変革を

めざす思想と運動である。一方カウンセリングは、前

出のベラーも指摘するように、産業社会への適応を生

活の前提条件とするところに立脚している。技法自体

が状況適応を促すようにできているのだ。伊東博によ

れば、カウンセリング学の祖のひとりであるウイリア

ムソンは、カウンセリン：５ｚ’；ｌ支術に関して、次のように

のべている。「要するにこの技術は、…（中略）・・・変

えることのできない環境に対して感覚を鈍く

（ｄ（、ｓｅｎｓｉｔｉｚｅ）する方法であるといえよう」（１５）；また、

「心理療法とは、クライエントの『問題』を、クライ
エント自身の、亡理的機制によって生じな適応異常と解

して、これを心理学的方法によって処置することであ
・Ξ・．ｊ（１６・という定義もヽ ありふれたものであ・！？。

このような記述に対して、次のような反論があるだ

ろう。「そのようなカウンセリング観はすでに過去の

ものであって、現在はもっと多様で状況変革的なカウ
ンセリングのありかた力嘔開されている」と。

しかし基本は変わっていない、と筆者は考えてい

る。そうでなければ、ブームなど起きるはずがないか

らだ。体制適応に寄与する本質を有していればこそ、

カウンセリング充実の方向が、政策的にも推進される

のである。カウンセリングは社会適応をめざすありか

たを越えているという主張があるとすれば、それはカ

ウンセリング体系：；ａｌｊｌａ１分化し、アクセサリーが増えた

ということにすぎない。フェミニストカウンセリング

もそのひとつである。
フェミニストカウンセリングは、フェミニズムの

“毒”（思想の骨）を、らくになる方向（社会適応）へ

ど中和”し、進歩的かつ安全そうなイメージを掲げ

た新しい商品である。「フェミニズムは何だかこわい

けれど、フェミニストカウンセリングなら参加した
い」という女性たちの声を耳にすることがあるが、そ
・７：）！ｉＳ；想は上の事情を反映している。

本論の商品化論の切りかたで見ると、フェミニスト

カウンセリングは、女性の「人間関係能力」の商品化



であるということができよう。人とのかかわりや配慮

の能力自体の仕事化である。現在、男性中尼ヽ社会のな

かで、女性が市場に参入する余地は少ない。「男並み」

のがんばりを要求されるか、「女の子」や「おばさん」

の扱いで“二流”に甘んじるか、そのどちらかの選択

に追いやられがちなのが現実である。

さらに、「専業主婦」の問題がある。好むと好まざ

るとにかかわらず「専業主婦」になった女性たちに

とって、ふたたび仕事を手に入れる道はけわしい。家

事能力をいくら高めても、それ自体は社会的に何の評

価も受けられない。「いまさら安く使われた。くない、さ

りとて専１裂Ｅ主婦で終りたくない」と思う女性たちに

とって、フェミニストカウンセリングは魅力的に映る

のではないか。しかしそれは、女性すべてに強いられ

てきた「関係能力」を、力ある好運な女が、たまたま

不運な女に売るという図式になる。

人間関係への配慮は、ジェンダーとしての女性に対

して求められてきたものである。気配りができよく気

がつくことは、女性への褒めことぱであり、気の利か

ない女とは、女性の価値を“効果的に”下げることぱ

である。幼いうちから女の子たちは、「よく気のつく

子だね、いい奥さんになるよ」というたぐいのことぱ
を伺いて育つ。気配り自体に問題があるわけではない

が、この場合の問題は、気配りにすぐれ関係をつくる

能力が高いと１／ヽう特性が、男性に対する女性の役割と

して、分業的に期待されているところにある。

Ｃ．ギリガンは、男女の道徳観の違いをめぐる研究を

通して、次のように考察している。男性にとってのア

イデンティティは、親密性や関係性を二の次にしてい

る。一方、女性は、他人との関係を通して自分を形成

するので、親密性や心くばりは、女性のアイデンティ

ティ形成に伴うものである（１７）。さらに、少女が遊びの

中で発達させていく感受性や他人への思いやりは、あ

まり市場価値がなく、かえって職業的成功を邪魔さえ

するとものべている（１８）。

男性中、Ｃヽ社会のなかで、女性たちに求められ続ける

気配りややさしさは、いつもタダであった。タダがお

かしいというのではない。気配りややさしさは女だ

け、ということがおかしいのである。人間同士の関係
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に必要な配慮は、女と男が５分５分に払いあうべきも

のだ。そこをめざすことが、フェミニズムの課題のひ

とつである。

気配り能力を金に代えるのは、水商売の人びとのす

ることで、はしたないことだとされてきた。この“偏

見”を問うことは、一方で必要である。しかし一方、

「女なのだから」として身につけさせられてきた関係

能力を売りに出し、無料のものとして扱われてきた対

人１１Ｓ受性を逆手にとって、カウンセリング市場に参入

していくことは、女性の解放の道筋からみて、危いも

のをはらむのではないかと思われてくる。

女性の持ちものを商品化することは何がわるい、と
いう考え方があるだろう。ここまでつき進んできた消

費社会において、その考え方が出てくるのは自然なこ

とかもしれない。この考え方の延長上にある論争のひ

とつに、「売春のどこが悪い」論争がある、１９、。

カウンセリングブームを筆者が瞥戒郎ことらえるの

は、それが「心」つまり生き方や、「関係」つまり生

活の核の商品化にかかわるテーマであるからであり、
この点は本論の冒頭に記した。そしてこのテーマは、

「性の商品化」の問題とも基底でつながっていること

が見えてくる。

フェミニストカウンセリングヘの疑義に加えて、最

後にもうひとつ気になる動きを記しておきたい。それ
は、「不登校」を経験しフリースペースで年月を過ご

した子どもたちの、カウンセラー志望傾向についてで

ある。登校拒否の子どもや親の居場所を作り世話人を

してきたある女性によると、年長になった子どもたち

力ｔしばしば、「自分の不登；１交体験を生かして、カウン

セラーになりたい」と語ると言い、彼女はそのことへ

の異和感を語る。「カウンセリングで傷ついて居場所
へ来た子どもも多いのに、“ほんとの”カウンセリン

グがどこかにあり、それはいいものの筈なんだってい

う幻想にとりこまれてしまっている」と。

｛主ｌｌｉ｝体験」や「不登校体験」を生かして仕事をし、

収入を得てゆくことを、筆者はいささかも否定するも
のではない。女性解放であ才ｔ学校問題であれ、人の集

まる場には、世話人や専従者が必要だ。世話役や専従

職で食べてゆくことをめざすのは、おかしいことでは

９
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ないと考える。そしてその仕事は、体験者にこそふさ
わしいものだろう。専従者の仕事のなかには、事態に

即した相談の仕事も必然的に含まれるだろう。情報提

供や話しあいを含めて。

しかし、なぜ専従者でなくカウンセラーなのか。

「心」や「関係」だけを取り出そうとするのか。必然

的な上下の関係-「成熟」した者といたらざる者-
--のもとに、状況を軽視し、内面を切り取ろうとする

のか。歴史的にみて、女性問題も不登校問題も、「問

題」を個人の内面に還元しようとする力に抗した人び

との登場によって、新しい光が当てられた。そめ人び

とは、従来の偏見をはっきりと状況の問題ととらえ返

して、つながりを作りながら状況を変える流れを生み

だしてきた。個人から状況へ、個人から政治へ。「あ

なたの苦しみは、あなたの心のせい」という強い圧力

を、やっとわずかに押しもどし始めたのだ。カウンセ

リングヘの志向性は、この流れを逆行させるものでは

ないだろうか。日常の対等な関係を絶えず意識し目ざ

しつづけないと、足もとをさらわれる。△

「Ｔ心」や「関係」が商品化に組みこまれることの問

題性を、あらためて認識し言語化するときであると考

える。

おわりに

・問題は、カウンセリングがどのような商品であるの

かを、構造的にとらえてみることだ。そして非対称な

人間の上下関係を前提とするこの商品が、世の中にど

のように作用してゆくかを見きわめることである。

カウンセリングブームはムード・幻想であり一過性

なのだという考え方もあるようだが、このムードが

「手間のかかる人、やっかいなことは専門家へ」とい

う排除の図式を強めることは疑いないだろう。その意

味でも、この「ブーム」を傍観することはできないと

思う。

「心」と「関係」を売り買いする流れを容認すると

き、私たちはわずかに残っている存在の核や足場のよ

うなものを手放し、つき進む消費社会の中で、さらに

不安定にそノとして浮遊しつづけることになると、予

感している。「生きるとは買うことなり」の事態の進

行に、いませめて歯止めをかけ、現在の日常を肥やす

関係性をさらに模索したい。

＜注＞

・（１）Ｔ．ゴードンによって提唱されたＰａｒｅｌｌｔｌｌｎｅｃｔｉｖｅ-

ｎｅｓｓ’Ｉ｀Ｉ・ａｉｎｉｎｇ（１９７０）も、カウンセリングを親子

関係に適用した方法。曰本では１９８０年に『親察』と

題して翻訳出版され、セミナーも広まった。

（２）「新しい学力観」をうたう新学習指導要領（１９８９）

「何だって商品化だ、医療でも教育でも。カウンセは、自助努力を要求する生涯学習政策とリンクする

リングだけがどうして問題なのか」という声が、すぐものであるが、これとセットになった評・ｆｌｌｉ体系（指

に聞こえてくる。筆者自身、大学や講座などで、自分導要録１．９９１）は、各教科についての子どもの意欲、

の知識や考え、そして話や文章を売っている。それら関心、態度を最重視する方式をとっている。

が人の関係の一部として存在し、金に代えるべきもの（３）１９９５年度に予算化され、全校の小・中・高１５４

ではなかっ式！１１孝代は、遠いものではない。自分自身の校に配置、９７年度は１０００校を予定してい。る。

矛盾を自覚しながら、；恥稿を轡き進めてきた。（４）１９８７年１１月に、日本心理臨床学会（理事長河

また、「関係」の換金可能性は、平等性や機会均等合隼雄）が「日本臨床心理士資恪認定協会」を発足

性、プライバシーの保護を保障するのだ、という声もさせた。「心の専門家」という表現は、この動きと

聞こえてくる。「関係」を金で買わないでずむ人は恵連動する形でマスコミ等に登場した。たとえば河合

まれた人なのであって、相談相手カ嘔られない不運な隼雄「『心』の専門家び）必要性」（毎日新聞１９８５年

人こそ、「関係」が商品化されていることで救われる１２月９、１０日）。これに対して山下恒男「「心の専

のだ、と。その周辺に、「レンタル家族」ということ門家』は誰にとって必要か一河合隼雄氏に反論す

ば な ど も 浮 か ん で く る 。 る 」 （ ク リ ニ カ ル サ イ コ ロ ジ ス ト １ ２ １ 号 ） が 書 か れ

１０



社会臨床雑誌第５巻第１号（・１９９７．４．）

て い る 。 カ ウ ン セ リ ン グ の 特 徴 で あ る 。

（５）朝日新聞１９９７年１月１８日付けトップ記事「半（１１）Ｒ．Ｎ．ベラー『心の習慣』（島前進ほか訳みすず

健康人ではありませんか-２万人調査で３人に１轡房１９９１）

人 」 （ １ ２ ） 同 轡 Ｐ ． ５ ４

（６）江原由美子編「フェミニズムの主張」（勁草書房（１３）同審Ｐ．１２６
１９９２）および「性の商品化」（同１９９５）（１４）フェミニズムを「関係」の視点からとらえると

（７）井上芳保はこの問題について論じている。「情報き、家父長制に代表されるような上下関係を否定

資本主義のなかの臨床の知」佃；本社会臨床学会編し、対等の人間関係をめざすことは必然の課題であ

「人間・臨床・社会」所収影轡房１９９５）り、その追求は緒にっいたばかりであると考える。

（８）小沢牧子「「若者世代」の心意識」参照。〔上掲（１５）沢田慶輔編『相奎巨理学』（朝倉轡店１９５７）Ｐ．５５

書 （ ７ ） 所 収 〕 （ １ ６ ） 同 轡 Ｐ ． ３ １ ５

（９）たとえば１９９５年度に開始された「スクールカウ（１７）キャロル・ギリガン『もうひとつの声』（岩男寿
ンセラー活用ｉ１１１１査研究委託事業）予算は、３年間で美子訳川島轡店１９８６）

ほぼ６倍。９７年度には２１億７４００万円を計上。ま（１８）同書Ｐ．２８９

た自治体立の女性センターなどでも、カウンセラー（１９）橋爪大三郎「売春のどこ、５９１い」（ｉ１１１掲書（６）

を 置 く と こ ろ が 増 え て い る 。 「 フ ェ ミ ニ ズ ム の 主 張 」 所 収 ）

（１０）とくに日本で主流を占めているロジャーズ流の

Ｈ



１ はじめに

フェミニストカウンセリングヘの疑問

８０年代に入り、女性センターを彗することが女

性行政の要であるかのように、日本国内の各自治体で

は女性センターを次々と建て、そして今も未設置の自

治体においては建設の計画を作りつつある。目黒区の

場合も例外ではなく、１０年にわたる住民要求の結果、

９２年７月に「目黒区女性情報センター」がオープンし

た。

私は、既に建物、！？ｔほぽ完成し、おおかたの方向性や

予算が決められていた９２年４月ｌこ総務部女性政策課

に異動し、７月始動に向けた準備段階から目黒区女性

情報センター業務に携わり、最初の相談室担当となっ

た。それまでフェミニストカウンセリングについて

は、深く考えたこともなかったし、疑問も感じたこと

はなかった。だが、女性問題解決のための相談室のあ

りかたを考えているうちに、それなりの評価はしつつ

も、開設以来フェミニストカウンセリングに対して

「ちょっと変じゃない」という思いを、私はいだくよ

うになってきた。

私は相談室担当のほか、女性センターの講座の担当

もしてきたので、講座で招く講師たちになるべく、

「フェミニストカウンセリングについてどう思うか」
を聴くことにしている。フェミニストカウンセリング

の矛盾を感じている私の感性が私だけのものか、ある

いは私の疑問にたいするフェミニストのｌｉ月快な答えを

知りたいという理由からである。
講師のほとんどの人が、「疑問に思っている点もあ

るが、女性の力になるものであればいいんじゃない

の」「変とは思うが、批判するのはちょっと」「私とは

違うものを感じるが、さまざまなフェミニズムがあっ

てよいので、足の引っ張り合いになるような批判はで

１２

佐 藤 み ど り

きない」「あまり考えたことはない。フェミニストカ

ウンセリングを受ける必要が私にはない」というよう

に答えた。フェミニストカウンセリングによって私は

解放されたという人もいたが、よく聴いてみると、一

対一のカウンセリングでなくＣＲ（コンシャスネス・

レイジング）によって解放されたという話だった。多

かれ少なかれ、多くの講師たちが疑問をどこかに持っ
゛てｒはいるが、「よくわからないもの」「批判しづらいも

の」として、フェミニストカウンセリングはあるよう

だ。

変と感じつつも正面きって批判できない、どうもそ
こにカウンセリングの本質があるような気がする。カ

ウンセリン・グは個室で１対１で行われるので、中身が

第３者には見えてこないのである。不当なことが行わ

れていたとしても、当事者カ歩を上げない限りわから

ない。しかも、「おかしい」と声を上げるほどの元気

がその人にあればよいのだが、傷つき弱っている人が

カウンセリングのドアを叩く場合が多いのではないだ

ろうか。他者が批判できない閉ざされたシステムをカ

ウンセリングが持っているとすると、「変だな」とい

う私の思いが解けないのも頷ける。

「変だな」という思いが解けないまま５年が経とう

としているが、今回、私に与えられたテーマは、「そ
の思いを言葉化すること」だと思う。これから行政で

は、ますます相談業務の需要が増えてくるだろう。そ

の相談業務の個室化が進み、問題は個人的なこととし

て片付けられてしまう傾向にある。フェミニストカウ

ンセリングが行政の相談業務に風穴をあける存在にな

れるかどうかも含め、解けない疑問の扉を少しでも開

けるとともに、女にとっての「相談」機能の方向性を

探りたいと思う。



２自治体の中のフェミニストカウンセリング

９２年４月当初、住民要求の一番肝心な点は、「女性

情報センター」はいわゆる「婦人会館」ではなく、女

性問題丿弊決の拠点となりうる内容を持つものにして欲

しいということだった。私たち職員は、地域の女性た

ちの「女性が望む女性センターは、男性中、ｌｌヽ社会が

作ってきた行政の悪しき面笏脱皮し、真に住民要望に

応えられるような新しい施設にして欲しい」という思
いをひしひしと感じていたし、職員も女性１司題解決の

ための施股の在り方がわからないながらも、その思い

に応えたいと思っていた。

機能の一つである相談業務についても同様に、住民

はフェミニズムの視点を持った相談を望んでいたと思

う。行政の相談は、全部が全部そうとは言わないが、

再雇用：Ｊト常勣（正職員が退職した後、非常勣として採

用される職員）の雇用先であったり、地元の有力者（有

識者）の名誉職的なポストであったりする場合もあ

る。また、相談員が性別役割分担意識や特性諭に捕わ

れ、相談者に自分の価値観を押し付けるということも

ままある。女性センターの相談室はそうあってはなら

ないのはもちろんのこと、相談の形式も単なる一対一

にこだわらず、オルタナティブなものがあればどんど

ん取り入れていきたいという気持ちがあった。

私たち女性は、女性というだけで既められているた

め、いつも自分に自信がもてないという人がとても多

い。パワフルで輝いて生きているように見える人です

ら、話をしてみると意外と自己評価が低かったりする

ことに出会う。このことは、女性差別のあふれている

社会において、女性が自分自身を堂々と生きることが
いかに難しいかを語っている。そうした女性にとって

「悪いのはあなたではない。差別のある社会が悪いの
よ」というメッセージをもつフェミニズムは、とても

大きな救いとなる。フェミニズムに救われた女性は多

く存在する。私もその一人で、フェミニズムの視点で

社会を見ることによって、自分の心にある大きなわだ

かまりが解けて世界がパッと開けた思いをしたもの

だ。しかも、同じ思いを抱く仲間の存在は、日常の差

別と闘うときのエネルギーをもたらしてくれる。私一
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人ではないという心強さがあってこそ、前向きに生き

ることもできる。だからこそ、女性センターの相談室

は「いつでも、だれでも、何でも気軽に」相談でき、

フェミニズムの視ｊｌを自分が持つことができ、なおか

つ仲問の情報をくれる、そんな所であればいいと願っ

ていたはずだった。

しかし、女性センターの計画段階では、住民サイド

も具体的に誰を相談員にし、どんな内容にしていくか

明確でなく、総合相談と専門相談の二つを殴けるとい

うことぐらいしか意見がなかったようだ。行政側も特

にこれといった方針はなかったが、住民要望に異論も

なく、総合相談「女性問題解決のためのなんでも相談」

と専門相談（法律相談、からだの相談）を設置するこ

とになった。

正直な・ところ、４月に女性政策課ができ、新たなス

タッフが集められ、たった３ヵ月後の７月にセンター

をオープンしなければいけないという状況の中では、

じっくりと相談室の在り方を検討するゆとりは、職員

にはなかった。そのうえ、総合相談は女性問題の視点

を持った相談員探しが専門相談以上に大変そうだっ

た。そこで、手軽に探せそうなフェミニストカウンセ

ラーを充てることになった。いまから考えればまった

くいい加滅な話なのだが、住民はともかくも、行政サ

イドでフェミニストカウンセリングについての夕ｉｌ識は

まったくなく、課長に「それは何なのだ」と聞かれて

「フェミニズムの視点でカウンセリングするというこ
とだと思います力りと答えたのを記憶している。「で

はカウンセリングとは」と聞かれても、キチンと答え

られる職員は誰もいなかったに違いない。フェミニス

トカウンセリングにした積極的な理由はなく、先駆区

である中野区や足立区でフェミニストカウンセラーが

相談員になっているという程度のことで、ただ単に

「フェミニスト」がついているから品質保証はされて
いるだろうという感じだった。

９２年当時はそれほど注目されていなかったカウン
セリングが、以後徐々に注目され始め、フェミニスト

カウンセリングも今やかなり多くの女性が期待してい

るようになった。
フェミニストカウンセリングは、今までのジェン

ー - - - - - - - - ・ - ・ - -
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ダーに捕われた女性観で女性の悩みを聴くのではな

く、フェミニズムの視点でカウンセリングをするとい

うところが、女性にとって大きな魅力となっているの

だろう。従来の相談室の質を考えれば、女性たちが

フェミニストカウンセリングのとりこになるのももっ

とものような気がする。一昨年の北京女性会識におい

ても、差別、抑圧されている女性の心理的ケアの必優

性は大きな課題となっているし、目黒区のみならず、

最近建てられている女性センターの相談室では、フェ

ミニストカウンセリングを導入することが当たり前の

ようになってきている。

東京２３区の女性センターで、現在フェミニストカ

ウンセリングを導入しているところは、目黒区、足立

区、中野区、練馬区、墨田区、北区、江東区、荒川区
である。導入理由を聞いてみると「女性問題の礼ぬが

ある」「住民要望があった」「他の自治体力噂入してい

るので」。反対に導入しなかった区に聞いてみると、

「委§モ料力喘い」「他のカウンセリングでも女性問題の
；１１１点は大丈夫」「フェミニストカウンセラーに会って

なっていることがある。多くの参加者に共通している
ことなのだが、人間関係を求めていながらも、うっと

おしく思っていたり、積極的に関係を持とうとはしな

いということだ。私自身もそうだが、忙しい、面倒と

いう思いが先立ってしまい、余計な人間関係は持ちた

くないとい・う思いが強い。カウンセリングは、自分の

都合の良い時間に持ちたい人間関係をもたらしてくれ

るという意味において、好都合なのかもしれない。だ

が、私たちの関係性は本当にそれでよいのだろうかと

いう疑問も、一方でわいてくる。私たちは本音のとこ

ろで、もっと１舜近所の関係においても友人関係におい

ても、相互の助け合ったりできる社会を求めてはいな

いのだろうか。カウンセラーという専門家に人間関係

を求めたいという声に、行政が安易に応えてしまって

良いのだろうか。ましてや、女性センターという新し
い人間関係を得築しようという現場で、フェミニスト

カウンセリンク’はいかなる役目を果たすのか、その課

題はとても大きいような気がする。

みたが感じが悪かったので」という理由を挙げてい３「なんでも相談」を開設してからの疑問

る。ただ、一般のカウンセラーもフェミニズムを意識

せずにはやっていけなくなって。きているということ（１）対等性について

や、フェミニストカウンセラーであることを掲げてい河野貴代美さんによると、「フェミニスト・カウン

ても、中には「あまりフェミニズム的ではなかった」セラーはカウンセラー強者・クライエント弱者という

「ふつうのカウンセリングとの遼いがわからない」と伝統的関係の枠組みに多大な関心を寄せ、この関係が
いう利用者の声もあり、フェミニストカウンセラーと差別や疎外や抑圧を生み出さないような思索を重ねて
一般のカウンセラーとの差異は内容的になくなりつつきた」（柏木恵子十高橋恵子『発達心理学とフェミニ

あるようだ。委ｌｔ契約をしている区では、フヱミニスズム』１９９５）という。しかし、実態はどうだろうか。

トカウンセリングの場合、他のカウンセリング研究所私が「ちょっと変」と思うようになったきっかけは、

よりだいぶ委託料唇頭礁ので、積極的理由が見つから相談貝の相１１炎者に対する「かわいそうな人」というこ

なければ一般のカウンセリング研究所に委託することとばの連発であった。「かわいそう」というのは「私

が多いものの、今後は住民の声の高まりに応じて、はそういう経験をしなくて良かった」という思いから

フェミニストカウンセリングを導入する自治体はますくる。女性の悩み力９ｉｔ会的差別に起因していると捕え

ま す 増 えて くる だ ろ う と 思 わ れ る 。 る な ら ば 、 同 様 に 差 別 を 受 け て い る 相 談 員 は 「 か わ い

しかＬ、地域の活性化やコミュニティ施策の推進とそう」という発想はしないのではないかと思う。当初
いう側面からみると、人間関係が希薄になっているとはそのような発言は相談員個人の問題であり、フェミ

いわれる都会で、カウンセリングはますますその希薄ニストカウンセリングは本来そのようなものではない

化に拍車をかけることにならないだろうか。女性問題にちがいないと信じていた。しかし、フェミニストカ
講座を開講していて、講座後のグルーブ化のネックにウンセリングの実態を知るにつれ、「かわいそう」を
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乗り越えるシステムにはなっていない、それがカウン
セリングではないかと考えるようになった。つまりカ

ウンセリングという技法は、フェミニズムが捕えるよ

うに、女性の問題を「個人的問題は政治的問題である」
という捕え方をしづらいものではないかということで

ある。

カウンセリングは（コウカウンセリングは別とし

て）、聞き手と話し手が固定している。聞き手である

相談員が、自分の憲見や経験を話し手にぶつけること

はあまりない。傾聴することによって聞き手は話し手

に「共感」し、「ありのまま」の相談者を受け入れる

役割を演じることによって、相談者があせらずじっく

りと自分を克服していく力を引き出すべく支援をす

る。支援の内容は、カウンセラーの見立て（憶測）に

よって「本当の自分」を探し出させ、「真理」に到達

する方法で行われる。私はカウンセリングを受けた経

験はないのだが、カウンセリングとはそのようなもの

ではないかと理解している。宗教でいうところの「父

なる神」に近い役割をするのではないかと思う。言い

換えれば「真実」が見えているカウンセラーが、見え
ていない相談者を、非指示的方法で正しく導くという

ことであろうか。相談者のカウンセラーに対する反論

や苦情ですら、真理を導くための心理的分析の材料と

なる。例えば「反論や苦情をいう元気があるのだから

心配ない」とか「自分を正当化するための反論」など

と。「かわいそうな」相談者は「かわいそうな」自分

から脱しきれないままカウンセリングが終了すること

もあるし、「あなたはかわいそうではなくなった」と

言われて終了することもある。カウンセラーに、「あ

りのままのあなたでよい」とか「あなたはよくがん

ばったのよ」等、肯定的な評価をもらって、「正しい

生き方」を指示されるわけだ。親が子どもに対し、「ほ

めながら」親の思う通りの「よい子」に育てようとし

ているのに似ている。そこには両者の：禽；１’・１９１性は見られ

ない。よくカウンセリングを受けていて「上下関係は

感じない」という人がいるが、例え感じなくとも構図

として上下関係である。

目黒区女性情報センター相談室について、住民から

「花や絵を飾ることによって、リラックスした雰囲気
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がほしい」という意見をいただいたことがある。その

意見を相談員に伝えたところ、「リラックスはカウン
セリングの邪魔になる」という話だった。「真理」を

導き出すために「ピーンと張り詰めた緊張感」が相談

室ｌこ蓉胤要だそうで（病院の医師が白衣を着ているの

は、患者と医師の間に緊張感がないと正しく診察でき

ないからだそうだ）、相談室に花や飾り物な、ビはいけ

ないという。私は、人は緊張が緩んだときに本音がで

ると思う。相手に心を自然と開くためには、緊張は

じゃまになると思っている。この緊張感とは、カウ

ンセラーに権威を感じさせるための緊張感ではないの

だろうか。カウンセリングがそのようなものであるか

ぎり、両者の対等性はあり得ない。
フェミニズムは、他者との対等性を希求するもので

ある。フェミニストカウンセリングは、フェミニズム

とカウンセリングをどのようｌこ共存させようとしてい

るのだろうか。この問いに対し、対等ではないと認め

たうえで、次のように答えてくれた人がいた。「フェ

ミニストカウンセリングは、悩んでいる女性に問題解

決のためのパワーを与えるものだ。上下関係があった

としても、解放琴〉視座をもっているのでよいではない

か。クライエントがカウンセリングの場から出て、日

常の中で自己主張できるよう支援するところである」

と。確かに日常の中で差別に会い、抑圧されることは

とても疲れることで、感性が摩耗していく自分を感じ

るときがある。その上、闘うなんてとても大変だ。そ

んなとき、カウンセリングに行って、癒され、また闘

う力を復活できたら、とても魅力的かもしれない。だ

が、カウンセラーは密室にいるだけで、クライエント

と一緒に日常には出て行かないのである。カウンセ

ラーの日常がそこで話されることはないし、日常を共

有することもない。それは企業職士である男が、家庭
に戻って家族の愛に支えられ、また、会社に出て行く

という構図と似てはいないか。人が癒される場は必要

である、６ｔ、役割が固定しその場に対等な関係がないと

いうことは、問題にはならないのか。

対等性がないことのもう一つの問題として、スー
パービジョンや事例研究のように、相談者本人；が不在

のところで、相談内容を相談員が第三者に発表し討議- -
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するということがある。わたしは甚だ疑問なので、目

黒区女性悄報センターでは、このようなことは基本的

にお断りしている。フェミニズムとは、女性が「自分

のことは自分で決める」「自分の人生は他人にゆだね

ることはしない」というものだ。スーパービジョンや

事例研究の目的が、仮にカウンセリングがフェミニズ
ムに沿っているかどうかを検討するものだとしても、

当事者不在の場で第三者カ湘談室で行われた相談内容
を批評、分析することはフェミニズム的ではない。今

まで私たち女性は、いつも男性によって批評・分析・

治療されてきた。フェミニストカウンセリングは、女

性のΞｔ体性を取り戻すため始まったことではなかった

か。女性の主体を重んじることの大切さを述べなが

ら、その実態はカウンセラーの手によって主体がもぎ

取られて、客体化してしまっていることにならないだ

ろうか。女たちは、他者に私の人生を語られ評論され

ることは望まない。自分の人生は自分で語り、自分で

評論できる力を持っている。当事者の主体を重んじる

のであるならば、従来のカウンセリング研究を踏襲す

るのでなく研究のありようも変わってくると思うがど

うか。

（２）金銭授受と専門性について

カウンセリングの一環で、ＣＲやＡＴ（アサーティ

ブトレーニング）などのグループ活動がある。カウン

セリングと異なりＣＲは、「リーダーレス」で「メン

バーはお互いに平等である」（河野貴代美）。しかし、

ＣＲもＡＴも金銭授受がある。ＣＲは、「お互いに批

判はしない」などの規則でもって話し合う。話し合い

に何ゆえ金銭授受があるのか大変疑問であるが、実態

は１０回で２万５千円ぐらいのお金をファシリテーター

に払う。、平等であるなら、たカヽカｔ話し合いでこれだけ

の金額を徴収する理由はないと思うが、とれはフェミ
ニストカウンセラーたちの間でも課題となっているよ

うだ。金銭授受の理由を前村よう子さんは、考えがま
とまらないとした上で、「メンバーとして対等であっ

てもファシリテーターの専門家」として金銭授受が

あってもよいのではないかとしている（日本女ＪＩ生学研

究会『女性学年報』第１４号１９９３）。
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前村さんの言う「専門性」とは、技術や方法論を持っ

ていることと解釈したが、ＣＲにそれはどの専門性が

必要なのだろうか。「フ耳ミニストカウンセラーや

ファシリテーターは誰でもできる」というのが、フェ

ミニストカウンセリングの謳い文句ではなかったのだ

ろうか。もしそれほどの専門性が必要だとしたら、モ

ラルやルールを持った話し合いすらできな１、ゝほど女は

力を奪われているのか、という問題になる。「語り合
いの場・全１０回２万５千円」などというＣＲ・のチラ

シを見て、「安心して自分を語れる場すら「専門家」の

存在を必要とし、また、お金もかかるのか」と、情け

ない思いを抱くのは私だけなのだろうか。

かりに専門性が必要であったとしても、そめ専門性

にＣＲ１回２５００円（１０回で２５０００円）というのが

妥当かどうかという問題もある。カウンセリングも

５０分４０００～８０００円という値段で、個人にとっては

とても高額（人の悩みを聞くことは大変なので十分安

いという声も問くが、それはカウンセラヽ一側の論理で

ある）であるが、高額にすることによって、あたかも

専門性力塙いように思わせるという効果がある。タダ

だと信用はできないが高額であれば「なんだかいいよ

うな感じ」がするという人の心理を利用している。実

際には、その額にあった内容を提供していなかったと
いう利用者の声も聞く。クライエントであった人がカ

ウンセラーになりたがるということの背景には、さま

ざまな理由があるだろうが、手軽にお金が手に入ると

いう理由もあるのではないか。

また、お金を取るということは、お金を持っていな
い女性はその技術や方法を学ぶことができないという

ことになる。女性がフェミニズムの浸透のために金を

取るということは、フェミニズムを商品化しているこ

とである。フェミニズムは解放理論であり：運動である

が、金持ちからその成果を享受することができる思想

なのだろうか。実際、目黒区で女性センター要求運動

を中心的に担ってきたのば、経済的にゆとりのある専

業主婦である。今でこそ女性も、少しずつではあるが

経済的自立ができるようになったけれど、フェミニス

トカウンセリングも、当初は時間もお金もある女性か

ら広がってきたのではないだろうか。少なくともウー
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マンリブはそういう様を呈してはいなかったが、８０けの仕方をまだまだ学んでいないことを痛感させられ

年台フェミニズムカ喰性学として登場し、高学歴の女る。

性を中心に広まり、さらには公民館等の教育行政で専

業主婦を対象に女性の自立を訴えたとき、フェミニス（３）カウンセリングや心理学は救いとなるか
トカウンセリングは経済的自立の需要に応え、る存在と非婚の母である知人が、差別に苦しんでフェミニス

なった。より良質で低廉な商品を求めていた、かつてトカウンセリングに駆け込んだのだけれど、出会った
の消費者であった女性たちが、女性の生き方や解放思カウンセラー；、！１１婚１咽制度の内側で生きている女性だと

想を商品にして、フェミニズム巣界を形成している。知って、なんとなく足が遠のいてしまったという。結

運動や思想を広げる行為が営業活動となっている。局、彼女は非婚の母で作っている自助グループに入っ

（それどころか、フェミニズムに関係のない人も、フェたというのを聞いた。立場が異なるからといって相談

ミニズムをブランドにして営業する事態が増えてきに乗れないとは思わないが、彼女の気持ちはとても良

た。）経済力のない女性からお金を取ることに抵抗をくわかる。

感じるフェミニズムは、行政の中に入り、直接女性かだがｉｉｉｌ’野貴代美さんは、フェミニズムだけでは女性

ら収奪するのでない方法を見つけた。女性センターはは救えない、カウンセリング；力ｆ必要だという。自助グ

そのねらい目となっている。そのｊｉ；１先端がフェミニスループも最近ではカウンセリングがはやりだ。コウカ

ト カ ウ ン セ リ ン グ で あ る 。 ウ ン セ リ ン グ や 交 ｉ ｌ ； ： 分 析 な ど の 勉 強 を し て い る 。 不 思

しかし、今のところ特に問題もなく行政に入り込む議なことにとても夢中になっている人もいれば、冷め
ことができているが、「専門性」を売り物にしてしまた目で見ている私のような人もいる。「経験すればわ

うと、行政の場合問われるのは「資格」になってくる。かる」等と言われても、そういう気にもならない人同

低廉な委託料であれば、さほど問題にはならないかも士で話し合うが、結論は「そんなもので人間は救われ

しれないが、何か問題が起きたときや、委託料力塙くるのか」ということである。また、いちいちそのよう

なった時は、「資格」の問題が浮上してくるだろう。な場笹設定しないと自分をさらけ出すことができない
フｊｘ：、ミニストカウンセリングは、「女性であれば誰でのだろうかということも、疑問である。

もできる」ことを謳い文句にしていたはずだが、カウ「カウンセリングによって救われた」という人が１０

ンセリング業界のシェアが激しくなると、「専門性」年通っているとか、カウンセリングジプシーになって

を前面に出さざるを得なくなる。「専門性」を重視すいるのをみると、ますます疑問に思うのである。

ると足を掬われるということは、今の学校や医療を見フェミニズムは、人問関係を問題にしてい、る思想で

ればわかることだ。その矛盾をどう解決していくのだある。特殊な場を設定しないと、日常の中で自分を語

ろ う か 。 れ な い 社 会 に な っ て い る と し た ら 、 そ の こ と を 問 題 に

私は、女たち力ｔ金儲けをするのはとても良いことだするべきではないだろうか。隣近所の関係ばかりか親

と思っているし、その応援もぜひしたいと思う立場でしい関係においてすら自分をさらけ出せない社会に

ある。だが、抵抗を感じるのは、ＣＲのような話し合なっているならば、その関係を修復していく必要があ
いに金銭授受があってよいのか、運動を広げるためるだろう。しかし、日常の人間関係；Ｓｒ克服するために、

に、あるいは人を救うために高額（いくら力塙額かはＣＲやカウンセリングという手法は果たし’１：：’有効なの

個人差があるが）な費用を女から取ってよいのかといだろうか。ＣＲやカウンセリングは、「特殊な場」を

う 疑 問 が 残 る の で あ る 。 日 常 に 解 放 せ ず 、 「 特 殊 な 場 」 だ け に 押 し 止 ど め よ う

ある高名なフェミニストは一回だけの人権に関するとしているように見える。「特殊な場」を設定してし

講演会に何十万円というお金を請求し、行政の中でもまうことによって、かえって日常が痩せ衰えていかな

撃壁をかっているが、女たちは誰もが納得のいくｌｌｒ儲いかという心配もある。日常を豊かにするための社会

１７



社会ｌｌ床雑誌第５巻第１号（１９９７．４．）-
変革へ！Ｚ：）視座は、持っているのだろうか。

「救われる」ということが、「差別によってＲ乏しこめ

られた女性が、自分に自信を取り戻し、主体的に生き

ることができるということ」であれば、まず抑圧して
いる社会の中の自分の存在を認識し、抑圧の原因が自

分にはないと確信することが必要となる。心理学で

は、抑圧の原因を生育歴や家族に求めることが多い

が、その生育歴や家族ですら、社会との関連の中で語

らなければ原因は見えてこない。「個人的なことは政

治的なことである」というのはそういうことである。
フェミニズムの獲得の中で、それは得られるはずだと

私は思う。

フェミニズムは、教育や啓発では獲得できない。人

から一方的に講義されても、血肉化はされない。では、

カウンセリングによってフェミニズムは獲得できるの

だろうか。人権思想や平等思想ましてや意識変革は、

その人がどのような経験をし、どのような人間関係を

持ち、その経験を社会的文脈の中でどのように認識す

るのかによる。社会的文脈とは、その人を取り巻く文

化、経済、政治、環境、家族などを含めてすべてであ

る。幼児虐待に悩む母親が、自分の行為について母性

欠如の結果ととるか、母性の捕らわれの結果ととるか

は、彼女がどんな情報を得て、どのように選択するの

かによる。フェミニズムは幼児虐待を、ジェンダーの

視点から、母役割を女性に押し付けている社会が原因

であると見るが、それに対し、心理学では、彼女がど

のような母親にどう育てられたか、つまり母と娘の関

係に重点を置く。例えば、自己肯定感が持てない母親

によって育てられたため「良い子」を演じ、その結果

子どもとの良い関係が持てない、などである。「良い

子」を脱ぎ捨て、もっと自分を生きるようにカウンセ

リングでは手助けするのだろうが、母と娘の関係を持

ち出すまでもなく、フェミニズムの視点で十分にスト
レートに、自分を生きることの応援力ｔできるのではな
いか。ましてや、幼児虐待の原因を母親のせいにする

のは、フェミニズムに反する。心理学では、さまざま

な事例を引き合いに出しながら、心の動きを読み解い

ていくが、「それがいったい何なのさ」というのが私

の感想である。人の心は多様であり、カウンセラーに

１８

よる一方的な一つの事參ｌ解釈；６１--般論として歩いてし

まうのは、危険である。多様であるにも係わらず、「そ

れは母と娘の関係性の問題である」などと、人の内面

の問題として簡単に片付けられてしまっては困るの

だ。心理学はいつも、問題を家族や個人に押し付けて、

女に敵対してきたではないか。フェミニストカウンセ

リングでは、そうした心理学の問題をどのように解決

しようとしているのか、見えてこない。

自分の過去をえぐり出しても、問題となっているの

は現在である。いまさら自分の過去を変えることはで

きないが、今を変えるためには、今の自分が置かれて

いる状況を変えるしかないのではないかと思う。過去

にこだわって今の問題が解決している人を見たことが

ないのが、正直なところである。「私は過去を振り返

り、親子関係を見直して問題が解決した」と親切に

言ってくれる人がいるけれど、「思い込みかもしれな
いではないか」と意地悪くいうと、結構みん、な自信が

ないのが実態である。つまり、カウンセリングとは、

「信ずるものはそれで救われる」世界なのではないだ

ろうか。それをもったいぷって、いかにも科学である

かのように振る舞ってお金を取っているところが、宗

教と異なり狭いところなのである。自分の過去を振り

返ることによって、確実に解放へのＩＵＩが見えるよう

になるとは、私は思わないし、どういう人間なのかも

見えてこないカウンセラー相手の、１対１のカウンセ

リングでは、より傷つく恐れがある。心理学のように

憶測が多く不透明で、実証性のない分野に自分を託す
より、社会的文脈で自分を認識するほう；、５哨ｌ実だと思

う。差別抑圧からの解放は、差別や抑圧の社会構造を

解体することで得ることができるのではないか。た

だ、それは非常に地道でゆっくりな動きである。意識

変革は、語ることだけでも聞くことだけでもできな
い。解放への過程でこそ、意識変革をすることができ

る。差別社会に生きている限り、私た’ちは差別意識か

ら解放されることはない。つまり：１１：性差別から解放さ

れるためには、自分を含めた社会がフェミニズムを獲

得することによってしか、解放はないということであ

る。



４おわりに

女性センターに相談室が置かれる意味の一つは、女

性問題解決のため女性同士が問題を共有化し、社会化
できるという期待があることだ。住民は、個室で話さ

れた問題に女性問題の共通項を見いだし、地域の女

性たちの課題とできることを望んでいたと思う。しか

し、行政には、プライバシーの保護という義務が科せ

られており、それを守ることが住民からの信用を得る

ことにもつながる。また一方行政は、住民管理をする

ものである。住民管理とは一線を画して相談室；６ｉ存在

しなければならないとすると、なかなか相談室の開放
は雛しい。個室の中が見えてこないし、プライバシー

を考えると簡単に見えてはいけないと思われるが、で

は、何のために女性センターに相談室を置くのかが不

明になってくる。相談室がもっと開放された空間にな

るためには、１対１のカウンセリングではなく、グ

ループ相談に発展することが、より女性たちの力にな

るような気がしている。しかもカウンセリングという

方法でなく、話し合いで。もちろん、話し合うことに

よって、ぶつかったりすることや、お互いを傷つけ、て

しまうことはあるだろう。でも人間は、そうしながら

成長していくものではないか。お互い（Ｚ）存在を認め合

うことは、誰も確かに苦手ではあるけれど、他人も私

も五十歩百歩と思えば乗り越えられるのではないだろ

うか。お互いの存在を認めるには、「それでいい」と

頷くことだけでなく、「違うのではないか」とぷつけ

あうことも必要だと思う。１対１の閉ざされた空間、

社会臨床雑誌第５巻第１号（‘１９９７．４．）

対等でない関係、憶測による見立てで判断することの

恐ろしさを考えれば、グループ相談はさまざまな意見
の交換ができるし、ひろがりを持てる可能性がある。

ただ、問題は行政の中でそれがどれだけ可能かとい

う点だ。正直なところ私は大変懐疑的になっている。

本来ＮＧＯレベルでやるべきことではないかと思う。

他の相談室も含めて、行政の中で相談室を置いても、

行政に取り込まれるだけだと考えるからである。ま

た、行政の側から見ても、教育現場における差別性の

排除や女性；カｔ働き続けられるための条件整備など、他
にやるべき仕事があるのではないかと思う。

今まで、フェミニストカウンセリングに関心を持っ

ている女性たちに疑問をぶつけても、キチンと応えて

くれる人は少なかった。私の認識不足による誤解もあ

るかもしれないので、ひとりひとりの女性の心をどう

しようとしているのか、研究対象や商売の相手として

女性をとらえるのでなくヽ仲間として；ヽ疑問に応えて
ほしいと思う。今回、疑問を言葉にしてみないかと誘

われて、フェミニストカウンセリングヘの疑問を歯に

衣着せずに書いたが、フェミニストカウンセリングに

未来がまったくないとは思わない。「経験の違い」や

「感性の違い」と言われてしまえば身も蓋もないが、同

じような疑問をもっているフェミニストは少なくない

のだ。疑問を紐解いていくことが、フェミニズムの発

展につながると思う。フェミニストカウンセラーが

フェミニズムに関心を寄せているかぎり、あるいは運

動体がフェミニストカウンセリングを・見放さない限

り、軌道修正しエンパワーしていくだろうと期待して
いる。
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学校コミュニティそのものに食い込むカウンセリング
ースクールカウンセラー活用調査研究委託事業と成長モデルのカウンセリング批判-

中島浩箸（ＹＭＣＡ高等学院）

２０

文部省のカウンセラー導入計画は拡大のー途をた

どっている。１９９５年に始まったスクールカウンセ

ラー活用調査研究委託事業によれば、当初は各都道府

県３校に臨床４；哩士などの専門的カウンセラー竃派遣

し、スクールカウンセラーを誼凱学校に定着させるた

めの準備を行おうということだったのが、９６年度は

各県１０校、全国で５００校と拡大し、９７年度からは

１０００校へと広がるという。
このような動きは、８０年代から強まってきたス

クールカウンセラー導入の流れの１１！１長線上にあるよう

にも見えるし、まったく遼った動きのようにも見え

る。８０年代に入って各地で始まったスクールカウン
セラー養成講座は、あくまで学校内の教職員が対象で

あった。学校外から専門のカウンセラーを呼んできた
のでは、教職員はその専門家に頼ってしまう。少しで

も「問題な子」と感じた生徒はカウンセラーに預けて

しまい、教師は悩むこともなく、普段通りの授業を続

けていく。これでは学校は変化しないのではないか。

それよりも全ての教職員がカウンセリングの素養を身

につけていった方がよい。そこで教職員を対象とした

カウンセリング講座が強化されていく。そういう流れ

が８０年代の動きであったと思う。

しかし１９９５年から始まったスクールカウンセラー

活用調査研究委ＩＨ１事業では、今までとは全く違った流

れがはじまっている。学校の外から専門家をつれてく

るというのである。「不登校」「いじめ」という事象に
は心の専門家でないと対処できないということなのだ

ろう。文部省の富岡審議官は、今までの流れも大事だ

が、「いじめと力澄校拒否の問題が非常に専門的に考

えていかなくてはならないぐらい複雑化し大きくなっ

たきたという状況カ畦まれたので、何らかの対応をし

なくてはいけないことになったのです」（１）と述べてい

る。また、外の風を入れることが今の学校システムに

沓融要なことであるという主張も、盛んになされてい

る。
これに対し、８０年代からの動きにかかわってきた

人からは反発が出てくるのは当然であろう。「文部省

は今までやってきた私たちのやり方を否定しようとい

うのｉ６｀・」「学校のことを知らない人が週、に２、３回やっ
てきても何にもならない」（２）と。

こういった今までとは全く違った傾向と伺時に、こ

の事業には８０年代を引き継ぎ発展させるような流れ

も見られる。学校の諸問題に対応するのはあくまでも

教職員であり、外から招かれたカウンセラーはその教

職員のバックアッブにとどまるべきであるという意見

を述べる人たちの存在である。この人たちは、スクー

ルカウンセラーが前面に出てきて「問題児」の治療に

あたるようなことはすべきではないと述べ、いろいろ

な問題を生徒個人におしつけ、個人の責任を問うよう

なやりかたはやめるべきだとも言う。

この人たちはけっしてマイナーな位置にあるのでは

なく、スクールカウンセラー活用調査研究事業の中心

的な位置を占めているのである。

治療や個人還元の手法としてのカウンセリングを批

判するなど、一見私たちの視点と近い意見をもつ人た

ちがこの事業のｒｔｌ心にあることが、スクールカウンセ

ラー活用ｉｔｌｌｌ査研究事業ｌ；こ対する見方を複雑にさせてい

る。「カウンセラーは生徒を治療しているようにも見

えないし、生徒個人の心理的な問題だけを見ようとし

ているとも思えないのだが」といった意見を述べる教

員も出てきているのだ。
そこで、この事業をめぐる言説を整理し、どのよう

はじめに



な問題があるのかを検討してみようと思う。

Ｉ 二 つ の モ デ ル

スクールカウンセラー活用調査研究委託事業にかか

わっている人たちの言説を見てみると、二つの傾向が

あるように思われる。
一つは、「不登校」などの特定の「問題児」を「適

応」させることを主として行おうとする立場である４．

派遣されたスクールカウンセラーは、教員などでは対

応できない生徒に心の専門家として対応することを主

たる任務とすべきとするものである。これは従来の臨

床心理学におけるオーソドックスな立場ともいえるだ

ろう。

もう一つは、すでに述べたように、カウンセリング

は全ての生徒を対象とすべきであり、生徒と主に対応

するのは教職員であって、スクールカウンセラーはそ

の援助にとどまるべきであるとする立場である。

後者の人たちは自分たちのカウンセリングを開発

的・予防的カウンセリング、あるいは成長モデルのカ

ウンセリングと呼び、前者の「問題児」に対するカウ
ンセリングを治療モデル、あるいは修理モデルのカウ

ンセリングと批判している。従来のカウンセリングは

「不適応児」を治療することを目標としており、その

意味で、生徒の心を修理していくといったイメージで

あったのに対１．、学校の中で行われるカウンセリング

は、特定の生徒のみ；を対象としてはならない以上、全

生徒が健やかに成長していくのを促し（開発的、成長

促進的）、不適応に陥らないように予防していく役割

を担わなければいけないと言うのだ。

このような区分けは、後者の人々にそった分け方で

あって、前者のようなカウンセリングを行っている人

たちにとっては不当なものかもしれない。しかし、こ
の区分けは現在進行中の事業の問題点を明らかにしう

るものと思われるので、この整理の仕方を採用し、考

えていきたい。

また、この二つの傾向は対立しているわけではな
い。どちらかに統一するべく両派があらそっていると

いう状況ではない。スクールカウンセラー活用調査研

社会臨床雑誌第５巻第１ １９９７．４）

究の臨床心理士ガイドラインを見るかぎり、二つのあ

り方を学校の現状にあわせて使い分けていこうとなっ
ているにすぎない。ただ、このガイドラインでは成長

モデルの立場が強く現れているように思われるが３）。

では、この二つの立場とはどのようなものであっ

て、それぞれどのような問題点をもっているのだろう

か。

治療モデルのカウンセリングがどのようなものであ

り、どんな問題点をもつかは既に幾つかの場で指摘し

てきたし、臨床心理学会や社会臨床学会そのものも

様々な形で批判してきている（４）。従ってここでは繰り

返さない。ただ、ごくごく簡単にまとめてしまえば、

次のように言うことができるだろう。ごのモデルのカ

ウンセリングは、生徒の心を「病」あるいは「問題」

なものとして仕立て上げていく方法であり、学校の中
で起こってくる様々な問題の責任を生徒個人に押しつ

けてしまう個人還元の方法にすぎなり、と。

しかし、こういった批判は成長促進モデルのカウン

セリングを主張する人々も行っている。この立場をと

る｜．ＬＩ本和郎は、「コミュニティ心理学」の中で、「社会

の現象も全て心の動きで説明し割り切ってしまおうと

いうのが心理主義である」（５、と指摘し、この心理主義

の危険性を批判している。この派の人々も、様々な問

題を心理の問題にしてしまい、生徒個人の心へと問題

をすり替えてしまうカウンセリングのあり方に疑問を

呈しているのである。

では、成長モデルのカウンセリングには問題がない

のであろうか。治療的な見方を乗り越えるものとして

評価してしまってよいのであろうか。その点について

見ていくのが、この論文の主なねらいである。

既に述べたように、この立場は文部省が行っている

スクールカウンセラー活用ｉｌｌｌｌ査研究委託事業では中心

的な役割を担っている。また、ピア・カウンセリング

などマイナーといわれているカウンセリングを評価

し、その考えを積極的に吸い上げ、マイナーな立場の

人々を引きつけようともしている。さらには、心理

主義、個人還元主義を批判する点では、私たちと近い

視点ももっているのである。それだけに、このような

傾向のカウンセリングが現在のような状況の中でどのー - - - - - - - - 一 一 - - 一 一
２１
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よ・うな流れを作り出しているのかをきちんと見ていか

なければならないし、どのような点に問題があるのか

検討しておく必要があると考える。

ＩＩ成長モデルのカウンセリングとニ心理主義批判

成長モデルの推奨者の一人である山本和郎はかつて

日本臨床心理学会の改革委員会のメンバーであった。

その当時を振り返って、１９７０年代に学会改革委員会

カｑ是起した専門性への問いかけについて山本和郎は次

のように述べている。

①クライエントも専門家も社会体制の中にある。

「それゆえ、専門家としての役割は、社会体制の何ら

かの要請や制約によって規定され、よかれと思ってい

ても、結果的には、クライエントのニーズとずれたこ

とを行っている危険があること」（６）。したがって、専

門家は社会体制の矛盾を意識し、クライエントのニー

ズとずれがないかどうかたえずチェックしていかなけ

ればならない。そう山本和郎は指摘し、改革委員会の

専門性への問いかけを評価している。

②しかし、１’臨床心理学は管理抑圧に加担するもの
である」というのは一面的認識である。社会体制を全

面否定しては何も見えてこない。

⑧杜会的矛盾を少しでも改革しようとするならば、

「われわれ心理臨床家も社会的力を持つ必要がある。

その一つの足がかりが『資格』制度であると考える」

（７）ｏ

④専門性そのものを否定してはならない。しかし専

門性の内実は問朧朧要があるだろう。変えるべきとこ

ろは変え、広げるべきところは広げればよい。

要するに、臨床心理家が専門家として行っているこ

との内実は常に点検していかなけれぱならないが、専

門性そのものを問うてはならないということである。

あるいは、制度の矛盾を改革していく必要はあるが、

制度そのものを疑っては何もはじまらないということ

であろう。

では、臨床心理の内実への問いかけとしてどのよう

なことを提起しているのであろうか。その問いかけは

医学・医療モデル、実験室・心理主義モデルヘの批判

２２

とい・う点によく表れている。

山本和郎は、臨床心理学は精神医療をモデルとして

きただけに医学的発想法に染まっていたとして、従来

のカウンセリングを次のように批判する。

医学的発想法に染まったカウンセリングは「不健康

な側面ばかりを見て、健康な側面を見ない。そして症

状や疾病を見てその人の生活を含め犬二全体像へと目を

向けない」、８｝。臨床心理は疾病を治療することを目的と

した医学を模倣しているだけに、疾病、症状、・不健康

さの発見にのみ関心がいってしまい、それだけで人を

４！リ断する傾向があるというのである。そこには、その

人ｇｙ）健康な部分を成長促進させていくとい・；５視点はな

く、疾病、不健康さを治療するということのみが重大

視されてしまう。その意味で、この発想法に染まった

カウンセリングを修理モデル、治療モデルのカウンセ

リング、ヒ呼ぶにふさわしいと山本は言う。

医学にとって、病原菌を発見し、それを取り除くた

めに専門的な知識を使用する医者が絶対的な権力を

持ってしまうのと同じように、従来のカウンセリング

では、カウンセラーが絶対かのように思われてきた。

そういったあり方から脱却していかなければならない

と山本は指摘している。

さらに、実験室・心理主義モデルからの脱却も求め

られる。

臨床心理学は実験心理学からも大きな影響を受けて
いる。実験心理学が統制された条件の中で考えを構築

していくのと同じように、心理治療もカウンセリング

ルームという密室的空間、統制された空間から出よう

としない。その結果、心を様々な社会現象から切り離

し、全てを心の動きだけで割り切ってしまおうとする

のである。こういっ７ｔニ実験室・心理主義モデルから臨

床心理学は解放されていかなければならない、そう山
；２１こ和郎は主張するのである。

この医学・医療モデル、実験室・心理主義モデルか

らから脱却し犬こｌ臨床４１ヽ 理学力ｉＪＩＳｌ；長促進的カウンセリン

グであり、コミュニティ全体を対象とする心理学であ

るとされる。医療モデル、心理主義モデルに染まった

カウンセリング、すなわち治療モデルのカウンセリン

グが生徒個人の心理のみをクローズアップし、そこに



問題をおしつけるものであるとするならば、Ｊｉ３ｉ；長促進
モデルのカウンセリングは学校コミュニティ全体、あ

る１、ゝは地域コミュニティ全体を問題にする。生徒の心

理は学校システムなど様々な現象の中にある。そう

いったことから心を切り離すことなく、コミュニティ

のあり方そのものを見ていこうというのである。従来

のカウンセリングが個人還元的であったのに対し、成

長促進モデルは学校内の様々な関係を問題にしようと
いうのである。

具体的には、スクールカウンセラーが直接生徒にカ

ウンセリングするよりも、教職員のコンサルタントと

して、生徒が健やかに発達していくためにはどのよう

な人がどのように動いていけぱよいかアドバイスし、

「不登校」の生徒が現れてこないようにするためには

学校コミュニティがどのように改革されていけばよい

か考え、教科教員や養護教員などをコーディネイトし

ていく、そういう役割を果たすべきと山本は考えてい

る。

もちろん生徒個人の心理的問題にもかかわってい

く。生徒が心理的「危機」に直面した時、積極的に介

入すべきとしているのである。予防を重視しているだ

け１こ、危機に陥った生徒にはなるべく早期に介入すべ

きとも指摘されている。ただ、この場合もスクールカ

ウンセラーが直接介入していくというよりも、教職員

の介入を支えるという形で行うのである。

Ⅲ成長モデルの問題点

１ｊ．１；本和郎の識論にそって、成長モデルを主張する立

場をざっと見てみたが、次にその問題点を検討してみ
ようと思う。

まず危機介入の問題点から考えてみたい。やはり、

ＪｉＳｉ；長促進モデルを推奨する近藤邦夫は、治療モデルの

心理療法と危機介入の違いを次のように説明してい

る。

これまでの心理臨床活動が『①問題が発生した後

に、②（問題をかかえた）個人を対象に、③・１１ヽ理臨床

専門家が主たる援助者となって、④その個人が生活す
る場とは離れた場で、⑤゛治療的。介入を行う、とい

うモデルに依拠していた」、９、のに対し、成長モデルの介

、；ｋは、「まず、『介入の場』（④）が、（介入対象となる）

個人が生活する場とは離れた場から、学校という、個

人が生活する場そのものの中に移行する。『介入の対

象』（②）は、問題をかかえた子ども個人から、学校

の教師へ、学級（学級集団）へ、そして学校全体のシ

ステムヘと広がっていく。‥‥一方、子どもの問

題の解決や成長を援助する『介入の担い手』（③）に

は、当然、心理臨床専門家だけでなく、学校教師が重

要な位置を占めるようになる。‥‥『問題が発生

した後の』「治療的介入」という『介入の時期』（①）

と『介入の内容』（⑤）に関して１、ヽえば、問題が発生

する前に、問題の発生を未然に防止するために行われ

る゛予防的、介入や、子どもの自我の力の発達を促す
゛成長促進的。介入等の探索が、われわれのかかえる

新たな課題となるであろう」（１ｏ）。。
ここでも、問題を生徒個人の中に探り、それを治療

するという姿勢ではなく、学校全体を対象とし、問題

がおきないように予防的・成長促進的に介入するとい

う姿勢が強鯛されている。
では、ここでいう問題とは何を指すのだろうか。近

藤は、学校の中のカウンセラーが出会う問題は、主に

教師が持ち込む問題であろうと言う。そうなると、「登

校拒否、場面絨黙、学習障害、自閉的傾向、非行等々、

仰々しい名前のついだ重傷。の問題をかかえた子ど

もに関する相談だけでなく、たとえば、クラスの中で

孤立しがちな子ども、落ちつきのない子ども、クラス

の雰囲気をかき乱す子ども、攻撃的な子ども、勉強の

できない子ども、ウソの多い子ども等々、教師が゛気

になる、子ども、あるいはｊ９１；ｊ§ｉ経営上゛手を焼く。子

どもなどの゛軽傷、の問題を表す子どもに関する相談

が激増するだろう」（１１）と述べている。

近藤ははっきりと規定していないが、ここでいう問

題とは、スクールカウンセラーに教師たちが持ち込む

具体的な問題を指していると見てよいだろう。

だとすると、ＪＩＳｌ；長促進モデルのカウンセリングでも

「不登校」などは問題な状態と捉えているのである。そ
れどころか「登校を渋る子」（１２、「クラスの雰囲気を乱し

がちな子」も問題な子として見ているのだ。もちろん、

２３



近藤は、こういった問題をかかえた子どもたちを問題

児としてみているわけではない。その問題を子ども自

身の責任とみているわけではないし、「問題」の捉え

方も治療モデルとは違っている。「登校を渋っている

子」に対し、「暴君的な担任教師との出会いが原因で

はないか」と々問題、を捉え直すこともある。しかし、

「不：１１５校」や「登校を渋る」状態等々を不適応・問題

ととらえていることにはかわりないのだ。

そもそも、スクールカウンセラー活用ｉｔｌ！１査研究委託

事業の目的として、「児童生徒のいじめや校内暴力等

の問題行動、登校拒否や高・１９９１学校中途退学等の学校不

適応その他生徒指導上の諸課題に対する取組のあり

方」｛１３｝を研究する、という項目；が掲げられているので

ある。不登校や高校中退を不適応・問題として捉える

ことは前提となっているのだ。

心理学の問題を社会的に考えていこうとする立場の

人が次のように言うことがよくある。「不登校などを

生徒個人の問題として考えてはならない。それは病ん

だ学校システム、社会システムが必然的に生み出す病

理なのだ」。

こういう言説は一見生徒；を・理解しているように見え

るが、「不登校」を問題な状態、あるいは病理として

とらえていることにかわりはないのである。

山本和郎も次のように述べている。「社会的および
コミュニティ的介入（個人を指向した介入に対して、

システムを志向した介入）は、社会制度、組織、Ｉ集団

（たとえば、家族、学校）をより健康的なものにする
ために、個人の苦痛を軽滅するための働きかけと同様

に、効果的である。例えば、登校拒否児の発生率の高
いある地域の中学校の：ｌｌ校拒否児一人・・一人に援助する

ことも意味があるが、それよりも、登校拒否児の発生

しない・４：・学校の組織づくりへ・Ｚ）介入こそ本来必要とさ

れ、それができれば効果的である」（１４）。
ここでも「登校拒否」は減少させるべき不適応状態

であり、問題な状態なのだ。「不登校」や「登校を渋

る状態」、あるいは高校中退を、学校の外で生きよう

とするあり方との関係で捉え直そうとする姿勢はそこ

にはない。ともかく減少させた方がよい心理的状態で

あり、学校システムが良くなれば解決できる問題とし

２４

か考えられていないのである。

しかし、「教師の前で、良い生徒として振る舞うこ

と自体が無意味に感じる」と言い、「特に良い教師の

前では本当に疲れる」という生徒もいる。また、「学

校生活の中ではほとんど何も学べなかったが、外の社

会の中で多くのことを学べたように思う」と自らの

「不登校」体験を振り返って語る人もいる。このよう

に教師一生徒の関係そのもの、学校というシステムそ

のものに疑問を感じ、学校の外で自分の生き方を模索

しようとする人も少なか１ミ、ず存在するのである。そう
いった人々を不適応といった心理的問題としてまず捉

え、そういった心的状態に陥る生徒を減少させようと

ともかく努力するという姿勢からは生徒；１ｒｒｉｌｌｉこえかける
゛問題。は何も見えてこないであろう。

そもそも、問題の原因を個人の心の中に探ろうとす

るのではなく、社会のあり方、コミュニティのあり方

の中に探ろうとする見方も個人還元の見方と、同じ陥穿

におちいっているのではないだろうか。

稲：ＩＳ！ｉ雅紀は、「日本の精神医学は同性愛をどのよう

に扱ってきたか」（「社会臨床学会雑誌」２巻２号）と
いう論文の中で、原因をさがすという行為のおかしさ

を次めように分析している。「『同性愛の原因論』は、

同性愛を異性愛からの逸脱とみたうえで、その逸脱の

原因を探る、というベクトルで構成されているもので

す。『なぜ同性愛になるのか』という問いは、本来な

らば「なぜ異性愛になるのか」という問いと同時にと

われるべきなので ’１ｒ．ｊ（１５）。。

精神医学。芒｜｜温床心理学で行われる原因さがしの行為
は、まず何かを逸脱、不適応と捉え、その上で原因さ

がしを行うというベクトルになっているのだ。同性愛

だけの原因をさがすことのおかしさと同じように、不

登校や高校中退を不適応と捉え、その原因をさがすと
いう行為も非常に奇妙なものである。まず何かを逸

脱・不適応などといった問題な状態と捉えなければ原

因さ：がしははじまっていかないのだ。原因を個人の心

理に帰そうと、社会・コミュニティに帰そうと、同じ

陥穿におちいっているのだ。

したがって成長モデルを推奨する人々の理論は以下
のような構図になっていると考える。まず、不登校



や登校を渋る行為、クラスになじめなｘハ状態を「問題」

「不適応」と捉え、その上で、「それは君の責任ではな
い。学校コミュニティのあり方に問題があるのだ」と

いう構図である。そこでは、学校に行かない行為は依

然として問題な行為なのだ。

もちろん「不登校」の人たちの中に苦しみを感じて
いる人は多い。その苦痛からのがれたいと思っている

人も少なくない。しかし、だからといって、その状態

を安易に不適応と捉え、ともかく早く健康な状態に戻

るように、ある１／りま学校に適応できるように介入すれ

ばよいということにはならないのだ。苦しみは、その

人の生き方、感覚、存在のあり方から切り離すことは

できない。苦しんでいる心の状態だけを取り出して、

ともかくそこから脱し、もとにもどれるように環境を

ととのえれぱよい、というふうにはいかないのであ

る。

こういった成畏モデルを主張する人々の問題点は、

専門性をどう捉えるか、社会制度そのものをどう把握

するかという点からきていると思われる。

１．ＬＩ本和郎は、「専門性」という問題について、専門

家の内実に対して問・う£ヽ要はあるが、専門性そのもの

を問うてはならないという立場をとっていた。また、
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そのものへの問いに答えるのではなく、生徒指導のあ

り方を変えることである。また、生き方の問題を考え
ていくのではなく、心の専門家として、あるいは生徒

の「心の通訳者」（１６）としてふるまっていくことなの

だ。心理主義を批判したとしても、心の専門家・通訳

者としての位置を問わない限り、「不登校」「登校を渋
る子」は心理的に問題な子、不適応状態にある子とし

か見えてこないのである。心の専門家に期待されてい

ることは、学４交秩序に生徒；ＳＥ・適応させることであり、

学校という枠の中で「健やかに」心を「発達」させて
いくことなのだから。

雪騒事業を引き受けている滋賀県長浜Ｊ１ンｊヽ学校のイ

ンターネットのホームページにあるように、結局のと

ころ、「不登校児童の早期発見と学校復帰のための方

策、ならびに望ましい学級集団の育成」（１７、をはかるこ
とがスクールカウンセラー導入計画のー一つのねらいで

ある。成長モデルを推奨するカウンセ？-もまたそう
いった役割を果たすべく期待されているのだ。専門家

として期待されている自らの位置を問うてみる姿勢が

ない限り、スクールカウンセラーはそう機能していか

ざるをえないのである。

制度についても、制度の矛盾を改革する必要はあるⅣおわりに

が、制度そのものを問うても何もはじまらないという

立 場 で あ る 。 以 上 、 成 長 モ デ ル を 推 奨 す る 人 た ち の 主 張 を 検 討 す

そのことは、学校が風通しのよい状態になるようにることによって、スクールカウンセラー活用調査研究

改革する７５ｔ、学校そのもののあり方を問おうとする姿委託事業がもっている問題点を見てきた。成長モデル

勢はない、ということにつながっていくし、心理主義のカウンセラーは、心理主義批判、治療第一主義を批

は批判するが、心の専門家というポジションそのもの判する上で私たちの主張と似ている点をもっている。

は疑おうとしないということにつながっていくのであそれだけに管理教育批判の立場の人たちの期待を引き

る 。 寄 せ る 傾 向 を も っ て い る の だ 。 し か し 、 そ こ に は 心 の

既に述べたように、「不登校」などの問題は、学校専門家という立場を問い直そうとする姿勢はなく、学
という制度そのもの、あるいは教育そのもののあり方校・教育のあり方を根本から問い直そうとする視点も
への疑問を含んでいたし、学校化された社会の中でど持ち合わせていない。

う生きていくのかといった生き方、存在の仕方の問題彼らがやろうとしている改革は、従来の生徒指導を

を含んでいたはずである。しかし、そういった根本的変革することである。生徒たちカ９ｙ：校社会；、うヽらｉ急脱す

な問題を考えていこうとする姿勢は１１５ミ；長促進モデルのることなく、学校社会に適応していける力を身につ

カ ウ ン セ ラ ー に は な い 。 け 、 「 健 や か に 」 発 達 し て い く た め の 生 徒 指 導 を 定 着

彼らがやろうとしているのは、学校そのもの、教育させることなのだ。学校コミュニティに食い込むこと一 一 - 一 一 一 一 - 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
２５
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に、よって、そういった生徒指導を定着させようと、成

：ｌ§｜：促進型カウンセラーは考えている。しかし、それら
は文部省が行おうとしている「生きる力」を身につけ

させるための生徒指導となんら変わりはないものであ

り、生涯学；１９１路線の中にきちんと位置づけられたもの
なのである。

成長促進型カウンセリングと生涯学習の関係、ある
いは生涯学１１路線の問題点については他の文章で述べ

ているので、ここで繰り返すことは避けたいと思う

、１８、。ただ、生涯学習や成長促進的教育は、「不登校」な

どの生徒たちが行っている問題提起、学校そのものへ

の問い、生き方をめぐる問いかけに真剣に応えていく

ものではない、という点を指摘しておきたい。自己教

育力、学ぶ意欲、生きる力を育てるといった生涯学習

体制下の初等中等教育の目標を達成させるためには、

心理的、発達的知識が必要とされている。それだけに

心理的見方σ：〉学校制度の中への浸透カ球められている
のだ。その心理ＥＩ三義批判にもかかわらず、成長促進モ

デルのカウンセラーは心理的見方を学校の中に広げる

役割を果たしていくに違いない。私たちはこういった

動きを警戒していきたいと思う。

脚注

（１）「スクールカウンセラーの実際」こころの；ｆ；１・・恥増刊

（大塚義孝編日本評論社１９９６年４月）４頁

（２）同上参照他に大野精一氏や国分康孝氏の『高校教

育展望』や『鍵』誌上での議論を参照

２６

（３）『スクールカウンセラー』ミネルヴァ轡房村山正
治山本和郎、編１９９５年２７６頁

（４）１’学校カウンセリングと心理テストを問う』日本社

会臨床学会編影轡房１９９５年、『心理治療を問

う』日本臨床心理学会編現代轡館１９８５年、『今

なぜ、学校カウンセリングか』子どもの健康を考え

る会編現代轡館１９９５年参照

（５）『コミュニティ心理学』山本和郎東京大学出版会

３ ３ 頁 ・

（６）同上２４頁

（７）同上２４頁

（８）同上２９頁

（９）『スクールカウンセラー』村山正治、山本和郎楊
ミネルヴァ轡房２１頁

（１０）同上２１頁～２２頁

（１１）同上１８頁

（１２）同上１８頁

（１３）同上２７６頁

（１４）「コミュニティ心理学」山本和郎東京大学出版会
３５頁

（１５）『社会ｉＳＭ；床雑誌』第２巻２号３８頁

（１６）『コミュニティ心理学』山本和郎東京大学出版
１３１頁～１３３頁

（１７）滋賀県長浜ニｌｔ；小学校ホームページ『スクールカ
ウンセラーについて』

（１８）『学校カウンセリングと心理テストを問う』日本社

会臨床学会丿闇影轡房１９９５年参照 ’



１ はじめに

義肢装具の社会学的考察（２）
一 不 完 全 な 義 肢 装 具 -

１９９４年６月２０日付けの朝日新葬ｌｉ紙上において、イ

ギリスの２８歳の元体操チャンピオンが、交通事故で

不自由になった足の痛みに耐えられないとして、自ら

列車に足をひかせ、切断する事件があったことが伝え

られた。彼は６年前のオートバイ事故で左足力坏自由

になり、その後歩行機能回復のために２０回の手術を

受けたが回復せず、激しい痛みを伴う後遺症が続いて
いたという。そこで、自宅近くの鉄道のレールに足を

乗せ、列車が来るのを待ち、左足をひざの上から切断

したのである。病院に運ばれた彼は、「これで六年間

の苦しみが終わった。ほっとしている。後悔していな

い。義足をつければ、また走れるようにもなる。」と

語ったという。かつては体操選手であった彼が歩行す
ら不可能であるという、みじめな「すがた」・ｌ）のみ

ならず、肉体的な苦痛まで生じさせる左足に失望し、

それを捨てて自ら新しい足を求めたというのである。

苦しい状況下での苦しい選択によってなされたと読み

取れるその行為は、「義足をつければ、また走れるよ

うにもなる。」という言葉にもあるように、義足への

期待に支えられているのである。すなわち、自分の身

体であっても否定したい不完全な生身にとって代わ

り、痛みをもたらすこともなく思いどおりに動く義肢

装具にである。
この記事に見られる義足の語られ方のように、義肢

は、たとえば足をｉ１１１我して歩行が不可能なときに一時

社会臨床雑誌第５巻第１ （‘１９９７．４．）

渋 谷 典 子

のは、足そのものを「取り戻す」という発想がある点

である。

こうした期待を余計に煽るものに、専門家たちの言

葉がある。現在、！１壹Ｅ１１１勿ｉ・科医として切１１１１；・手術を行う立

場にある門司順一氏は、「足の医学」という論文のな

かで、「足は人問の存在にとって基本的なからだの一

部であることは述べましたが、不幸にしてその機能が

十分に果たせなくなったり、足そのものが損傷してし

まっても、他のからだの一部の場合も同様なことがあ

るように、他の器官の代償によるなど１．て、人間は人

間らしく生きていく方途を見つけてきました。‥・

足首から先の『足』の義足については、現在では、正

常な足機能のかなりの部分の機能が実現されていま

す。足がなくとも走れる磯ｌ足が実現しつつあります。」

（２）と轡いている。門司氏は、義足を単純に、人間の

体のある部分が損傷したときの他の器官による代償作

用一皮膚や骨や肉の移植など「自分の」からだの一

部を使っての代用--と同等なものであるとしている
のである。

しかし実際には、さまざまな意味において、義肢は、

そうした代用と同じであるとは言えない困難がつきま
とうのである。義肢装具があれば「人間らしく」なる

（逆に、義肢装具なしでは「人間らしく」ない）とい

うイメージが反映された、こういった専門家の言葉に

は、義肢装具の問題点についての指摘や考察が欠如し

ているのである。

的に車椅子を利用することと同じように、装着すれば２義肢装具の制度的定義

容易に使えるものと考えられている。あるいはまた、

すぐさまにとは言えずとも、適切なリハビリテーショそもそも義肢装具は、それが専門的に扱われる分野
ンを受けさえすれば、それが比較的容易に叶うと考えではどのように定義されているのであろうか。野間惟

られているのである。ただし決定的に車椅子とは遺う道編『医科学大事典』で「義肢」の項を調べると、「切一 一 一 一 ・ - 一 一
２７
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（室田景久・白井康正・桜井実，１９９１，「図説整１１１１１外科診断治療講座第２０巻
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リハビリテーション』メジ

り義肢が処方され、義肢装具を使用・装着しやすい身

体へと整形手術を施され（４）、さらにそれに続いてリ
ハビリテーションが行われるのは、先天的であれ後天

的であれ、「欠損」自体が何か足りないこと、補われ

るべき「欠如」と考えられているからであろう。後天

的な「不幸な」事態を救済するものだというこめ定義

は、義肢装具が、生まれついての「形態」であっても、

それが「健常」なものでなければ作り替えるという目

的で用いられている事実を隠蔽しているのである。

また二つめに、「形態」と「機能」とが区別され、そ

れらを「復元」することが義肢装具の目的であると語

られる点である。図１～４を参照して頂きたい。義肢

装具の分類の際、とくに義足よりも義手において、「装

飾」という言葉でこうした区別が意識されていると思

図１各義手‘Ｚ）手先具にみる外観１妁特徴
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図２ １１１１動ハンドの種類
１尨動ハンド：ｕｔｉｌｉｔｙｈａｎｄ

ケーブル操作によって手・指が開閉する５指形
の手先具である。作勁する指の部分は、母指
のみのもの、示掬・「↑嘲のもの、ほ指・示指
・１４瘤のもの、／ｊｑｌｌ以外の４指のものの４種
類がある。
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図２．-Ｄ小指以外の４指作動型゛ンド

（図７-Ａ．Ｃは洋村誠志編、日本義肢装具

学会監修（１９８８）『義肢学』医歯薬出版

図ｊ-Ｂ．Ｄは武智秀夫・明石謙（１９９１）

ｒ義肢』医学書院より）
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誉業Ｊｉｌ手先具：ｗｏｒｋａｒｍ
切齢４ｉｔ１６作集１４対応して、農耕・山林・機械工業などの重工業に向
くように製作きれた手先具で作業用作業ｊｌ義手の先に差し込んで使くように製作された手先具で作業用作業用義手の先に蓋し込んで便
用するものである。切断者の要望により工夫改良されることが多い
（渾村１１直志ＳＩ、日本義肢装具学会監修（１９８８）『義肢学』医歯薬出版
及び野間惟道編『爵４学大事典第１０巻』講談社より一部引用）。

図丿作業用手先具各種

⑤
Ｌ
Ｌ 驚双嘴鈎

碁
Ｘ
一

（日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会編（１９８２）１’義肢装具のチェックポインｊ）ト第２版』医学書院ぶり
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より閉じるものとがある。また、形状ぱのように様々である。
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われるが、実際に需要が多いのは、「機能」的に「進チュア」であった機織り、「機械化」した足踏みミシ

歩した」手先が鈎爪のようになった作業用義手や機械ンによる縫製などの、足を用いた作業である。これ

じかけで手先カ１動いたりする能動義手ではなく、手先らは、足を「立つ」「歩く」こと以外に使ってこそ成

が肌色の樹脂やゴムで作られ、「本物」の手に模してり立つものである。この意味で言えば、足も生産して

皮膚の皺・血管・指紋（ときには植毛）等までが細工きたのある。おそらくある種の身体の文明化の過程

された装飾用義手なのであり、全国の義肢装具製作所で、足を「手のように」使うことが、「はしたないこ

において作られる義手の、実に８７．７％にあたるのでと」として禁じられていったのではないだろうか。

ある（５〉。また、これから述べていくように、明らか「五体満足」でなくとも、例えば手を歩くことに用

に「機能」を補い支援するものと思われる義足の場合いたり、足を歩くことではなく食事をするために用い

にも、結局は「健常」な「二本足」の「模写」を目指たり、生産のために口を用いたりすることはできるの

した改良が、「装飾」の範躊を越えて、より「’；・ｌに物」にである。また何かの道具を用いたり、ときに他人の力

近づいたのだと言われているにすぎないのである。を借りたりすることによって、多くの機能を実現する

人々は、「五体満足」な「形態」こそ人間が人問とことは、充分に可能なのである。つまり、「五体満足」

して十分な「機能」をもって生きることができるのだであることや「’健常」な身体ということが、日常生活

という認識を、常に拭いきれずに持っているのであにおいてｒ必要とされる身体「機能」を実現する上での

る。しかしそれは、文化のなかで手の「機能」と足の絶対条件ではないのである。それなのに、自分の身体

「機能」とが恣意的に分化され、「人間らしい」「形態」の残存部の「機能」拡張というやり方だけでは済まさ

として４１１造化されていることによるのである。れず、国家か１モ、義肢装具が勧められる（８）のは何故だ

山田宗睦氏は、「手；心１！降別に人間的な器官となったろうか。
のは、もちろん、二本足で直立したからである。‥・このように考えたとき、制度的な定義で言われると

このような手は、モノをつくり、道具をつくる。‥・ころの「機能」の復元とは、「五体満足」という一級

マニュフアクチャー（手工業）は、この作業機として市民の身体像を基準とする身体の秩序を維持し、再生

の手による製造をさす。・・・工業化の発達が、手の産することに寄与するかたちで、「片端」となった身

発達の再生産過程であったことを、われわれはふしぎ体を義肢装具によって矯正することにすぎないのでは

なこと、そして当然のことと見る目を持ちたい。まさないかと思われるのである。

しく、手が工業社会をつくった」（６）としている。ま「五体満足」でなければ充分な「機能」が満たされ

た、水野祥太郎氏は、「足の機能とそのｌｌｌ練--一佇立ないのだというこれらの認識が強化するものは、『健

と歩行の進歩史からー---』という論文のなかで、「ヒ常」な身体こそが「品位」においても「生産性」にお

トは立つことによってヒトとなったのであり、その特いても価値があるのだという観念であり、「品位」「生

色はもっとも能く足の構造にあらわれている」（７）と産性」という言葉に隠されているのは、「二本の腕」の

している。こうした例に限らず、立位姿勢で二足歩行イデオロギー、そして「二足歩行」のイデオロギーな

を行い、手が自由になったことで初めてさまざまな文のである。だから、義手は作業用義手のような「生産

化を生み出すという「形態」こそが「人間的」である的」な手の「機能」を部分的に実現するものだけでは

という語られ方が、しばしばなされる。済まないのであり、義足の場合にも、単純に移動「機

両氏（Ｚ；）１倫理展開の中ではともかくも、こうした認識能」を追求するだけでは済まないのである。
は、通俗化され、教育や躾けにおいて、口や足を「手ところ皿肢装具の制度的な定義で、義肢装具の必

のように」使うことを、「非人間的」「下品」「野蛮」と要性が「機能」と「形態」という二つのタームによっ

しがちである。だが、これに対して思い浮かべるのはて説明されることによって、実は義肢装具というもの

農作業ぺ：・草鮭などを編むときの作業、「マニュフアク が高度にイデオロギッシュなものだということが、巧
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みに隠蔽されてしまうのである。

すなわち、「形態」を補うという点が差別的だとい

うことに対しては、・、ヽ・・り義肢装具は「機能」を補って
いるのだという説明が可能となる。つまり、二本の手

があり、二本の足で歩くという「五体満足」の状態（「形

態」）を模倣することこそが、自立した人間としての

身体「機能」を実現する道だと言えばいいことになる

のである。また、（義手などの場合のように実のとこ

ろ装飾用が限界であり）（９）「形態」しか補っていない

のが歴然としている場合には、今も続けられている研

究努力により、この先進歩すれば（義足がそうであっ

たように）「形態」だけではなく、「機能」もセットで

実現できるのだすればよいのである。
こうして「機能」と「形態」という二項対立するか

のようなカテゴリーを用い、定義づけることは、その

実、破激装具のニーズを成り立たせているものが、「健

常者」としての振る舞い、「五体満足」な身体の持つ

身ぷりそのものへの固執であるということを見えにく

くしているのである。実際に、「より良い」１１免肢装具

を求める改良の道筋は、『機能』と「形態」というカ

テゴリーに単純に振り分けられる事柄だけを目的とし

て進んでいるわけではないのである。ただ言えること

は、ひたすら「本物（五体満足な身体）」に近づける
べくなされているということである。

３義肢装具の困難

冒頭で触れた、自分で足を切断した青年は、故障し

た左足を「自分のもの」とは思うことができなくなっ

ていたのではないだろうか。新しい「自分の」足を求

めたのも、体操選手であった彼の強籾なはずの左足

は、もはや自分にとって「異物」となっており、なん

とかして「元の」「自分の」足を復元したいという思
いからではなかったのであろうか。

この青年に限らず、切断した手足を補うモノとし

て、義肢に期待を寄せる者は誰しも、新しく生まれ変

わる手足が「以前の」自分（の「すがた」）を「取り

戻して」くれるような、そのような「自分の」手足と

なることを想像するに遼いない。一 一 一 一
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だカｔ義肢は、残念ながらそうした想像のように、失

われたものを装着してすぐに「復元」するものではな

いのである。ましてや、門司氏が述べるような、自分

・７）皮膚などの移才ｉａ手術と同等に考えられるものでは決

してなく、「つくりもの」であミ、義足を「自分の」足

と思うことが出来るようになるまでには、それを阻む

さまざまな困難が待ち構えているのである。

その困難のひとつとして、つくりものである義肢装

具と生身の身体との不適合による苦痛ということがあ

る。たとえば義肢は、切断端と１貌肢とを接続する部分

（切断端を包み込んで覆うような造りなっているので
ソケットと呼ばれる）が、通気性の悪い樹脂でできて

いる。そのため、蒸れの問題はかなり深刻である。誰

もが一度は、指先の傷にビニールテープのついた絆創

膏を貼ってしばらくの間そのままにしておいたとき

に、皮膚がふやけてしまうという経験をしたことがあ

るであろう。そうした経験などを思い起こしてもらえ

ば分かるように、人間の皮膚は寒い冬でも発汗、呼吸

している。だから、義肢や装具を一日中つけていると、

その接合部分は汗びっしょりとなる。当然、夏であれ

ば、その度合いは増すこととなるのである。

重い義肢や装具を身体に固定したり支持したりする
ベルトも、また同様である。装具や一部の義肢は、ベ

ルトなどで体のほかの箇所から固定しなければならな

い。蒸れは、ｉ腕肢装具をつける場所だけに止まらず、

ベルトをつけることとなる身体の他の箇所にも起こっ

ているのである。

更にそこに重最の問題力功ｎわる。義肢装具そのもの

７り１重いということと同時に、とくに筋肉や運動神経に

覆われた手足とは違い、手や足の残存部位にぷら下げ
るかたちで装着することになる場合が多い義肢は、力

学的に考えても、実質的な重さよりも切断部に負荷を

感じさせることとなるのである。
その重みでズレることによって、ある一点だけに負

荷がかかり押さえつけてしまう状態になることが頻繁
に起こるのである。それが毎日着け続けることで借血

してしまったり、ひどい場合には出血してしまったり

する。また、義足などでは、歩くたびに切断端とソケッ
ト；心゛擦れ合ってしまうことになるのである。



それでなくとも蒸れてやわらかく、擦りむけ易く

なっている皮膚は、そうした負荷による圧迫や摩擦の

相乗効果によって、より大きな傷や炎症を起こしてし

まうのである。

また、少し太ってしまったり痩せてしまったりとい

う変化も生じるのが、人間の生身の身体である。だが、

こうした変化が少し生じただけで、切断端と；晩肢装具

の接合部は問題を起こしてしまうのである。合わなく

なった義肢装具は、再びズレや圧迫の問題を生じさせ

てしまうこととなる。それを我慢して使用している

と、その接合部への傷や炎症の元となるだけでなく、

肩、背中、腰など身体の他の部分にも負担がかかって

しまう。短期で治る筋肉痛から、それが昂じて長期に

悩ませられる神経痛を起こすことがあるのである。

したがって、１晩肢装具を使用し続けようとするなら

ば、決し’！：ｒ安価とは言えない修理費用を公的に援助し

てもらうための複雑な法的手続きと作業日数をかけて

でも、修理したり作り直したりしなければならなくな

るのである。

また、使用して１／ゝる義肢装具自体の見た目を気にす

るということもある。それは、義肢装具が「自分の」

手足でなぃことを露呈してしまうような場面に遭遇す

る場合である。そんなとき「欠損」者は、まるで自分

が罪を犯してしまったかのように、周囲の人々の目を

窺わなければならないのである。

結局「欠損」者は、義肢装具を使用していても、「五

体満足」ではないということによって縛られてしまう
のである。

４改良か改悪か

義肢装具に多くの困難があるのは、研究を怠ってき
たからというわけではない。学会も存在し、国家のさ

まざまな施設や研究所、義肢装具製作業者を中心に、

技術研究は盛んに行われている。義肢装具研究者たち

は、「より良１ハ」義肢装具を目指してさまざまな新し
い考案を重ねているのである。

たとえばその試みのーつとして、日本義肢装具学会

第９回大会で発表された「エアークッションソケッ

社会臨１；絢唯誌第５巻第１号（１９９７．４．）
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ト」というものがある（１ｏ）。既に述べたような、義足

などのソケットの部分の蒸れや炎症などの困難を、ソ

ケット内に細工をすることによって回避しようという

ものである。

この発表のなかで、「エアークッションソケット」の
ニーズが、現在すでに登場して・ハる義肢装具製作の技

術的問題にあるとして、次のように指摘されている。

現在の義肢装具製作技術り１）は、過去のものと比べれ

ばはるかに身体と「適合」させることのできる画期的

方式として考えられてはいるものの、本当にそれを実

現するには、あまりにも「適合技術が難易度の高い」

シビアなものであるとｙヽうのである。これは、断端の

形にぴったり合っ犬ｚ義肢装具ができるのだという技術

理論があっても、実際にその技術を使用して上手く人

間の身体に調和したものを製作するのは、やはり難し
いのだという現状を物語っている。

また、もし上手く適合させてぴったりのものを作っ

ても、「その厳密な適合のゆえに切断端の変化（筆者

注：太ったり痩せたりなどの変化）に対してはソック

スを重ねて履くとか場合によっては、再度製作し直さ

なければならないこともある。」とも述べている。

そこで、こうした切断端と義肢装具との接触部分の

問題を、「ソケット後壁に空気袋をセットしエアーを

注入・抽出することで適合調整」し、解決しようとい

う試みが、「エアークッションソケット」なのである。

だが、この臨床結果については、すっきりした解決が

得られたとは報告されてはいない。
これは、ほんの一つの例に過ぎないが、生身の身体

と義肢装具との不具合は、多大な労力や費用がかけら

れているにもかかわらず、・一向に解決していないので

ある。いや解決するどころか、現在の１良肢装具のよう

に、できる限りぴったりと切断部に密着する構造のも

のが処方され、不具合が「適合」度の問題とされるよ

うになって、こうした問題は余計に深刻化しているよ

うなのである（１２）。

ひきつづき義足の例で説明してみたい。この方式の

多くは、切断端（生身の身体）と毅斂装具との接合部
を密着させることによって義足自体を固定している

（図５と図６とを比較参照のこと）。ちょうど、型に入

３３
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鮫着の理論
暴．ゴムボールを筒に入れる
ｂ．舞の劃壁に圧が作用する
ｅ．ボールが抜けようとすると下郎に諭圧が作用する

図５吸着式ソケット

（武智秀夫・明石謙，１９９１，『義肢』医学轡院Ｐ．１６６よ

り引用）

図６差し込み式ソケット

（武智秀夫・明石謙，１９９１，『義肢』医学轡院Ｐ．１６４よ

り引用）

図７義足の装着

３４

図８断端誘導帯

（図７，図８ともに，細田多穂，１９９１，「切断と義肢」

『理学療法ハンドブック第２版』第１９章協同医

書出版社Ｐ．５５３より引用）

竹を扁んで作ったａ足

図９竹鶴義足

（武智秀夫．１９７５，「義肢の歴史（３）」『医学のあゆ
み』第９３巻１０号Ｐ．５５１）



れて作ったプリンを想像してもらえばわかるのだが、

ブリンにあたる切断端が、型にあたるソケット内部

に、全く隙間なく密着していれば、その二つは離れな
いしくみとなっている。

だが、すでに「エアークッションソケット」という

試みの発表のなかで、現在登場している義肢装具製作

技術の問題点として指摘されていたように、どうして
も義足の製作の時点で上手く採型できなかったり、義

足製作時以降に少し体型が変わってしまったり、ある
いは毎日の装着時に上手くいかなかったりなどして、

少ｔ．。１豊気が入ってしまう場合がある。ちょうど型に

入っているブリンを引っ繰り返しにしてお皿に移すと

きのように、少しでも空気が入ってしまうと、切断端

と義足とはぴったりと密着することができず、義足が

外れそうになり（１３）、無理して歩くと、一定の箇所に

負担がかかって傷や炎症を起こしてしまうのである。

では、もしこの方式の義足作りにおいて技術が向上

し、使用途中で空気が入ってしまうなどということが

絶対になくなれば、それでこｃｌ）義足は快適なものとな

るのであろうか。実は、そうとはならないのである。

よく密着していると、今度は皮膚との隙間が全く無い

状態になる。もちろんその状態を目指すのが密着式な

のだが、それは同時にソケット内部の換気される余地

もなくしてしまうこととなるのである。したがって、

密着していればいる分、義足で歩いている間に、汗で

蒸れる度合いはかなり増すのである。使用者は、それ

を我慢じ！こ使用しなくてはならなくなるのである。

密着式・ｚ：〉ｉｌｌｉ足は、理論通りに完璧に密着していない

と苦痛ばかりを与えてしまう。かといって、本当にき

ちんと密着してしまえば、義足のソケットの中の苦痛

が増してしまう義足なのである。それでも、この方式

の義足は、現在においてはより望ましい義足であると

されている。専門家による処方においては、できるか

ぎりこの方式・７）義足が処方されるのである。こうした

義足のどの点が、以前のものより「進化」「発展」（１４）

したとされているのであろうか。

そもそも、こうした密着度を高めることで装着させ

る（つまＩＳｊ吸着させる）ソケットの方式は、次のよう

な「患者の」 と、所有格で語られる一-一困難を解

社会臨床雑誌第５巻第１号（・１９９７．４．）

決するために「改良」努力を進めていった結果、「ど

ちらかというと自然発生的に」（１５、「進化」したとされ
ている。｜’義肢」（武智秀夫・明石謙、１９９１、医学轡院）

では次のように轡かれている。「すでに歴史の項で述
べたが、１１１１着式ソケットは、どちらかというと自然発

生的にできあがったと考えられる。すなわち、断端の

筋に必、要以上の圧迫を与えないために、筋のレリーフ

に従ってソケットを作り装着させると場合によっては

懸吊・７）必要がなく、装着した切断者は義足が軽く感じ

られたり、コントロールしやすく感じたりすることが

わかった。そこで工夫を重ね‥・より緊密にソケッ

トを作るようにしてでき上がったのが、いわゆる吸着

式のソケットである。」（１６）
つまり、こういうわけである。それまでの差し込み

式（とくに、大腿義足の場合には在来式義足と呼ばれ

る）は、その名のとおり断端部をソケットに差し込む

方式であるため、ソケット内に隙間ができる。そのた

め、歩くたびにソケットと切断端とがズレる動きを繰

り返してしまう。それは、義足を使用したほうの「足」

が、ソケットの奥まで入り込んで短くなったり、ずれ

落ちて長くなったりすることから、「ピストン運動」と

呼ばれている。ピストン運動は傷を起こすというだけ
ではなく、「異常歩行を避けることができない」

（Ｐ．１６４）という点で、問題とされているのである。それ
に対処して、よりソケット部分をきつく紐で縛るよう

なものとするか、歩くとき義足のほうの足を挙げたと

きに義足力嘔ちてしまわないように、ズボンのサスペ

ンダーの要領で眉から太いベルト（肩つり帯）をし、

腰からもベルト（腰バンド）をつけて、厳重に懸吊し

なくてはならないのである。

ところが、この密着式（大腿義足の場合、差し込み

式を「在来式義足」と呼ぶのに対して、密着式のもの

を「吸着式義足」と呼ぶ）にしたことによって、ベル

トも必要なくなり、軽くなり、「コンロールしやすく」

（ピストン運動やそれによる「異常歩行を避ける」こ
とができるように）なり、良いことづくめだったとい

うのである。そして、この「進化」は、ひたすら断端
の圧迫という使用者の苦痛解消のために努力した結

果、期せずして「自然発生的に」起こったことであるー - - - 一 一 - - - - - - - - -
３５
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というのである（１７〉。

しかし、考えてみれば、一体この「問題」解決のう

ちのどれが、本当に使用者に恩恵をもたらしたであ

ろうか。

まず、「進化」への契機として、出発点にあったと

される、「圧迫」についてである。ピストン運動が起
こるから、ソケット内に断端を収めるために「必要以

上の圧迫」をされるということは、たしかに窮屈なこ

とであろう。しかし、密着式のものも、すでに説明し

た、その構造から考えればー-ｌ：１瞭然だが、断端をかな

り圧迫してしまっているのである（１８）。

では、期せずして「自然発生的に」起こったとされ

るベルトの不必要化、およｌｌＪ゛軽量に感じられるように

なったということ、「コントロールしやすく」（ビスト

は接合部問題はあまり解決されていないどころか、ま

すます混迷を極めているように見える。

義肢装具使用時に受ける肉体的苦痛は、患者個人の

「困難」とされ、それを助けるべく「改良」してきた

と語られる一方で、「改良」の契機と位置づけられる

断端圧迫の問題はおろか、その他の期せずして解決さ

れたという点についても、実際は未解決だということ

がわかる。むしろ、蒸れという問題が深刻化して、肉

体的苦痛；、りｔ付け加わったというだけなのである（１９）。

けれども確かに、この密着式の義足は、一つだけ、

それがもし理論どおり運用されたならば、解決した

「問題」があった。それは、「異常歩行」の「問題」で

ある。

ン運動やそれによる「異常歩行を避ける」ことができ５解放、救済の迷路

るように）なったという点についてはどうだろうか。

厳重なベルトによる懸吊の必要性について、たしか

にベルトは、使用者にとっては煩わしさと感じられる

であろう。けれども、ベルトがないことも使用者に

とっては、苦痛である。ベルトを使用しない以上は、

義足を落とさないようにするため、ソケットはしっか

りと密着されなければならない。密着度を高めたこと

によって、ソケット内部は、全く換気の出来ないもの

になっている。つまりその汗まみれの蒸れたソケット

のなかに、皮膚の感覚のある切断端を１剛曼して突っ込

み、使用するということだからである。

また、「軽く感じられる」ということについてであ

るが、密着式でベルトをしない場合、これは全く正反

対である。ベルトをしないということは、つまりソ

ケット部分だけで義足を持ち上げるということにな

る。これは、１ｋｇのバーベルを、人さし指と親指でつ

まむのと手で握って持ち上げるのとを比べて考えれば

分かるが、力学的に考えても、より少ない接触によっ
て義足の重さを負担するということであり、当然、よ

り「重く」感じられるのである。゛

どちらかと言えば、肩ベルト、腰バンドなどによる

懸吊の必要のない密着式などに「進化」したことで、
誰肢装Ｊ５１ｒ使用者にとっては苦痛を減らし恩恵をもたら

すこととなったと語られることが多い。だが、実際に

３６

密着式の大腿義足（吸着式義足）は、確かに、ピス

トン運動によるｇｌｌｉ足側の短くなったり長くなったりと

いう動きを解消し、「異常歩行・一一一つまり足を引き

ずって歩くこと 」をしない義足となっているので
ある。だが、これは義肢装具使用者にとっての、恩恵

といえるのであろうか。

たしかに、「異常歩行」で（足を引きずって）歩く

姿にな・Ξ、ｊ晩足は、それへの他人のまなざしによって、

使用者にとっても自分を襄切る義足となるであろう。

しかし、密着度を高め、「正常歩行」--「健常」な

歩きで方一一一により近づけた義足もまた、自分を裏切る

義足なのである。それは、「健常」者の足らしく見え、
つくりものとは思えないものであるにもかかわらず、

しゃがんだり、座ったりなどの他のＥＥ団゛動作によっ
て、つくりものであることが露呈してしまう可能性を

秘めたものだからである。「健常」を装っている「す

がた」においては、それ７５唱１びを見せた瞬間、その義

足はその使用者を裏切ってしまうのである。あるい
は、もし綻びを見せることなく上手く装い続けること

ができたとしても、一歩一歩、歩くごとにいつか義肢

装具であることが露呈するのではないかと、いつも冷

や汗をかきながら付き合わなければならない足なので

ある。その上、その失敗は自分の努力不足によるミス
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であるという意識をもち、「欠損」であること自体が、

自分の罪であるかに感じてしまうのである。そしてま

た、そのときの気詰まりな態度や様子が、自分が義肢

装具を着けていることを周囲に知らしめるのではない

かと、より一層の不安をかきたてるのである。だから、

その義足に現れる論理、「健常」らしくあることに沿っ

て、よりそれらしく努力し続けなくてはならなくなる

のである。

「瀋物」に向けて模倣させようとする意思によって
つくられている贋物は、ある特質について「本物」に

近づけば近づくほど、より一層の「本物」らしさを求

めて、今度は他の特質について、贋物っぽく目につき

はじめるという循環的運命を背負っている。吸着式と

いう方法によってピストン運動を解消し、その点にお

いては「本物」らしくなっ式こ！鹿足は、今度は棒状になっ

た足ではなく、膝の曲がる、さらに足首までも曲がる

足であ盲脳要が生じてくる（２ｏ）。実際、吸着式・７）大腿

義足が処方される場合には、膝の部分も動かないもの

となることはあまりなく、「両大腿切断とか老人など

の特殊な場合にのみ、固定されている」（２１）ものが処

方される方針になっている。ところが、この継手（図

１０参照、そのさまざま・な、種類と構造については表１、

図Ｕ・１～８参照のこと）が、使用者にまた新しい負
゛担を与えているのである。

£と二二；：；。。魯ぁｙ１９タ
♀二二：：：ニ：：：：：。

１●１１１・ｆｙ●追紬す●●み

ブｔ龍翰争を尊翰↑●會凡

・ｅｌ-一回

ｊ包ニニ：：“

●會鳥

図１０骨格構造義足の部品

（武智秀夫・明石謙，１９９１，「義肢」医学書院より）
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単軸膝ブロック継手
-

名 称 構造．機能

奉
勅

車輪諾ヒｙジ素手
ヒンジ継手で．金属製の綸で
綸止め固定即にすること６で
きる．

奉輪膝ブ’ｇ？タ総乎
昧ｙｏ？タを貫通するＳ輪の
降壇Ｓこ下腿の支柱が遭詰して
いるもの

匹 ）
伸展位では国足し，肆を屈曲
すると●は震竃を鮮難でＳる
ｔ，の

安全尊鑓乎
立鼻祖肢屈曲位で体瓜がａ鍔
して１，膠折れを制御である｛，
の

定席露隷謳争
遊碍價のすぺてのＳＩ嗣に一足
の摩擦が簒韓にかかる・，の

可変摩擦謀轍乎
遊認徊の時雨によ・９て謀軸に
かかる摩錐の変化するもの

宮（絢）圧制御Ｓ雄争
空気または廸の流動抵抗を利
用したシ９ｙダで遊興棺糾御
をするもの

多
輪
多輸舘脂手

回転輪が１本以上あ９，昌血
道曇に対応して仮想図転輪が
ａ定できる．隷屈曲位で休虚
を負荷して６●折れしない．
別名圭覆謀

表１膝継手の分類

（武智秀夫・明石謙．１９９１．『義肢』医学轡院より）

図・１‘１-１単軸膝ヒンジ継手

図１１-２
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一
圖
ぼ
門
に

●．前止め皿竃雛ｂ．慎ｌｌ●圃竃鎗

図１１-３固定膝

（図１１-１～１１-３すべて武智秀夫・明石謙，１９９１，「義

肢」医学書院より）

図１１-４固定膝継手（手勁ロック膝）

伸襲レバー

摩腺飼節ねヒ

隷上ブｇッタ

竃 轟

輸駄乎輪

一斗ベルト

誠適用弾性ペルｌ・

遊御祖飼御バンバ
輪仲晨バンバ
下箱廊

-キ用ペル｝材

偏心カム式可変摩燎膝（荷重プレーキも
効くＶＡＲＩＧＡＩＴＶ-１００膝）

図１１-６可変摩擦膝継手の一例

ＯＨＣ空圧式遊脚相制御装置

図 １ １ - ５ 定 摩 擦 膝 継 手 図 １ １ - ７ 空 圧 式 制 御 膝 継 手 の 一 例
一 一 一 一 - 一 一 一 一
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Ａ：ＤＵＰｊ１ＣＯｈｙｄｒａｕｌｌｃｕｎｉｔの原理図
Ｂ：ＵＳＭＣＤｙｎａ-Ｐｌｅｘｕｎｉｔの原理図
Ａ：ピストンＢ：漉路餌節バルグＣ：浮動ピストン
Ｄ：コイルスプリンダＥ：スプリング異節ねじ

図１１４１由圧式制御継手の原理図

（図１１-４～１１-８社団法人日本作業療法士協会編

，１９９３，「義肢・１１裔Ｅ具学リハビリテーション関連機器」

作業療法学全書第９巻作業療法技術論１協同医轡

出版社より）

この膝を曲げて歩くｉＳｉ足は、膝の部分が曲げられる

ように、継手とよばれる部品を・使用している。それは、

膝の曲がらない４！１！義足よりも、かなり重い義足を作る

ことになってしまっているのである。こうしたことか

ら考えて、すでに引用した「義肢」（武智秀夫・明石

謙、１９９１、医学轡院）のなかで、吸着式になったことの

利点として「軽くなった」と轡かれていたのも、実際
とは矛盾しているのである（２２）。また、この「義足の

膝継手は・・・立脚相（１１１Ｅ者注：二本足で歩行する際

の、片足を上げた状態を「遊脚相」と呼ぷのに対して、

地に足をつけた状態をこう呼ぶ）に膝折れを起こしや

すい。。」（２３）という問題も持っている。「この不安定性を
克服するため種々の試みがなされた。・・・」（２４）とは
いうものの、それは今も解決はしていないのである。

だから、この義足の使用には、より難しい技術習得が

必要になってしまうのである。

現在多く処方される密着型の義足に、ベルトがない

ということもまた、こうした「‘本物」らしさの追求と
いう道筋の延長線上に、上手く乗ってしまっているの

社会臨床雑誌第５巻第１号（１９９７．４．）

ではないだろうか。それは、在来ｉｉｔｌ義足が、サスベン

ダーを付けてズボンを「穿く」ようにつける形である

のに対して、密着型の義足は、あるべきところに「ちゃ

んとある」という感覚を与えているであろうと思われ

るからである。ただし、これは外から見ている者がそ

う感じるのであって、使用者にとってそれが苦痛を与
えるものであれば、その苦痛の続くかぎり使用者は、

それを「自分の」身体と感じることはできない異物な

のである。

また、これまで見てきたように義手についても、「良
い義手」への追求は、使用には苦痛なものとなってい

る。片腕の「欠損」者によく使用され、製作される装

飾用義手１４、いまある技術の範囲でどんなに軽くして

も、使用者にとってはまだまだ「重い」と感じられる

ものになっている。これは「本物」の腕のように、関

節が可動式であることが多く、その色を肌色にこだわ

り、手先の皺にこだわり、外側に肉付ける素材のやわ
らかさにこだわって作られていることからくる重さな

のである。

軽い義手を作ろうと思えば、たとえば、ぬいぐるみ
のように作ることもできはずである。そうすれば、使

用するのに楽な義手となるであろう。しかし、そうい

う義手は作られてはいないのである。なぜなら、その

ようにしてあまり軽くしすぎると、人間の腕の「質感」

が失せてしまうからなのである。たとえば、少し風が

吹いただけでも義手が吹き流されてたなびいてしま

い、不意に「不格好な」形を露呈することとなるので

ある。これでは装飾用義手の意味が果たせなくなると

されるのである（２５）。

義肢装具が、生身に対しての異物である以上、人間

の生身の身体に「適合」させていこうとすれば、試行

錯誤の連続となるのは当然のことである。人間は、そ

うした異物をなんとかして人間の身体に則して改良を

加え、馴染みやすいものにしてきた。だが、なぜか義

肢装具に関する限り、その困難は、試行錯誤を繰り返

すうちに、解消していく方向ではなく、ますます増加

していく方向へと向かっているかのようである。そし

て何よりも、義肢装具は、それを使用する者にとって、

「我カ喘」となっているとは言い難いのである。- 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
３９
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６身体化

市川浩は、彼の著書『身の構造』のなかで、「服を

着たり、メガネをかけたり、靴をはいたり・‥。メ
ガネをかけている人は、ほとんどメガネをかけている

ことを意識しません。だからこそ、メガネをかけてい

ながら「メガネはどこへ行った、どこへ行った」と大

騒ぎしたりする。」（２６）として、使用していることさえ

無意識になってしまうほどの、用具の「身体化」の側

面を挙げている。

人間はモノを「身体化」してしまう能力を持ってい

るということは、一定程度確かなことであろう。それ

がどのように行われるのかということについて、市川

は次のように轡いている。「用具は、われわれのから

だの外のものです。だからこそ用具の構造とはたらき

を、人間の身体の構造とはたらきから分離して、自由

に変形し、精錬することができます。もし、自分自身
のからだを変形するのであれば、大した能力はもてな

いにちがいありません。自分から離れた存在だからこ

そ、それを変形し、発展させ、自由にとりかえ、身に

接続したり切り離したりできます。こうしてわれわれ

は、随時用具を身に取り込み、身体化します。」（２７）

しかし、この点において磯ｉ肢装具は、いまだに身体

化される用具ｌこ１；ｉ程遠いのである。これまで見てきて

「歩きやすさ」を提供したとされているのである。こ
の鸚足は、すでにこんなにも困難の増幅してしまった

義肢装具であるのに、それでも「進化した。」義肢装具

であるとされ、武智秀夫の著轡「手足の不自由な人は

どう歩んできたか」（２９）に描かれるように、義肢装具

のよりよいものべの追求こそが、「欠損」者を幸せに

していくことになるとされているのである。

たしかに、現在「良き義足」とされている義足は、

きちんと密着してさえいれば、颯爽と「健常者」のご

とく歩くことができる、「健常」者の社会にとって都

合の「良き」義足である。ソケットの中は他人からは

見えないので、使用者がどんなに苦しんでいようと、

本人がその苦痛を公言しないかぎりは、それは困難の

ない理想的な義足に見えるのである。つまり、ソケッ

ト内部にだけ困難を押し込めることがで或誤足なの

である。

ソケットを直接肌に接触させて使用する本人だけ

が、さまざまな困難や不都合を感じつつも、それを公

言することはできないのである。なぜなら使用者は、

たとえ苦痛によって「自分の」足と思えないと感じて

。も、義足を使用することによって得る「自分の」姿形

が、他者のまなざし・７）下にある以上、すでに、他人に

は「自分の」足であるという振る舞いをするべく努力

し続けなければならなくなっているからなのである。

お判りのように、義肢装具は「障害者」にとっては、７本当の問題

着けていること自体が困難なものなのであり、あくま

でも「健常者」の身体を模範とした形で矯正され、先しかし、わたしは単に義肢装具がいまなお不完全

延ぱしにされた救済へ｜の期１象が延命し続けられるだけで、発展徐トにあることだけを問題化したいわけでは
のものである。義肢装具は、決して「道具」としては、ない。

い ま な お 確 立 し て い な い の で あ る 。 そ う で は な く 、 義 肢 装 具 の 不 完 全 さ と い う 問 題 設 定

だが、すでに何度も引用してきた義肢装具学におけに隠される、より深い問題を指摘したいのである。

るｊ１１１：；吽書的文献のひとつ、『義肢』の別のある箇所にすなわち、なぜ人々はこの不完全な義肢装具をここ

は、次のように述べられている。「近代的な義足の系まで苦労して身に着け、「健常者」の物真似をしなけ

統的発達は正常歩行を再現させることから出発したとれぱならないのかという問いである。
いえよう。つまり、膝継手のない棒義足から膝を振り手足の使い分けは決し・ζ：’ｊ絶対的なものではないので

ながら歩くことを再現しようと試みたのである。」（２８〉ありい晩肢装具の目的が体の一部の「機能」を補完す

そして、こうした「健常者」の足のように動く足を再るための道具にすぎないのであるならば、その形態に

現するこの義足が、義足使用者に「正常歩行」というこだわることはないのである。それにもかかわらず、

４０
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むしろ「形態模写」にこだわるために７１ζ完全な「機能」ある。

に甘んじながらも、不格好に「健常者」の物真似を続

けなければならないのは何故なのであろうか。＜注＞
これまで述べてきた様々な義肢装具着用者の労苦

は、結局は、お粗末であっても「健常者」の姿と身振（１）社会的に形成されたものであるという意味で、

りを再現（「健常者」の猿まね）しようとするための「」をつけて用いた。前回用いた「おもい」という

も の で あ っ た 。 言 葉 と と も に 、 後 の 論 で 改 め て 触 れ る こ と と す る 。

義手であれば、「腕が二本ある」姿を、そして手首（２）門司順-‘（１９９２）「足の医学」「足は何のためにあ

から先は、たとえ機械むき出しであっても「機能」的るか」風人社ｐｐ．８２・８３

な作業用や能動のものではなく、シリコンゴムやラ（３）野間惟道、嘔（１９８２）「医科学大事典」第１０巻講談

テックスで巧妙に細工されたものを必要とするのであ社

る（３ｏ）。また、義足では、ぎこちなく足を引きずりな（４）切断端形成術と呼ぱれ、「更生医療の給付」とし

がら歩くのは醜いとされ、風通しのよいソケットの追て所得税１１１１１ｊｌ延状況に応じて国家による手術費用の一

求よりも、「自然な」脚の振り上げや膝の屈曲を再現部援助が行われている。詳しくは、厚£ｔ１省社会・援

することに力が注がれるのである。そして、より扱い護局更生課監修（１９９２）「体の不自由な人び１＝・７；・福祉」

やすい松葉杖などの歩行補助具や車椅子などの併用でテクノエイド協会発行、中央法規出版Ｐ．２０を参照

は不十分で、あくまでも理想は「自然な」「二足歩行」のこと。

で あ る と さ れ る の で あ る 。 （ ５ ） 中 島 咲 諏 １ ９ ９ ２ ） 「 １ 義 斂 を め ぐる 最 近 の 進 歩 ～ 義 手

いや、それは「自然」なことなのだと、言われるむ～」「総合リハビリテーション」第２０巻１２号

きもあろう。しかし、その「自然な」と感じる感覚こ１、卵２６１・１２６７．これは全国１７１ＳＱ皺製作所の合計

そ、問い返されなければならないのである。によるものである。作業用義手は７．０％、能動義手

その「自然」とは、まさしく自然なのであろうか。は５．３％、皿１手にいたっては、鉄道弘済会の交

本質的自然などはありえないし、ましてや「健常」の付による１件のみでありほとんどＯ％に近い。

概念が本質的自然であるはずはない。むしろ、人体の（６）山田宗睦（１９９０）「手の思想」「手は何のためにあ

「欠損」に対して義肢装具を処方することは、「未開社るか」風人社Ｐ．１２

会」で見られる身体加工や変形の類のような、「自然」（７）水野祥太ＩＳ！ＩＳ（１９８２）「足の機能とその１ミ１１１練一-一佇立

を加工したり、支配したりしようとすること、すなわと歩行の進歩史からー-」「リハビリテーション医

ち人為的「自然」の一つである「健常」な身体へと作学」第１９巻２号Ｉ、ｐ．１０７・１１１

り替えようとすることであり、こうした「自然」は、（８）現在、児薫福祉法、身体障害者福祉法、労働者

文化的自然の一様態にすぎないのではないだろうか。

現に、今日、用いられて１／ヽ・！、義肢装具が、生身の身体

と不適応を起こしていることは明らかなのである。

ではこの不適応がなくなれば、問題はなくなるので

あろうか。いや、たとえテクノロジーの進歩が、この

不適応を解決したとしても、身体にまつわる美醜、「健

常」という価値の相対化は、なされないままであろう。

クローン技術の進歩で、人体の「欠損」による障害と
いう概念が消滅したとしても、そこに到来するのは、

「健常」な身体という文化的恣意性の完全支配なので

災害補償保険法、厚生年金法、各医療保険法により、

医者の処方を経て手続きをすれば、その世帯の所得

状況に応じてほぽ全額の袖助を受けて製作できる。

労働者災害補償保険法、厚生年金法の場合には、自

己負担はない。各医療保険法の場合には、治療用と

認められたもののみ、本人の場合は自己負担なし。

家族の場合には、一般医療費に準じて自己負担す

る。だが自己負担分も、市町村レベルの地方公共団

体から助成されるため、結果的に誰もフ５ｔほぼ全額の

支給となる。-----一一一一一一一一一一
４１
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（９｀）これから進歩するのだと語られるけれども、「装

飾」という言葉が義足には用いられず、義手にのみ

用いられるところに、実のところ今の技術では、所

詮「本物」の「形態」に近づけるべく「機能」も実

現することは不可能、気休めの「飾り物」にすぎな
いのだ、という諦めが感じられる。また、実際、義

肢装具を製作する義肢装具士たちの多くが口を揃え

て、「義手はなかなか発達しないんだよね。装飾用

なんて大昔とさほど変わらないもんね。」と語るの

である。

（１０）財団法人鉄道弘済会東京身障者福祉センター高

原安浩・坂井優之・内山増美・稲垣邦彦、ＪＲ東京総

合リハビリテーション科山崎裕功・高田治美・脇

元章博（１９９３）「新しいエアークッションソケットの

ｌｌ床報告」『日本義肢１１１具学会誌』第９回日本義肢

装具学会大会講演集第９巻特別号（通巻６７号）

ｐｐ．８３・８４．

（１１）ここでは論文中で｜’Ｓｔａｎｄａｒｄなものとして受け
入れられるようになってきた」と述べるＰＴＢ式下

腿義足の製作技術を指している。これらの方式は、

ソケット部分の密着度が高い分、換気；１、ｆほぼ不可

能、また圧迫度が高いため、それに耐えられる断端
でなければ使用できないという欠点がある。詳しい

特徴につ１ハては、武智秀夫・明石謙（１９９１）『義肢』医

学書院ｉ、１口｛；Ｏ-１７５を参照のこと。

（１２）密着型の義肢を処方するにも、切断部位や断端
の皮膚（７）状態などによって使用可能、不可能が生じ
・ており、必ず密着式が使用されるわけではない。だ

が、この方式を処方することが、「欠損」者にとっ

ての利益となり、より望ましいことであるとされて

いることは確かである。詳しくは、古ＪＩＩ宏（１９９３）「義

手」：社団法人日本作業療法士協会編「作業療法全書

第９巻作業療法技術論１義肢装具学、リハビリ
テーション関連機器」協同医書出版社Γψ２７-３１、お

よび武智秀夫（１９９０）「義足」日本整形外科学会・日本

リハビリテーション医学会編１’義肢装具処方マニュ

アル」医学轡院ｐｐ．４１・４３を参照のこと。

（１３）そのときには、バルブと呼ばれるソケットの穴
を塞いでいるところで、空気を抜くことができる。

ｙ１２

だが、これは入った空気の程度によって有効である

場合もあるし、それでは治まらず、もう一度義足を

装着しなおさなければならない場合もある。義足装

着は、椅子など座ることのできる場所がないと、や

りにくいのであるが、街中では、その装着できる場

所を探すのにもー-・苦労となるであろう。また、この
パルプは自動のものと手動のものとがあり、自動の

ものは「よく故障するのが難点である」とされる。

かといって、手動では、いちいち指でバネのついた

ボタンを押さねばならず、それは見た目には、「健

常者」と違った行為となるので、やはり街中など人

前では行い難いことであろう。

（１４）武智秀夫・明石謙（１９９１）『義肢』医学轡院Ｐ．１８１

（１５）前掲書Ｐ．１６６

（１６）前掲轡Ｐ．１６６

（１７）「進化」過程を論じるのに用いられる「自然発生

的」という言葉を使っていることの中には、この変

化後の形--一密着ｊ１１！-----は、そうなるべくしてなっ

た、正当・Ｃｉ：必然性があると主張したいという意図も

含まれているのであろう。

（１８）密着型義足の装着の仕方からも、それがどれほ

どの圧迫であるか理解できるであろう。図７及び図

８を参照しながら読んでいただきたい。「大腿義足

のｔｏｔａｈ：ｏｎｔａ（：ｔｓｕｃｔｉｃ、ｎｓｏ（：ｋｅｔ（筆者注：密着型のよ

うな全面接触ソケット）では実際の断端周経よりソ

ケット周経の値カりｊヽさくなっており・・・ただ差し

込むだけではソケット内に十分ｌこ１祈端を挿入するこ

とは困難である。したがって装着のために特別な方

法が必要とされる。この場合、断端誘導帯を用い断

端をソケット内へ誘導していく方法力ｔ-一般的に行わ

れている。」「ソケットのパルプ孔から断端誘導帯の

末端が出ているソケット内をめぐらせたなかへ断端

を差し込み断端誘導帯の末端を引き出すことによっ

て断端をソケット内へ誘導していく。義足装着初期

においては１枚（７：）ｌｔ斤端誘導帯で正確に断端を誘導し

ていくことは難しいため前後２枚ま７ｔニ１ま各壁ごと４

枚に切った誘導帯を用いて行うことにより、均等に

断端を誘導することも可能となる。また断端誘導帯
の代わりに弾性包帯を用いて断端を誘導していく方



法もある。

（１９）武智秀夫・明石謙（１９９１）『義肢』医学轡院ｐｐ．１５０-
１７５に詳しくまとめられている、それぞれのソケッ

トの長所短所を見比べてみれば、そのことが分かる

であろう。ソケットについて、下腿義足と大ＪＩ退義足

とに分けて轡かれているが、いずれも、旧式とされ

るものが最も換気がよく、「ソケットの内部と外と

の空気を流通させることができるため、ソケット内

部の温度と湿度を他のソケットに比較して低くする

ことができる」（Ｐ．１５４）とされている。また、ここに

は論及されてもいないが、写真として残っている最

も古いとされる義足は、ソケットの部分；が竹龍に

なっているので「竹ＩＳｌｉ義足」と呼ぱれているが、換

気と１／ヽう点では、これは最も優れているのではない

だろうか。これは、木の棒が、残っている足の長さ

に合わせて取り付けてあるだけのｌｉｌ！義足であり、そ

の竹寵ソケットや棒の部分を「肉付け」することも

なく、そのままの状態にしてある。図９参照のこと。

（２０）日本では、その文化的要請から、さらに正座が
できる義足も作られている。

（２１）武智秀夫・明石謙（：１９９１）『義肢』医学轡院Ｐ．１８１

（２２）「すでに歴史の項で述べた」というので、その箇

所を探すと、そこには、「吸着式の」大腿義足の原

型は、１８６７年のバリ万国博覧会で、アメリカから

出品された多くの最先端の義肢の中の一つであり、

それは「膝、足：が動き、ソケットの陰圧で断端に吸

着するようになって」いたとだけ記してあるのであ

る。つまり、ソケットが吸着式となった義足は、同

時に、膝や足首が動くということも求められたので

ある。そのよう鬘慨足は、「装着した切断者１；ｔ義足

が軽く感じられたり」するものではなく、かなり重
１ハ義足になったはずなのである。「吸着式ソケット」

が、使用者の負担を軽減するために、「どちらかと
いうと自然発生的にできあがったと考えられる」と

する彼らの歴史観には、矛盾があることが分かる。

（２３）武智秀夫・明石謙（１９９１）「義肢」医学書院Ｐ．１８１

（２４）前掲書Ｐ．１８１

（２５）専門家による義肢装具に頼らずに、綿などをス
トッキングに詰めるなどして、使用の楽な自家製の

義手を使用している人もいる。たしかに、こうした

軽く作った義手は「本物」らしくはなく、風などに

も容易に吹かれてなびいてしまうものである。’だ

が、こうした義手を用いている人は、それでも良い

と思って使用しているのである。あらかじめ、義手

に対する期待を限定しているからである。つまり、

それくらいの程度の身体の装い方---「健常者」へ
の近づけ方-一一で結構と、承知しているのである。

あるいは、自分の生活様式に照らして、その限られ

た「機能」の範囲で充分と考えているのかもしれな
い。私が出会った人は、上着のほうに綿とストッキ

ングでつくった義手を縫い付けて作っていた。その

１９Ｓ１１手付き上着を、主婦として近所での日常の買い物

をするときに、さっと羽織って出掛けるのである。

ただし、印象深かったのは、それでも手先の部分に

だけは、業者の人から特別に購入した、装飾用義手

につけるための手先をつけてあったということであ

る。だが、それもはじめの頃の自家製義手だけで、

だんだんと工夫された結果、上着を購入する際には

必ずポケットの付いたものを選び、手先はそのポ

ケットに入れているといった格好に、綿の詰まった

腕の手先をボケットに縫い付けるようになってい

た。この義手は、本人にとっては都合のよい義手で

あるけれどもＪ義肢ｌ鳶Ｅ具学においては良い義手とは

されないのである。

（２６）市川浩（１９９３）『身の構；造---・！１１・体論を越えて』講

談社学ｌｐｌ°文庫Ｐ．｛；３（’市川浩（１９８４）『身の構査-一身
・体論を越えて』青土社を底本として刊行）

（２７）前掲轡Ｐ．６２-６３

（２８）武智秀夫・明石謙｛１９５｝：１）『義肢』医学轡院Ｐ．１８１

この文章は、さらに「わが国では膝遊！ｌｔｌ陵足という

ことばがなお用いられているが、今Ｅヨ欧米では膝継

手はふつう固定されてはなく、両大腿切断とか老人

などの特殊な場合にのみ固定されている。」と続く。

欧米を目指して「発達」し、また現在でも、そうし

た意識が強く存在し、アメリカなどで開発された

「最先端の」部品-一一「機能」の押しつけ一一-など

の輸入を多く行っている日本・；・：）義肢装具の状況が、

汲み取れる文章である。日本における義肢装具の歴＿ ＿
４３
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史については、ここで詳しく論を展開する余裕がな
いので、稿を改めて論じることにしたい。

（２９）武智秀夫（１９８１）「手足の不自由な人はどう歩んで
きたか」医歯薬出版

（３０）装飾用義手使用者や業者の中には、バランスを

崩して倒れた時や外的な衝繋を受けた時のクッショ

か１

ンとなるので、着けていたほうがよいのだという意

見もある。しかし、頻度の少ない事態に備えてのも
のとしては、負担が大きすぎると思われる。なにも、

その事態；が起こるまで腕を模写した形の、重量の大

きいクッションを、始終つけている必要はないのだ

からである。



社会臨床シリーズ読書会（２）報告
～第３巻「施設と地域のはざまで」・第４巻『人間・臨床・社会』について～

はじめに

１９９６年１１月３０日（土）に、社会臨床シリーズ読

轡会（２）を、森下文化センターで開きました。しか

三 輪 寿 二 （東京足立病院）

の報告を行いました。ここでは、当日の発題の内容を

幾らか整理しつつ報告し、読轡会で気づかされたこと

を少し付け加えたいと思います。

し、社臨ニュースのお知らせに「江東区文化センター」当日の発顕主旨

と誤って記してしまい、大変ご迷惑をおかけしまし

た。そのせいか、参加者が少し寂しい読書会になって

しまいましたが、中身としては面白いものだったと

思っています。

読書会の構成は第１回と同じで、著者のなかから各

１名、各著作の書評者が１名ずつで、計４名の方々か

ら話題提供があり、それをもとにフロアと話し合うと

いう形式をとりました。第３巻著者陣からは林延哉さ

ん、第；３巻書評者として山尾謙二さん、第４巻著者陣

からは斎藤寛さん、その書評者は簸正夫さんでした。

にの順番で、この報告もまとめてあります）
この報告は、各話題提供者の話については、三輪が

当日のテープを起こしてそれを各話題提供者に校正を

してもらう形を１膨本にしました。そのなかで、林さん

は読轡会後にご自分でまとめたものを届けてくれまし

た。こうした事情から、山尾さん、斎藤さん、腹さん

は話し言葉の感じ（Ｚ）報告になっています。

また、話題提供後の討論のまとめについては、三輪

が主観的に総括しています。そのため、発言の主旨が

ずれているとお叱りをうけるかもしれませんし、大切
な論点を落としている可能性もあると思います。ご意

見、ご批判を遠慮なくお寄せください。

１。第３巻「施設と街のはざまで」が問い直そうとし

た こ と 林 延 哉

「施設と街のはざまで」は、社会臨床シリーズの１

冊として、「障害者」に関する問題をテーマとする本

として企画されました。５人の著者（林延哉、根本俊

雄、平井秀典、戸恒香苗、篠原睦治）の共１１１１執筆によっ

て作られています。

シリーズの１冊として「障害者」のことをテーマに

した本を作ろうということになった時、執筆者の間で

共通の関心として浮か乙芦上がってきたのが、「共に生

きる」・「共生」という言葉でした。最近になって、誰

でもこの言葉を使うようになってきて、以前からこの

言葉を使ってきた人には、ある種の；違和感を感じさせ

始めています。それは、以前ならば決してその人の□

からこの言葉が聞かれるはずがないと思えるような人

からも「共に」という言葉が聞かれる一例えば、行政

がその代表でしょうーというようなことがしばしば見

受けられ始めたからです。しかも、その内容は、以前
に「共に」が描いていたこととは随分異なっているよ

うに思われます。そこで、これを機会に「共に」の来
し方と現在を考えてみたくなったのです。

また、執筆者の一人が「府中テント闘争」に関心を

持っていて、闘争を担った人達の当時と現在をインタ
ビューをｉキ１心に辿ってみたいという話も出され、それ

は当然「共に」の問い直しという関心とも重なって来

るだろうということになり、結局、「府中テント闘争」

の中にいた人達に執筆者達が会って話を聞き、そこで

当 日 、 僕 は 、 執 筆 者 の 一 人 と し て 、 第 ３ 巻 に つ い て も の を 考 え て い く と い う ス タ イ ル に ま と ま り ま し た 。
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一



１９９２年１２月からインタビューにかかりました。イ

ンタビューには、出来るだ１；１・執筆者全員が出向くよう

に考えていたのですが、実際には、自分の担当する報

告の部分のインタピューには最低限出席するというこ

とで行い、全てのインタビューの場面に全てび）ｌｌｓ４尊者

が同席するとはいきませんでした。全６章の構成で、

１章は問題提起と府中テント闘争の経緯、第６章はま

とめで、２章から５章までがインタビューの内容を各

執筆担当者がまとめたものになっています。従って、

執筆にあたっては、執筆者間で話し合い、原稿を読み

合って議論をしてまとめたのですが、にも拘わらず、

話題によっては、執筆者間で意見がかなり違っている

という場合もあります。

さて、肝腎の内容ですが、大枠でいれば、「『共に生

きる』・『共生』とは何であったのか」というテーマと、

より具体的に「施設とは何なのか」というテーマの２
つが基調になっています。「共に」とは何かを探るた

めに施設を考える、ということです。現在、「共に生

きる」・「共生」は、ノーマライゼーションという言葉

に取り込まれつつ存在していて、そこから「共生社会」

みたいな話が言われたりするわけで、そのノーマライ

ゼーションを捉え直す、あるいは、その流れに身をま

かせていいのかを考えたいということでした。

第６章最後のまとめの部分を少し引用してみたいと

思います。

４６

全ての人々が、それぞれに分けられ、隔てら

れ、金銭と商品のシステムによって繋がれてい

る。「障害者」もまた、満足の出来る福祉システ

ムを求めつつある。

しかし、その中にあって、そのシステムとシス

テムによって分断されつつある個々人を貫いて、

「直接的な」関係を生み出し、生き合おうとする
こと、それが、「共生」の意味であり、その意味

を込めて、僕たちは、しばしば「せめぎあう共生」

という言葉を使い続けている。そして、「共生」

は、「今はないけれど、いつかは実現する（べき）

理想的形態」でもないと侠たちは思う。「間接的

な」関係と「直接的な」関係とがクロスし、せめ

ぎあう時と所に、リアルな「共生」は在り続ける

のである。全ての人々が、「生老病死」を生きる

のであり、その時と場に、「老若男女」が隠輸し

合い相互的に生き合う他ないという、現実と理念

を引き受け合っていくことこそ、現在の「共生」

の意味なのであると、僕たちは思っている。

（ｐ．２４１～２４２）

現実に生き暮らす人と人との「直接的な」関係が、

生活を支えるシステムという「間接的な」関係に取り

込まれて分断されていくのが現代であるということ、

「直接的な」関係と「間接的な」関係がぶっかりあう

ところに“せめぎあい̈や「共生」は在り続けている

という内容になっています。

「直接的」関係・「間接的」関係という表現は曖昧な

表現ですが、「施設とは何か」という問いに対して本

書力吟えた回答に関連しています。施股外での関係を
ー「生身の関係」とか「あたりまえの人間関係」とか

いろいろな書き方をしています力ｔ一一様々な複数の関係
-そのひとつひとつは、決して平等であったり民主的

な関係であったりするわけではない一力嘲輪している

その直中に、いわばその結節点として・一人の人はいる

のだろうとした上で、一方の施設では、「管理するー

される」関係に集約される関係のみが存在していて、

それカｔいろいろな形に姿を変えている（多様な関係を

シミュレートしている）にすぎないのではないか、

従ってそれ以外の関係への広がりを阻害していく関係

なのだ、としています。インタビューで出会った、施

設を自分の暮らしの場として捉え返し、そこから自ら
の暮らしを立てていこうとする「障害者」の生き方を

思う時、施股を単なる「器」として考え、そこを差別

的・抑圧的と批判するだけでは済まないだろうという

思いが、施設批判を、そこでの人間関係へと焦点化し

た内容にしています。「施設の本質的な問題のひとつ

は、利用者から多様な人間関係を剥奪し、その代わり

に仮想的な人間関係を与えることで、施設の外との関

係を断ってしまうことである。施設内の利用者が、施

設外との関係を持つ場合には、施設職員というイン

ターフェースがその媒介をすることで、利用者と施設



の外の人々は直接的な関りを持つことがない‥・施

設を出る、ということは、剥奪された人間関係を取り

戻そうとすることだ」（ｐ．２３７）。

拾遺

社会臨床雑誌第５巻第１号｛‘ＩＳ｝９７．４．）一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
の発言を期待したいです）。そうした現状を結果的に

等閑視しているようなところがなきにしもあらずの内

容になっている部分がある、ということには、あらた

めて気づかされ、もっと「普通の」施設の現状を語る

£嘆があることを思わされました。

以 - １ ニ が 当 日 の 発 題 の 大 枠 で す 。 第 ３ 巻 に 対 す る 山 尾 ２ ． 第 ３ 巻 を 読 ん で 山 尾 謙 二

さんの書評、討論の時間における議論の内容などは、

僕の担当部分ではないので触れることは出来ませんこの場で「肩轡き」がないのは僕だけでして、何か

が、ひとつだけ、書いておきたいことがあります。居心地が悪いな、困ったなという感じです。そのこと

それは、当日第３巻に対して出された意見の中にもはともかく、普段は子供問題研究会という所で大酒を

あり、またこの開発覚した茨城や滋賀の福祉関連職場くらって勝手なことをしゃべっているという立場で、

における障害者ｊｉＳＩ待事件などを勘案しても、この第３しらふでこういう所でしゃべらされるのは拷問に近い

巻が、施設の状況を「きれいに」描き過ぎたのではななという感じです。林さんから丁寧なお手紙を頂きま
いか、ということです。本文中に現れる忍田さんと施して、「ざっくりと批判をして頂きたい」と轡いてあっ

設との関わりも、まして、日野療護園という施設も、たんですが、最近は人間が丸くなってきて、ばっさり

決して現在における「標準的な」施設ではなく、日本批判するみたいなことはあまりしなくなりましたけれ

でも数少ない「良い」状況の施設であり、それ・Ｓ；・基準ど…。

にして施設を描いてしまったことは、意図的にそうし僕がしゃべる場合、息子との生活のなかからしゃべ

たのではあったのですが、やはりー定の危険性を孕んるしかないな、と思っていて、あまり親をやっている

で し ま っ た と い う こ と で す 。 と い う 意 識 が な い ん で す が 、 ２ ９ 歳 と ２ ７ 歳 に な る 息 子

執筆者の意図としては、「『理想的』に見える施設でがいます。下の方の息子が生まれたときから「ダウン

さえも、そこには施設をあくまで施設とする何かがあ症」というレッテルを貼られてまして、昔は「ダウン

る、その施設の施設性、施設の「本質」とは何か、を症児の親」というふうに呼ばれていました。最近は、

考えてみたかった」、ということであり、「「理想的」に「脳死・臓器移植」の問題にかかわっているんですが、

見える施設での「障害者」の暮らしに直面した時、そ生命倫理（バイオエシックス）の本などを読んでいる
こが施設である、という理由だけではその場所を批判と、よくこれだけ「ダウン症」を目の敵にして語れる

し否定することができない」と感じた：執筆者の揺らぎものだと、くやしいぐらいにひどい「ダウン症」撲滅

や迷いが第３巻を作り上げている基調のひとつです論が蔓延しています。

が、それはいずれにせよ、かなり「良い」状況の施設この本のなかでも「はじめに」のところで、「神奈

を前提として書かれているのであって、それが、他の川県５０万人調査」のことが紹介されていましたけれ

多くの「劣悪な」、あるいは、「普通の」環境・状況のど、胎児診断の技術とシステムの発展と普及によって
施設にそのまま一般化されてしまう時、単なる施設擁「ダウン症児」などの障害児の出生が激減したという

護の一翼を担ってしまう危険性がある、ということで朝日新聞の報道なんです。胎児診断どころか最近で

す 。 は 、 着 床 前 診 断 （ 受 生 卵 の 遺 伝 子 診 断 ） み た い な こ と

多くの施設は、今もなお、かつての府中療育センが実施段階に入ってきていまして、そういう現実が、

ターと同様の状況を「障害者」に強いています。府中上から強制としておろされてくると同時に、僕たちの

療育センター自体も現在どのような状況なのかは分か側でも、それを積極的に受け入れていく事態が進んで

りません（療育センターの利用者、あるいは職員からいるんじゃないかと思います。「ダウン症は容易なら

４７



ざる存在」とみなさんがおっしゃるけれども、「それ

ほどのことでもないや」と言い続けたいなと思ってい

ます。

他人にしばらくぶりに会うと、よく「どうしていま

すか？」と息子のことを聞かれるんですが、自慢気に

「ブラブラしてますよ」と言うと、よくそんなことを

平気で言えるな、という顔をされるんです。僕は「ブ

ラブラしている」ことを本気で自慢していまして、昔

は定時制高校を出たあとなどは目茶苦茶に就職活動し

ていて、その頃は「失業中です」とか言っていたけど、

今は本当に何もしていないから、「ブラブラしている」

と正直に言うわけです。

生涯学習社会が喧伝されるなかで“生きていること

の意味”とが生活することのイ副直”とか：が強調され

ていて、「ブラブラしている」ということを自慢する

ことは小気味よいことではないかと思っています。も

うひとつは、今日のことと関係してくると思うんです
が、施設には行かない・行かせないということの現実

として「ブラブラしている」ということがあると思う

んです。僕の場合、施設には行かないということの幅

はかなり広くて、乱暴な言い方をすれば、あちら側の

作業所にも行かなければ、こちら側でも作業所はつく
らない、つまり、特別な所を求めるつもりはないとい

うことで、だから、そうすると「ブラブラしている」
ということが現実になるということだと思います。

本のなかで在宅ということに関しても、「障害者の

多くが親の介助で生活している」という表現がありま

したが、僕の感覚としては介助しているという感覚は

さらさらなくて、それは身・ｆ４凍害じゃないからだとい

う言い方があるのかもしれないけれど、ただ一緒に暮
らしているだけなんだという感覚でいます。面倒臭い

こともありますけれど、そんなに大変なことじゃな

い、楽しいことなんだと思っています。

なぜ、施設じゃないかと言うと、これまで学校や教

育委員会と喧嘩をしてきたわけですが、今は入りやす

くなったし、居やすくなってきたけれど、やはり、入っ

ちゃいけない、居ちゃいけない、という圧力はかかり

続けているわけです。そのときに、僕は「親の学校選

択権」とか、「障害児・者の教育権」とかは意識的に

／１８

使わないで喧嘩をしてきたということがあって、「み

んなが一緒に行くのが当たり前なんだ」ということで

やってきたわけだけど、なかなかこれが通用しませ

ん。それで、「将来も施設とか、特別な所に行かせる
つもりはないんだから、それに１；１：ｊ也域の普通学級に通

わせるしかないんだから邪魔をするな」ということで

通してきたことがあって、施設という言葉もかなり幅

広い意味で使ってきたな、と思います。たとえば、就

職についても、職安に行けば、「障害者」用の特別枠

があって、いくらかは便宜が与えられるということが

あるが、それも使うことには僕自身が納得できなく

て、それさえも使わなかったということがあります。

そういう侯の立場から、この本を読むと、言葉にこ

だわっているのかもしれないけれど、「施設らしくな

い施設」という箇所も、そういう面もあるかもしれな

いけれど、やはり、施設は施設だろうとどうしても考

えるところがあります。それで、「’地域か施設かの選

択以前に、その人の生活の場でどういう暮らしができ

ているのかを問題にしていかなくてはならない」と轡

かれているんだけれど、このことにもそもそも納得で

きないで、やばいんじゃないか、と思っています。Ｑ

ＯＬという言葉、つまり生活の質といったことにも
ひっかかってくるんじゃないか、と僕には思えて、や

はり、「場所こそ大切ではないか」と、この本を読ん

で考えています。

それと、僕の読み違いかなとも思っているんですけ

れども、「脱施設」という言葉を、「『施設解体』か『施

設改善』かという二者択一、対立構造をも越えていこ

うという意図で積極的に使っていきたい」と書いて

あって、本の全体的イメージとしては（各執筆者の違
いがありますが）、「脱施股」がひとつの軸になってい

るな、という読み方を僕はしてしまったんです。そう

すると、たとえば、ある人の施設への強烈な反発心と
１／巧言葉があったんですけれど、それと施設にも存在

意義があるという言葉が、「脱施設」という言葉で括

られてしまうのかな、括れきれるのかなと思うところ

があります。登場する藤内さんの言葉なんですけれ

ど、「どこに行くところもなく施設に生活している障

害者に『センターを解体しろ』とは言えなかった」と



いうことは、昔も今も現実としてあるし、そのことを

批判するつもりは少しもありません。しかし、「施設

解体」「施設改革・改善」「施設を生活の場に」という
ことは現実としてありうるだろうけれども、これを

「脱施設」で括ってしまうことはやはりまずいんじゃ

な１、ヽかと思っています。

「施設＝管理の世界」に囚われて偏見をもっている

ということを反省するかのような文章があったんです

けれども、そこは確かに昔とは違うということはある
と思うんです。けれども、先ほど言った「施設らしく

ない施設」というのは、いまのところ施設の全体像に

はなっていないと思っていて、傾向としてハードな管

理がソフトな管理に、見分け易い隔離が見分けにくい

隔離に変わっただけじゃないかと思っています。「か
つては危険視されていた脱施設・反施設的志向は現在

では主流の考えとなりつつある」あるいは「反施設・

脱施設の流れこそが主流になりつつある。地域で暮ら

すということはだれもが当然望んでいることであると

認識され始めた」と言っちゃっていいか、と考えてし

まっています。

具体的には、施設職員の厳しい管理下で何の自由も
ない、地理的には人里離れた入所施設が、「障害者」が

地域で暮らすための施設、いわゆる通所施設みたいな

所に変わりつつある、つまり、形としてはそうなんだ

けれども、本当にそれが主流なのかどうかよくわから

ないということがあります。僕自身の頑固な思いで言

うと、たんに障害の種類・程度に応じて、そのために、

本人あるいは親の意向とか願望を利用しながら、納得

ずくで分けることを新たに強制してきただけのこと

じゃないか、と僕には思えてならないわけです。そこ

はまた、批判していただきたいところでもあります。

本には、「“共に”や“地域”ということが行政サイ

ドから施策としておろされてきている」ということが

各所に書かれているんですが、このことこそ力哩要な
ことで、つまり、施策・政策が上からおろされ、それ

を下から支えていってしまう現実をえぐることが大切

なのではないかと思います。この本を読みながら、現

在の教育の状況と似ているなと思いました。現在の教

育は、個性化・多様化路線で、本人や親の学校選択権

みたいなものを利用しながら、教’ｉＳｒ現場での新たな分

断・隔離を柔らかく進めていく現実があり、施設をめ

ぐる状況とよく似た現実があるように強く思いまし

た。やはり、その施設をめぐる国の政策の意図みたい

なものをきちんと構造的に押さえて批判するというこ

とが、この本には少し不足していたのではないかとい

う感想をもっています。

文章のなかで、「私たちが論じているのは、「反施設」

「施設改善」といった対立ではなく、「施設化社会」す

なわち施設を必要としたり、要望したりする欲望をつ

くりあげている現在の社会のありようを問うていくの

である」と轡かれてあります。社会のありようを問う

ことは、そうだろうな思うのですが、全部を社会体制

や社会構造のせいにばかりするわけにはいかないだろ

うと思っていて、むしろ、僕たち自身の中にある要望

とか欲望を掘り下げていく必要があるだろうと思って

います。

具体的なこととして、新田さんの親の会への呼びか

けのなかで、「親のみなさん、私たちを施設に入れる
ことばかり考えないでください。親のひとたちはすぐ

こう言う。『私たちがいなくなったあと心配だから』

と」というのがあって、これは、僕たちのなかでぱ親

亡き後”と言われているものです。この“親亡き後”

ではくやしい思いをずいぶんさせられてきました。

「山尾さんは強い親だからいいわよ。でも、私たちは、

親が死んだあとどうなるのよ」という言い方で、いつ

もいつも子どもの手を引っ張って（施設へ）逃げられ

ちゃってきたくやしい気持ちがあります。府中療育セ
ンターや多摩更生園をつくってきたことの底流にある

ものは、國の政策を支えていった親たちによる嘆願・

要求運！Ｘ１１１があったわけで、その“親亡き後”の傲慢さ

を深く追求していってくれたら、僕自身は辛くても、

楽しい読轡になったのではないかとも思っています。

「府中テント闘争」については、興味深く読ませて

もらいました。知っているつもりであっても、知らな

かったことも多くあったというのが正直なところで

す。府中療育センターが開設した翌年に、息子が生ま
れていて、そのころからの“福祉ブーム”に勝手なや

り方で逆らってきた思い；が重なってきました。登場す
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る人たちの暮らしぶりや思いと、それを受けとめる各
１１Ｓ咄ｌ者の個性に強くひかれるところがあって、それは

林さん力ｔ謙遜して言った「ブレている」「右往左往し

ている」ということではないと思っています。ただ、
この「府中テント闘争」の「歴史」のなかから「現在」

を探るということが、施設をめぐる現在の全体的な状

況に切りこんでいくのに、的確な方法であったかとい

うことでは、「どうかな？」と思うところはあります。

本のなかでいろいろな表現で「自立」が強調されて
いて、「自立」をあまり手放しで合言葉にしてしまっ

ていいのかと考えています。電動車いすについてふれ

たところで、「自立という名の関係性の分断」という

言葉がありましたが、僕もそれには同感でして、ただ、

「自立という名の関係性の分断」というのは、電動車
・、ヽすに限らないわけで、もう少しここのところで、「自

立」ということへの批判を広げていってくれたらよ

かったなと思っています。この本のなかで使われてい

る“自己実現タ・１４自己決定ｙタｊｌ自己管理”とかの言葉の

持つ内容との関係などももっと探ってみてほしかった

なと思いました。この本は、ノーマライゼーションに

関する本格的な論識につながるだろう、と書かれてい

て、それならなおさら、「自立」「自己決定」といった

ことへの切り込みをきびしくしていかなければいけな

いのではないかなと思っているところがあります。

この本を勝手な読み方で楽しみながら読ませてもっ

らたので、必ずしも僕・７：）感想とはいえない思い込みが

あたっているともいえないかもしれません。この後

は、みなさんのお話を聞かせてもらってと思っていま

すので、よろしくお願いします。

３。第４巻について

ましたので、わりとで気軽に引き受けてしまったんです

けれど、社会臨床ニュースをこの前送って頂いたら、

「第４巻執筆者を代表してこの本全体を紹介する」と
いうようなことが轡かれていまして、これは困ったな

と思い、そういうことは出来ませんと断ろうかとも

思ったのですが、だいたい私は何かを代表するという

ことは向いていないようなとこ・ろもあり、それに、そ

もそも代表するとは何かとか、そういう問題もあると

思うのですが、それはともかくとして、第４巻という
のは、第３巻の作り方とは随分違うと思います。３巻

の方も執筆者によって随分意見が違うと、林さんが言

われましたが、それでも討論しながらつくられている

んですけど、４巻の方は、ｉｌＳＩ嘩者各々違っていて、共

同作業を通じて書いたものではありません。それで、

僕も一執筆者でありますけれども、その立場で４巻の

轡評をしていくような形で、旅さんの書評と突き合わ

せてみたい。そんなふうに考えて、４巻を読んだ感想

をたたき台として話したいと思います。

この本を読んで、３つぐらい大きなテーマがあると

思いました。

ひとつめは、一番狭いテーマで、この学会の発足に

あたり、臨床心理学会のときから引き続いて問題にさ

れているような４たとえば、カウンセリング的な関係

をどう考えるか、というようなテーマです。かつて、

ｌ臨床心理学会でまとめた『心理治療を問う』という本

の書評を、やはりこういう会で話したことがあるんで

すが、そのときにも、専門家からを病んでいる素人を

治療するという関係は随分奇妙でおかしな関係で、あ

ミＨ限定された特定の時間空間のなかで方法的に相手と

深い人格的な関わりを持っのだけれど、その時間が終

斎藤寛（八千代国際大学）わったら引き摺ったりしていてはいけない、そういう

奇妙な関係の取り方というのはいったい何なのだろう

斎藤です。僕は千葉県の八千代国際大学というとこ

ろで仕事をしています。教職課程を担当していて、

よき教師を育てる仕事をしています。。などと言い出

すと舌がもつれてきてしまいそうなのですが、公教育

批判というテーマに関心を持っていて、公教育研究会

という会を何人かでほそぽそと続けています。

今回、第４巻について、何か喋ってほしいと頼まれ

５０

ということを言った覚えがあります。その問題はその

まま持ち越されて来ている、と感じます。

この第４巻では、最初の山下さんが轡かれた章にそ

の話が出てきて、専門性とか非日常的場面ということ

が問題なのだと言われる。あるいは、栗原彬さんと篠

原睦治さんの対談のなかの栗原さんの「（心の病とい
われることも）関係の集積なのに、心理というのはそ



れを邪魔するのではないか」というくだりが引かれて

います。栗原さんの発言の全体については山下さんは

なお曖昧であるという批評を載せているんですけれ

ど、このくだりについては僕はなるほどそうだなと思

えるところがあって、相変わらず、そこをどう批判し

て、どう変えていくのかがテーマなのだろうと思いま

した。ただ、僕自身は、亡哩学を学んでそういう仕事に

就こうと思ったことはないので、外からみての感想と
いうことになるかもしれません。野本さんカ嗜かれて

いる章で言えば、カウンセリングというかケースワー

クの話、たとえばバイスティックの７つの原則という

ものについて批判的に轡かれているくだりがありま

す。バイスティック風に考えれば、「受容する」とい

うことがキーワードになると思うんですけど、それに
ついて批判的に沓かれている野本さんの問題意識は、

やはりこのテーマに通じていくのだろうと思います。

この件に関してあと２つぐらい、こういうことはど

うだろうと思うことがあるんですが、ひとつは山下さ
んが轡かれている所の最後のところなんですけど、カ

ウンセリング的な治療関係を批判していった末にも最

後には狭義の臨床ということは存在するのではないか
ということを考えてみたいというくだりがあって、そ

こは僕が読んだ限りではやはり歯切れが悪いという印

象を受けました。実は、先日大学の３年生のゼミで山

下さんの文章を一緒に読んだんですけれど、やはりこ

このところが、学生が初めてこういうものを読んで違

和感が集中的に出てきたところで、何か友逮とか家族

とかがそばにいてヘルブできるようなことであればそ

れでいいんだろうが、それでは済まないというような

場合があるから専門家がいるのではないか、そういう

ことはどうなのかという質問が必ず出されると思うん

です。たとえば、教育という話でいえば、教師という

のは教える専門家であって、「教える一教えられる」と
いう関係を批判すると言いながらも、私は一切教えな

いという言い方はできないだろう、ただ、教えるとい

うことをめぐって、何をどう教えるか、教えることの
中身こそが大事だというような、教師たちの教育研究

集会みたいな問題の取り上げ方をしていくというのは
やはり違うだろうな、と思うんです。このあたりのこ
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とを山下さんがどう考えているのか、もう少し伺いた
いなと思いました。

もうひとつは、野本さんが書かれている章で言う

と、９６年４月に野本さんが水戸で話をされたときに

も僕は引っ掛かって質問した覚えがあるんですけれ

ど、野本さんの文章の最後の方で、ソーシャルケース

ワークというものにかなり期待を託して述べられてい

るような感があります。リッチモンドという方のソー

シャルケースワーク論というのは、バイスティックの

７原則のような狭いケースワークの関係ではなくて、

社会運動に発展していく様相があると言われているん
だけれども、侠はリッチモンドについては紹介のテキ

ストぐらいしか見ていないんですが、僕の印象でいう

と、一対一の関係ではないんだけれども、やはり集団

を相手にしてワーカーがオルガナイズして立ち振る

舞っていく技術というか方法というふうに思えてくる
んです。ワーカー中心からクライエント中心にと言わ

れたりするんですけれども、それはたとえば良心的な

教師が「子どもから学ぶ」と言うときの危うさと通じ

るものがあるような気もしますし、クライエントに日

記を轡いてもらうというようなことにしても、やはり

日記を沓いてもらう関係というのは¬緒に何かを解決

していく関係とは少し違うんじゃないか。この辺のと

ころが、たとえば、山下さんの言われていたそれでも

残る問題としての狭義（７）臨床というものをソーシャル

ケースワーク的に広げていけば、だんだん問題が乗り

越えられていく展望が見えてくるということになるの

かどうか、侠にもよくわからないところですが、たぶ

んこの辺でひとつのテーマがあると思うんです。

いわゆる社会福祉の方法をめぐる識論で言うと、

ケースワークからグループワークヘ、さらにソーシャ

ルワークからソーシャルアクションヘという発展段階

力ｉ想定されたり、ピアカウンセリングというような少

し新しい形のものも紹介され、実践されたりして、ピ

アカウンセリングなんていうのはわざわざカウンセリ

ングなんて言うからカウンセリングになっちゃうん

じゃないか、と侠にはそんなふうにも思えます。この

あたりのことをどう考えていけばよいのか。オルガナ

イズするということは、どうしても残るのだろうか。一 一 一 一 一 一 一 一 -
５１
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そんなことにひっかかりました。以上が大きなテーマ

のひとつめです。

ふたつめに、私は『高齢化社会の反教育学』という

章を轡いたんですけれども、いわゆる高齢化社会問題

ではあるんですが、僕が問題にしたかったのは、これ

は第３巻の話と関わってくるところがあると思うんで

すけれど、施設収容に対して在宅を重視するという政

策のトレンドがあって、それに対して、たとえば厚生

省の政策も在宅福祉を重視するという方向に変わっ

てきた、とりあえず何がなんでも施設に収容するより

はよい方向にきたんじゃないかと１／ゝ・？Ｍ坪価でいいのか

という疑問があって、そこがどうもうまく書けなかっ

たと思うんですけれど、第３巻の方で、山尾さんが出

された疑問とはちょっと受けとり方が違うのかなと

思ったんですが、「施設化社会」に対して「脱施設」と
いう言い方が示されていて、なるほどこういうふうに

把えたらいいのかなと思えたんです。どういうことか

というと、「施設化社会」というのは、「孝校化社会」

ということも含めて、あるひとつのベクトルなんだと

思うんです。考えてみれば、学校というのも「教育施

設」であって、一定年齢の子どもから青年までを収容

する社会全体にはりめぐらされたすごい施設だとも言

えると思うんです。そこで、その施設が提供する施設

の論理にのっとった教育サービスをそのまま要求して

いくのと、そうではなくて、たとえば、健常児と呼ば

れる子は普通学級に分けられて、障害児と呼ばれる子

はそれぞれの場に分けられているようなことが「施設

化」の方向だとすれば、学校という施設のなかに子ど

もも教師もいるんだけれどその中で施設の論理とは違

うものをイメージしたり要求したりしていくのが「脱
施設」というベクトルなのではないか、というふうに

思えました。逆に言うと、街でというか在宅で暮らし

ているといっても、そこにも一方的な「介護するーさ

れる」という関係があるなら、これはやはり施設じゃ

ないか、山尾さんの「ブラブラ暮らしています」とい

うのはそうじゃないんだという意味を込めて言われた

と思うんですが、そんなふうに、施設の外の街に暮ら

しているなかでも「施設化」のベクトルは働いている

んだろう、つまりそういうベクトルの問題が大事なの

５２

ではないかと思ったわけです。ここは多分違った意見

の方がいらっしゃると思うので、意見を聞かせてほし

いところです。

第５章の小沢さん、６ｔ轡かれている「「若者世代」の

心意識』の話でいうと、８０年あたりの学生の意識の

なかでは、自分とか自分たちの関係というものがあっ

て、それに対して管理社会が侵入してくる、侵害して

くるという把え方があったけど、いまそうした手応え

を感じられる関係そのものが喪失しているのではない

か、そしてそこでの心の問題というのは専門家に委ね

て解釈してほしかったり治してほしかったりするの

だ、と。とすれば、それもまた「施設化」を要求する

関係のなかでの暮らしなのではないか。施設の外に

あっても「施設化」というベクトルで考えると、こう

した問題がいくらでもあるというふうに思えてきま

す。小沢さん力噪後に、臨床的な幻想からやはり逃げ

られない日常へ戻っていってほしいというふうに呼び

掛けておられますが、その逃げられない日常へ戻って
いくということが「脱施設」という方向への呼哨卦け

ということに通じるのではないかと感じました。
・もうひとつは第。３巻で林さんが最後に書かれていた

なかで、「共生」「ともに生きる」という、括弧つきの

直接的な関係が言われたときに、いわゆる「施設化」
ということだけが問題になるのではなく、サービス、

たとえば介護というサービスが商品化されて、交換可

能な無人称的な関係、介護を要求する人・一般と介護を

職とする人-・般といった関係になってくること力咽題

なのだと言われているのですが、そうするとこれは

サービスまでが商品になってくるような商品関係、商

品社会、あるいはそれは市民社会と言ってもいいんだ

けれど、そういうことが問題にされてゆくんだろうな

と思いました。そういうふうに考えてくると、商品関

係力岐配している社会のｌ＝｜＝１゛！？私たち全ての人たちが分

断されているのだろうという言い方にもなってくると

思います。それに対して直接的な関係だとか、あるい
は、野本さん力ｔ体験を通して書かれている具体的な経

験、直接的な経験というのも、野本さん自身が生活相

談員とかケースワーカーとかの肩轡きを持ちながら、

脱施設化という方向で動いてこられたというふうにも
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受け取れるわけです。

それは僕のｉｅ；齢化社会の議論のなかでちょっと触れ

た問題でいうと、いわゆるノーマライゼーションとは

何かという問いにかかわるだろう。デンマークのよう

なノーマライゼーションが誕生した社会でいえば、商

品社会・市民社会ということは大前提にした上で、個

人が自由に生きていくためにいかにして必要なサービ

スを提供していくのかということだったんだろうと思

います。それに対して、日本で言われてきた「ともに

生きる」とか「共生」とか、いま「共生」というのは

流行言葉になっちゃったんだけど、この問題の文脈上

でのそもそもの「共生」というのは、ノーマライゼー

ションと重なる部分もあるようでいて、やはり違うと

いうのは、そこのところなんじゃないかと思うんで

す。市民社会を前提にしてそのなかで個人がよりよく

生きていくのがノーマライゼーションだとすると、何

かそれとは遼うんだよというのが「共生」という言葉

にはあったんではないかというふうに思います。

第４巻のなかで、井上さんが書かれているのは情報

資本主義批判なんですけれど、そこではあらゆること
が商品化されることで人間性が喪失されているとか、

心までも商品化されているとか、そういうことが批判

されています。市民社会・商品関係というものを当然
の前提として、そこからノーマライゼーションを考え

るというスタンスに立つと、井上さんの批判が何を意

味するのかがわからなくなるのではないか。ちょっと

図式的な言い方ですが、そういうふうになってくると

思います。

以上が大きな３つのテーマのふたつめです。つま

り、ひとつめが一番狭いカウンセリング関係の問題

で、ふたつめが「施設収容」、ノーマライゼーション

に関わる問題です。

三つめは、社会臨床学会とか社会臨床学とか社会臨

床とかいう言葉に関わる問題で、これは第４巻の各章
・７：）ｉ執筆者間で見解が相当に食い追っていまして、第１

章の山下さんは狭い意味での臨床を問題にされて、臨

床という言葉にこだわりつつもそこから一歩離れると
いうことが大切かもしれないという書かれ方をしてい

るんですけれども、第２章の野本さんの社会臨床論序

説では、「臨床する」ということをかなりポジティブ
に考えようとされています。私の沓いた４章では、社

会臨床という言葉についてはとりあえず判断停止で、

臨床というタームには何も触れていないというような

ことなんですけど、初めてこの本を読まれた方は、こ

のバラバラさはー一体何なのだと思われるのではないか

と思います。

僕の勝手な印象で言えば、ここが大切なテーマだろ

うと思うのは、社会臨床という新しい知のありかたと
いったものを、いままでのものに対して対置していく

ということではないのだろう、ということです。たと

えば、山下さんが害いているなかで中村雄二郎さんの

言う臨床の知というのが批判されているんですけれ

ど、この中村説は大江健三郎の「新しい人よ眼ざめよ」

のなかでも援用されていて、僕も１０年１１１ど前に大江

批判を轡いたことがあるんですが、近代的な知のあり

かたに対して、そうではないもの、たとえばバリ島で

感じたられた世界笹対置していくというようなやり方

で、そこに希望があるかのように言うというのは遼う

んじゃないか、と思うんです。山下さんは、中村さん

の話は結局近代の知に組み込んでしまったんだと批判

されているんですけれど、そもそも、対置すればいい

んだという発想が近代的なんじゃないかという気がし

ています。５章で小沢さんが、カウンターカルチャー

が商品世界に取り込まれてゆくということを言われて
いますが、あるいはそれも対置ということだったのか

も知れない、と思います。

むしろ、いままでのものに何かを対置する以前に、

いままでのものを徹底的に批判しつくすという課題

が、理論の話として言えば、あるのではないか。山下

さんの章で言えば、生越さんの識論に言及されなが
・ら、現象学的な方法では問題が生まれてくる構造とい

うものが見えないのではないかということが言われて
いるくだりがあります（第４巻Ｐ．２４）。こういうとこ

ろにもっとからみついていくべきテーマがあるのでは

ないかと改めて思いました。これは侠自身思い当たる
ことがあって、かつて『現代の教＝１１ｒ理論』（社会評論

社）という共同執筆で書いた本のなかで、伊藤和弘さ

んが、現象学的な考え方に拠りながらｉ！ｉ：代科学に対し

５３
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て、！ｌｉ・体性め世界を対置して、我々は繰り返し身体性の

世界に還っていかなければならないという；ｉｉ代丿糾学批

判を轡いた論文があるのですが、それに対して、そこ

ではやはり構造が見えてこないのではないか、こうい
・う批判の仕方では限界があるのではないかということ

を僕は公教育研究会のミニコミに轡いたことがありま

す。残念ながら伊藤さんから反論を頂けないまま６～

７年過ぎているんですけれども、そういうテーマがひ

とつがあるのではないかと思います。

それから、３章の井上さんの書かれた情報資本主義

批判議論についてですが、井上さんの資本主義批判の
１１；｛点には、本当の人間というか人間性というか、そう

いうものがあって、それは商品貨幣関係にのらないと

いうか、毒されない、そういう本当の人間性があるの

だということを、どこかで対置しようとしている批判

なのかな…、という印象を受けるところがありまし

た。実は最近この学会を通して井上さんと知り合いに

なって、いろいろ文章を送っていただいたりしている

んですが、最近彼が羞ＩＦ６心についての研究をやってい

て、たとえば障害者であることカ愕６ずかしいというの

が羞恥の最初の段階だとすると、そういうことを恥ず

かしいと思うこと自体が恥ずかしいというの力塙い段

階だとか、何かそういう識論をされるんだけれど、井
上さんの考えの中には何か人間というのは本来はすご

く善いものなんだというふうに言いたがるニュアンス

があるように感じる部分と、いや、人間は高尚なもの

ではない、敢えて不確実なものに直面する、あるいは

情報資本主義の動きに対して迷ったり悩んだりしてい

る人間を見下したり笑い飛ばしたりしてはならない、

そういうことが大事だと言われているところがあっ

て、井上さんのなかにも複数のスタンスがあるように

感じました。

たとえば、水俣病の患者さんがチッソの偉いさんに

「毒の入った水を飲め」と迫るシーンで、怨念とか意

地とかがある意味’！：‘大事なんだと井上さんは言われて
いますが、夕鶴のつうのような存在であればそれでも

相手を許す、あるいはひたすらかなしむ、というよう

なことになりそうなんだけれども、井上さんはそう

じゃないと言っている。そう言いながら彼は夕鶴の話

５ノ１

にすごく魅かれていて、そこではつうというのは悪の

ひとかけらもないような存在として設定されているわ

けですが、つうに魅かれてゆく井上さんとそうではな
い井上さんと、ちょっと違う井上さんがこの３章の中

に同居しているように感じたところがあります。３章

の終わりの方での“臨床の知は高尚ではない細部に宿

る”という小見出しのくだりで、マルクスの『経済学

ノート』の、“人間的本質”論が引かれているのです

が、このマルクスのテキスＨこは、やはりどこか高尚

な“人間的本？１１１”カ１想定されているように読めちゃう

んですよね６人間の尊厳、品位、まるごと信じるとい

うのが愛の本質なんだ、貨幣でかけがえのないものを

買うことはできない…というようなところから資本

主義を批判していく観点というのは、ちょっと待て

よ、と僕は言いたくなるところがあって、井上さんが

善い人だというのはよくわかるのですが、善い人が善
い人のまま社会科学をやっていくとちょっと世界がせ

まくなってしまうのかな、などとアマノジャクふうに

言うとそんなことも感じました。

本来の人間といったものを善きものとして対置す

る、そうした議論を真に受けてすぐ実践に移すという

ことは我々はまずしないと思いますが、極端にわかり

やすく仮定すれば、商品貨幣関係という悪に満ちた汚

れた関係を呪って、全くそうではない関係や社会をつ

くろう、それこそが「共生関係」であり「共生社会」

であると考えるとすると、市民社会と縁を絶ってユー

トピア的世界をある場所につくってそこに共生的な関

係を求めていくような方向へ行くだろう。しかし、そ

ういったことを「共生」と言うのではなかっただろう、

と思います。つまり、対置するということはやはり違

う、と思います。理論を考えていく上でもそうだし、

実際のいまの話で言うと、直接的な関係とかあたりま

えの関係のイメージなんですけど、商品貨幣関係を前

提にしないような全く別の関係こそカ休当の関係だと
いうのは、そうではないだろう、と思います。逆に、

たとえば社会福祉協識会・てｙ；福祉士の専門職化のプレー

ンをやった中西洋さんという経済学者は、商品貨幣関

係はこれほど世界を広げたのだから、善か悪かと問わ

れれば善としか言いようがない、というふうに言う。



つまり、このあたりは実にいろいろな意見があり得る

わけで、およそ単純に善とか悪とか言ってすむ問題で

はないんだろうと思います。

最近、岩ｉ皮新書で見田宗介さんの「現代社会の理論」

が出て、学生と読書会を始めているところですが、商

品貨幣関係の廃棄を前提にしないで、現在の資本制が

外部に対してかかえている問題を変えていける可能性

がある、ということを見田さんは言っています。ただ、

「可能性」があるということと実際その「可能性」の

水路にいかに水を通わせていくのかということとは別
のことだし、「可能性」があるという方向でものを見

ようとするところまでは僕もわかるのですが、その

「可能性」の先に、「共生」というテーマのもとに見据

えようとしてきたものがあったはずだし、今後もそう

だろうと思っています。

最後に、第６章『＜少年＞という装置』の武田さん
の映画についての話は、ここに轡かれていることをど

う思うかということについて話をする準備が全くなく
て申し訳ありません。ただ、私の轡いた４章で、老人

問題をテーマにした映画を批判したくだりがチラッと

ありました、それについて、羽田澄子さんの映画はあ
んなふうに批判するべきものではない、カメラは「介

護する」側にばかり寄りそってはいない、とひとに言

われたことがあって、ああそうなのかなあ‥と思っ

たのですが、そのままになっています。

第４巻を読んで、私なりの感想をたたき台として３
つ出させて頂きました。以上です。

４。第４巻を読んで
簸光夫（千葉明徳女子短１１月大学）

私がここに出ることになったときから、まともに轡

評をやらないだろうということは想定されていただろ

うと思います。いま、斎藤さんが大変丁寧にやって頂
いたのでそれで十分かなと思います。ですから、私の

勝手な視点から話をさせていただきたいと思います。

こういうときは、学会の外部の人間が学会を批判す

るという形が一番いいのではないかと思いますが、私

自身は一応学会員で、時間が許す限り学習会にも出席
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したいと思っています。そして、この学会に関心と期

待をもってこれまで参加してきました。期待している

学会なのに、はっきり言って面白くない本でした。そ

のことについて、歯切れが悪いなど、３巻の著者の人

たち自身で把えていましたし、４巻については一貫性

がないと著者から出ているわけですから、買って読ん

だ人たちはもっとつまらないんじゃないかと思うわけ

です。私自身が社会臨床学会に何を期待するのか、ど

んな立場でこの学会に臨んでいるか、ということを話

しながら、なぜつまらなかったのかを、自己紹介を含

めて述べていきたいと思います。

山下さんが最初の章で社会臨床に関する３つの視点

があると言っています。そこを踏まえた章立てにして

いけば、もう少し面白くなったのではないかと思いま

す。そして、また、カウンセリング学習会の最後のと

きに山下さんが提起された問題ｌこ対する学会の対応に

非常に不満を持っていることと重なります。学会が次

のステップを踏む段階にあったと思えたのですが、わ

ざとそれを避けたのか、私にはわからないのです。少

なくとも、機会を逸してしまったと思っています。そ
のあたりも含め、私自身の考えを話していきたいと思

います。

まず、個人的なことですが、ここに書いてあるよう

に（当日配布されだ鮮料：編集者注）私は、幼稚園の

先生、保母さんを育てる短大の教員をやっていまし

て、この５年ほどは、この学校をどうするかという立

場で毎日仕事をしています。そうなると、学生が一学

年約１００名しかいない学校をどうやって経済的に成

り立たせていくかということは大変なことで、現状の
なかでどう切り開いていくかを考えている毎日です。

小さな学校の中にも、内容の豊かな教育実践をしたい

と教育改革に取り組んでいるところです。そのなか

で、まず私が取り組んだこととして、入試改革をやり

ました。「自己申告」という形で、高校生（受験生）に

私はこういう生活をしていましたということを提出さ

せて、それ４：・評価するということです。高校の教員が

手を入れるのにそれをまともに読むのかと、教員から

猛反対をされました。別に珊されてもいいじゃないか

というのが私の主張です。それから、高校の成績・評

５５
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定値を外しました。これは高校の教員からものすごい

反対をされましたが、私は評価が４なのか３なのかは

あまり意味がないと判断しました。それから、「遊び
の表現的活動」ということで、面接には制服ではなく

自分らしい軽装で来てもらっています。この遊びの表

現的活動では、１０人ぐらいのグループをつくり、そ
のグループで課題を与えて何かをさせるのですが、こ

れは両方から批判されました。基準が曖昧だというこ

とです。私は人間を評価すミ、基準などないだろう、２

年間一緒にやれるかどうかを見るだけだと考えていま

す。

こうした方法で何年かやってきてｊｙ・年偶然大きな

発見をしたんですけど、課題を与えて遊園地をやりな

さいとしたら、受験に来ている高校３年生が父親や母

親と遊園超１へ行ったという表現をドタバタドタバタと

して、フーフー言って、終わった後感想を聞くと「楽
しかった」とか「よく表現できた」という答えが返っ

てくるんです。そして、「受験に来て友達ができた」と

感想を述べています。それがいまの高校生の姿だとい

うことがよく見えたんです。それから、もうひとつ、

別の日に、１０人のグループと教員が丸になって座り、
こちらと話し合う時間を持たせたんです。グループで

自分たちのやったことを教員と話しあ・ハができるとい

う形をとることで、「入試する側-される側」という

関係が完全になくなり、そして、一人ひとり力りＩＥ常に

よく見えるようになったということがあります。

次は、公開授業を年に７～８回やりまして、私は全

部見てもらったほうがよいと思います。公開するとい

うことは、我々が選ぶのではなく選ばれるのだという

ことです。

そうした入試以外のこととしては、カリキュラムの

改革を強硬に進めてきています。教科の統合化とその

構造化ということです。そのひとつの軸に、体験から

学ぶということがあります。統合化というのはここの

学会で問われている専門性をどう組み替えるかという
ことと同じだと思います。専任の教員が自分の担当教

科に関して、学生（７：）評価を受けつつ担当している授業

内容を同じテーブルに乗せていくところまで進めてい

ます。なぜ、こんなところまでやるかと言うと、小沢

５６

さんの章でも触れられていましたが、学生たちの育ち

と成長について、学生たち力呻ごく育ちにくい状況に
いて、それは彼らのせいではなくて彼らを育てない社

会状況があるからです。そうすると、学校で専門の教

科を教える我々の専門性とは何なのかが問われてくる

わけです。私語が多かったり、少し難しい話をすると

学生たちが聞けないという状況です。それを私たちが

どう関係を変えて学生たちの育ちをどう支えたり、一

緒に育ち合うかが、いま求められているだろうと思い

ます。「社会臨床」が、その辺をどう把えているか、関

心を持っています。そういう意味で言うと、４巻は「人

間・臨床・学校」ということですので、高等教育でそ

こをきちんと示していかないと、学会で批判している

カウンセリングというものを解決できないと思いま

す。

先ほど４巻を面白くないと話しましたが、資料のな
かに私が関心を魅かれたものを引き抜いて並べてみま

した。一番上にある『開かれた微笑み』を欝いた石川

さんはこの学会の通信にも何度か載せているようです

が、この石川さんの「治療的幻想」のなかで水頭症の

たくちゃんによって医師としての価値観を変えさせら

れた、子どもとその家族との出会いで彼は考えさせら

れたというのですが、こういうものが学会員のなかか

ら問題提起されているというのが私のひとつの受け止

め方です。ですから、このプリントはカウンセリング

学習会に出た富田さんが私どもとカウンセリングの学

習会をやるときに、冒頭に私の挨拶に、カウンセリン
グというのはこういうふうに考えていると、富田さん

がやる前に配っているという具合です。

それから、もう一人浜田さんもこの学会のメンバー
だと思うんですが、このなかでいじめの共同性という

ところで、田村一二さんが猫をいじめているという話

で、私自身もこれをずっとやってきたわけで、猫がズ

ブズブと沈んでいく姿を横で見ているという子ども時

代のこと力呼どもをいじめている共同性につながって
いく。そして、それ力噪後のところで非常に貧しい価

値観であり、その貧しい価値観カ呼どもたちを支配し

ていることは大変なことだと言っている。

また、佐伯さんとは教育学の立場から、ＹＯＵ的関係



ということを言っていて、これは他者関係がきっちり

できていないのでそれ；を学校教育の中できっちりつく

ることなんだと言われています。その辺に関わって、

汐見さんはもっとそれ以前に自己感力哨っていないと

言われています。子どもが母親に育てられる、または

幼児期に自己感；が育たない、または、佐伯さんカ町ＯＵ

的関係をつくることが学ぶことなんだと言われるとき

に、学生台頭皿語をするかが説明できると思うんで

す。つまり私語をしている意識がないんです。教員と
いるときに自分たちが喋っていても話は聞いていると

言うんですね、そうすると自分たちで喋っているのが

他者関係、相手との関係の中で自分がどういう位置に
いて、どうするかということがない、このように考え

ると、学生たちの私語を説明できるわけです。そうい

うことがそのまま蔵丿児期に自己感が育たないという状

況が９０年代ではっきり言われている、そして１８、１９

歳で高等教育を受けている子に、佐伯さんが言うよう

なＹＯＵ的関係をきちんとつくることなんだと言う。

すると、学校って何だろうな、親って、育ちって何だ

ろうなということになってしまう。

そういうなかで、汐見さんは教科間のｊｌｉ？：合性という

ことを言っていると思います。そういうところで、い

ま学校がやらなければならないことは、私が言・う教科

の統合化であったり、汐見さんの教科間のｊｌｉ§；合性とい

うことに整理できるんだろうなと思います。

その辺で、本当に学校ということが問われてきてい

るし、私どもが問われている。現に、自分の息子が中

学３年生で、黒のセーターはだめで紺のセーターじゃ

ないといけないと言われ、その説明を求めても誰も答

えられないというようないい加滅ななかで苦しみなが

ら生活している。その一方で、私が実践から学。昿視点

で最近出会った人たちの４つだけ例を挙げました。

「マミー愛」のは、帯広で助産婦をしている人で、自

己感のないお母さんが本当に子どもを見てかわいいと

思える笑顔が出るまでボランティアで２４時ＩＵＩ営業で

支えています。口こみで十勝管内まで広がって尋ねて

くるという状態でした。それから「しえもあ」は、板

橋区の中村地区を中心として、元保母さんの佐々木さ
んと三上さんが中心となってやっているのですが、保
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育をやっている大変なお母さんたちの子育て支援をや
ろうということで、個人で立ち上げたものが、３０代、

４０代のお母さんとの接触のなかで、子育てではなく

て家庭支援なんだという気づかされながら、老人介護

を含めた家庭支援組織をつくっていくんですね。この

方たちも３年前から活動して、初めは自分たちで５００

枚のチラシを配るところから出発して、現在はワー

カー１００人、対象の世帯が２００世帯、そして１時間

１０００円で、１万時間を越えるような活動をしていま

す。ワーカーを養成しながら、ワーカーというのは支

援しながら次は支援される、というお互いの関係をっ

くっていく輪が広がっているひとつの実践です。

もうひとつは石川さんという、最近新聞に出てくる

有名な方ですけれども、日野、立川、国分寺あたりで

自力で事務所をつくりながら、老人ケアセンター、そ

れも彼女のやり方はシルバープログラムのソフトを開

発しながら徹底した技術を身につけたコーディネー

ターを養成し’！：７組織化する、そしてワーカーは５００人

を越えています。看護婦さん６０人ぐらいで１３人の

コーディネーターで支えながら、在宅サービス、家事

サービスで２００件以上、在宅介護サービスで１万件近
い実績を持っている。

「ルツの家」というのは、もう少し早くから活動し

たもので、１９８６年に埼玉県本庄市で普通の主婦の方

が、子育てを終わって夜間の短大を出てから、福祉関

係に関心をもって施設の障害者を自分の家に預かると
いうことからスタートするんですね。自分の家や近所

の家を一軒一軒借りでグループホームを増やしていき

ながら生活をしていくんですが、初めはものすごい取

り組みをするんです。たとえば施設のなかでは身の置

き場のない暴れん坊だったり、措置がしにくい人を預

かって、一対一で闘いながらやっていき、その軸に

なっているのが一緒に仕事をすることで、すごい労働

をしているんです。その労働というのは、さぅきの施

設の話（第３巻）のよう１こ鍛練させられるのではなく
て、一緒に外に稼ぎに行くんですね。たとえば、洗濯

工場でパートのおばさんたちがやっている場所に、そ

のグループのメンバーでー緒に働きにいって生産性を

上げていくんです。そしてパートさんを追い出し、自-
５７
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分たちの職場を確保していくわけです。そう１／’ぃう実践

をしていくなかで蓄積していくわけです。仕事が終

わった後で、緊張がとれるとボタンを掛け違えていた

り、チャックがはずれたままになっていたりするよう
なメンバーたちがそういった実践をしている。住む場

所もいわゆる集合的な収容施設という形ではなく、隣

接するようないくつもの一軒家をまとめてグルーブ

ホームとして厚生省に認めさせてゆくんですね。つま

り、現在の社会制度に対して自分たちで踏み込んでい

き、行政を巻き込んで補助金を引き出して、新しいも

のを作ってゆくという取り組みです。

吉沢さんや石川さんと会っていると、３６５日、２４時

間休んだことがない、それを当然のこととして言われ

るわけです。そいうなかで見えてくることが、支え合

う、育ち合う、あるいは佐伯さんカ哨うＹＯＵ的関係

がそこには作られているように思えます。そこで、い

ま問題となっている専門性とは一体何なんだろうとい

うことになってくるわけです。

第４巻に話を戻しますと、通信のなかにも社会臨床

という言葉力嘔分出てきますけれども、臨床心理から

社会臨床へということはもうこれで終わっていいん

じゃないか、何で臨床心理士ということにそれほどこ

だわるのか、僕は非常に気になっているわけで、もっ

各々の場で生活しているなかでいろいろな関係や取り

組みが行われているわけで、それをどういう視点で蓄

積していくか、そういうことが現在必要とされている

のではないかと思うわけです。先ほど、私はこの本が
つまらなかったという横柄な言い方をしましたけれど

も、この学会はもっとその辺を踏み込んでいいのでは

ないかと期待しています。

それと関係して、カウンセリング学習会の山下さん

の提起を整理できないまま終わっていること力匂ト常に

不満です。カウンセリングとか専門家とか「する側-

される側」とかいうことにこだわって引きづり続け

て、山下さんの提案をきちんと受け止められなかった

と思います。山下さんの提起からあの学習会をきちん

と整理することで、臨床心理から社会臨床に移れたと

思うのです。その辺を曖昧にして機会を逸したと思う

し、逆に、そうした方向へ動くことに、ちょっと待て
よということでみんなで集まってじっくり話し合って

いけるような学会のありかたの出発点になったのでは

ないか、というふうに私は期待しています。

。その辺の期待と不満が４巻にそのまま出てきている

のではないかということを私の問題提起とさせていた

だき、話を終わりたいと思います。

と新しいものに踏み出した方がＸ、Ｍハんじゃないかと思５．討論～３つのテーマをめぐって～

います。山下さんの総括で十分なのではないか、そし

てもっと新しい、野本さんが言うような新しい実践を

ひとつずつつくってゆくということがひとつです。

野本さんがＩＦいた序説でも、私たちが生活し実践し

ているなかでそれを蓄積していくことに目を向けてい

るということが大事なことだろうと思います。先ほ

ど、斎藤さんが詳しく説明してくれたように、情報社

会や消費社会に我々はどっぷり漬っているわけです。
いま潰っている状況と１０年、２０年前の状況をはかる

ことはできるけれども、いまの若い子たちは生まれた

ときからの状況だからはかれないでいるわけです。小

沢さんが言うように、７０年代の若者と９０年代の若者

が違うというのは当たり前のことで、それではどうす

るのかということになってくるわけです。社会臨床の

対象を考えていくとき、子どもも少年も青年も老人も

５８

討論のまとめは、冒頭で述べたように、僕力『会を

しながら感じたことや読轡会の後テ・-｀ブ起こしをしな

がら考えたことを、テーマ別に、かなり主観的にまと

めました。僕の理解不足、無理な解釈、ニュアンスの

違いなどいろいろな問題があるだろうと思います。フ
ロアから意見を下さった方、そして発題者の方々から

のご指摘、ご批判をお寄せいただければと思っていま

す。

ａ。施設改善・施設解体そして脱施設をめぐって

討論では、「施設改善・改革」と「施設解体」、そし
て「脱施設」をめぐっての識論がひとつの話題となり

ました。「脱施設」という言葉は、「あたりまえの人間

関係」に支えられた「あたりまえの生活」という志向



性をもとにして、「障害」者が多様な人間関係のなか
で生きていく生活をイメージしているように思えま

す。

府中テント闘争に関わり、３巻の本づくりに協力し
てくれた伊藤さんは、討論のなかで、「自分たちは「よ

りよい施設」や『モデル施設』をつくるためにやって

きたわけではなく、施設的な暮らしからどう転換・脱

却していくか、施設労働的な障害者との介護・援助関

係をどうやって転換できるか、それを施設の現場から

スタートを切るということを基本目標としてやってき

た。七£１Ξ福祉園の改革にしても、施設の改革の限界は

１０年以上の仕事のなかでいやというほど感じていて、

本のなかの全体的な印象としても療護園の看板をおろ

すみたいな夢想的な識論では語り切れない問題があ

る。新田さんたち・が新たな施設づくりに反対を突き付゛

けたことは当然のことで、そこに違和感は全くない」
と語り、「脱施設」について、「「反施設」や「脱施設」

は主流になっていないと思う。政策的には、ノーマラ

イゼイションを掲げながら、施設増設プランが進んで

いる…最近行なった実態調査によれば、現在の施設

の内情は２５年前の府中療育センターと同じ問題を抱

え続けている」と指摘しています。
つまり、施設の現実は以前とほとんど変わっていな

いこと、そして今後変わっていくことも覚つかない印

象があること、そのなかでどう考えていくのかが問わ

れているのだということです。この議論は、林さんが

話ｊｌｉ提供の拾遺のところで、３巻の反省のひとつとし

て語っていることにつながっていると思います。
一方、「脱施設」という言葉が出てくる背景のなか

には、３ｉｇｌｌ執筆者のひとりである根本さんがフロアか

ら「施設のなかの労働も施設外での労働もどこかで同

じ問題を克服していかねばならない共通の根があると

思う」と語る事態から伺えるように、わずかであって
；もｊ也域のなかで「障害」者が暮らしていく状況が見え

始めたことがあると思います。そうした状況のなかで

は、施設の中の関係性だけではなく、施設という場を

越えた地域での関係性を問う視点７り１必要になってくる

わけです。

伊藤さんは、そうした現状に対して、「障害」者の

社会臨床雑誌第５巻第１号（１９９７

人権保障を核として、今後の展望を話しています。「施

設という場のなかで誰かの生活があってそこをどうす

るか四苦ハ苦しているだけのことで、すっきりした方

向性を出そうとしてきたわけでもない…施設に入っ

ているひとは無力化させられている。その無力化から

どう解放していく関係をっくるかが問われている」と

語り、施設に入っている方々自身が施設の問題性を語

りだせないでいる状況を問題にしつつ、「施設にでき

ること、できないことを明確にして、利用者と施設が

契約関係に入っていく。そして、権利保障のためのオ
ンブズマン制度をつくり、外部による監視体制を強化

し密室性をなくしていく。それは、たとえば、地域で

のヘルパーとの関係なども含めて、：地域を含めた権利

保障のシステムづくり力哩ヽ要と考えている」。
このあたりは、「人権」思想や「自己決定」の背後

にある思想を考えることの問題にもつながっていくと

ころだろ。うと思います。そして、「脱施設」のイメー

ジの核にある“多様な人間関係の保障”という考え方

が、それらの問題とどう重なりあっていくのかを問う

ことも必要となっていくでしょう。そこには、「現場」

のなかでの状況や視ａと「社臨」の視点とがどう較楯

しあっていくのか、ということとも関係しているよう

に思えます。

ｂ。社会臨床学会をめぐって

武田さんは４巻・７：〉ｉ１１喘１者のひとりですが、フロアか

ら「初めのころ、社臨雑誌の映画欄を担当したが、学

会誌に映画評があっていいのかなとか、社会臨床学会

に合うような映画評があるのかなとか気にしてきた。

４巻に執筆したときも苦労した。でも、意昧があると

すれば、力を抜くということがあったのかもしれな
い。何か居心地；が悪い気もするが、それでもなお、社

臨という場に自分かいるということが、社臨の魅力か

もしれない」と語っています。社臨が「社会臨床」と
いう言葉に関心がある人ならば誰でも入会できると規

定したとき、学歴や職業や資格の有無などによって

「分けない」ということを意識したのですが、その「分

けない」意識がかすかにでも武田さんの発言につな

がっているのだろうという楽観的な見方があります。

５９
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しかし、同時に、社臨のなかでもやはりある種の方向

性は否定できないから、そのむかで自然に「分かれて

ゆく」という過去と現実とがあり続けてきたし、今後

もあり続けるだろうと思います。

しかし、自然に「分かれてゆく」ということも、お

そらく私たちが何らかの形で「分ける」ことによるわ

けで、そうであれば、むしろ、「社会臨床」という曖

昧にしてきた言葉に方向性と中身を定めてゆくこと

が、今後、社臨に求められているのかもしれません。

にもかかわらず、たとえば、心理職国家資格化問題な

どの問題が本当に社臨の場で討議されうくしたとは思

えな１、１９１状やまだまだ新たなテーマや問琵邑提起が出て

くることを考えると、そういう踏み込み方には、いま

少し時間が必要であるような気もしてきます。

そうした僕の迷いとは対照的に、腹さんは、話題

提供のなかで、「臨床心理士や『する側-される側』と
いった構図へのこだわりから新しいもの（社会臨床：

筆者注）に踏み込んでいぐべきだろう」とＩ話し、「実

践から学ぶ」ことを強調します。その「学ぶべき実践」
こそか社会臨床の対象であり、それは老若男女の生活

のなかで行われている関係や取り組みだということだ

ろうと思います。根本さんは、「現在、システムが複

雑化することで、以前は明確に見えていた『共生』と
いうことが、方向性として見えづらくなってきてい

る。そうしたなかで、痕さんが提出した『実践から学

ぶ』実例も施設と同じ問題を抱えているのこともあり

うるのではないか」と指摘しています。また、斎藤さ
んは「服さんの『実践から学ぶ』という報告のなかに

も施設的な関係の地域への出前みたいな雰囲気がある

気もして、そのあたりはどうでしょうか」と話してい
ます。痕さんは「どんなものにも問題があるだろう。

中身をきちんと出せない・と学校も施設も取り残されて

ゆく状況になりつつある。にもかかわらず、教師は生

徒を・評価するという考えから抜けられないでいて、そ

れは施設も一緒ではないか。むしろ、生活でのいろい

ろな関係を通して、そこから抜く出していく方向を社

臨でも考え合っていきたい」と応えています。

４巻の執筆者のひとりである加藤さんは「第１回総

会をこの場で開いｔ、その際、シンポジウムで語った

６０

社会臨床のイメージを４巻にまとめた。それから、数

年経っていて、自分も変化して、４巻に轡いたことを

訂正していきたい気持ちだ。今後も、いまの自分の仕

事を社臨に提出し見直し続けていきたいと思ってい

る」と話しました。

ｃ。共生～「直接的な」関係と「間接的な」関係の綱

の目という問題をめぐって～

３巻と４巻の共通の話題としで、「「直接的な」関係

と『間接的な』関係の網の目」という問題があります。
・山尾さんが、討論のなかで、家族（家庭）のなかで

暮らすことと施設でのそれについて、「うまく言語イヒ
できないけど、場が違うから違う！」と言い切ったこ

とは、「分ける」ことへの批判的なこだわりから出て

きている言葉なのだと思います。

池田さんは「自分は施設の改善といったことと在宅
の問題がどうつながっていくのかを考えたい。施設と

在宅が場が違うといっても、現状の家族は余力がない

なかで、在宅と施股の追・ハが薄れてきているのではな
いか」と問いか、「斎藤さんは、在宅が商品化され、金

によって向き合わされる関係のなかで貨幣によって関

係が分断されていく、それよりも共同的な、あるいは

直接的な関係を志向したい、というのはわかるが、直

接的な関係すら手に入らない状況にいれば、いやおう

なしに金で関係を作らざるを得ないこともあるだろ

う。貨幣が介入する間接的な関係と家族とか愛といっ
た直接的な関係を分けて考えづらい状況が出てきてい

るように思っていて、・そめあたりを考えていきたい」

と語りました。それに応えることを含めて、斎藤さん

は、「家族のなかでも、『介護するーされる』関係が生

じてきており、それは施設化というベクトルで把握で

きないだろうかと思う。『在宅の商品化』とか１゛福祉

サービスの商品化』で思うのは、たとえばボランティ

アなど・１、地域のよく知った人ではなく他の地域め人に

という希望があると聞く。それは少し追うんじゃない

か、と思う。今後、そうした関係のなかでの共生の問

題をどう考えていくかは課題だと思う」と話していま

す。

僕の聞き方が違っていると思うのですが、討論の推



移のなかで、“直接的な関係＝血縁（家族に代表され
・Ξ、）・地縁・愛情関係＝共生関係̈、“間接的な関係＝

貨幣の媒介によって成り立つ関係・商品関係＝分断の

関係”といった色分けされた図式が出来上がっていく

感じがして、何か違和感があり続けていました。

共生ということと貨幣・商品関係は対立する、愛が

あれば分断しない、そういうことではないと直観的に

思うのですが、もう少し、丁寧にこのあたりの議論を

していく£優性を感じました。

ただ、個人的に気になった話を付け加えさせてもら

うと、「家族がいない人のための施設」という現実論

的な施設論や、それとよく似た論理として斎藤さんが

話題提供のなかで語った「家族や友人だけではどうに

もならないから、専門家を頼るのではないか」という

学生たちの意見には、どうも抵抗を感じざるをえませ

んでした。これらの意見に共通するのは、施設や専門

家とい・モ｝存在を前提としたうえで、自分の周囲で起き
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る事態を説明、解決しようとすることのように思える

のです。施設や専門家は確かにひとつの現実であり、

私たちの所与の生活条件です。しかし、それがひとつ

の現実であるためには、“施設や専門家に預ける「障

害」者を私たちの現実のなかに括り出ずという私た

ちの「分けてゆく」思考の現実があると思うのです。

もし、その思考の現実を“観念的”と括るとすると、

ある種の「対置する論理」の陥穿にはまりこむように

も思えます。そのあたりを意識しないで、存在として

の施設や専門家を当然の前提として立ててしまうと、

私たちの底辺にあり続けてきた「分ける」ことへの問

題意識が失われていくことにつながっていくことのよ

うにも思えると同時に、それは、共生を考えていく私

たちの落とし穴になるのではないかと思います。

十分に討論部分が、僕には咀瞬できていないまま、

勝手にまとめてしまいました。どうぞ、ご意見をお寄

せください。

６１
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はじめに

平成７年度厚生科学研究「精神科ソーシャルワーカー及び
臨床心理技術者の業務及び資格化に関する研究」について

寺田敬志（根岸病院）

（Ｉ）研究班報告の結論

６２

研究班報告における結論の部分を以下に抜粋引用す

る。

「ｌ・・本研究における最も大きな成果は、…新たな

国家資格を制度化するために、主要な複数の…関係

する専門職団体が一堂に会して共同で研究力ｔｒ？われ

たということである。その研究の成果は、ＰＳＷ及

びＣＰの業務に関して、既に資格化されている専門

職の業務との関係１！Ｌ及び境界性において、不透明な

１１１Ｓ分があることは認めるものの、それぞれの国家資

格化ｌｊ；必要であるという課題について検討した。し
かし、…法制度上の資格の位置付けに関しては意見

はまとまらなかった。…一貫して共有化されたこと

は、…チーム医療が今後益々重要視され、制度化さ

れることカ朔待されるということである。医療機関

に限らず、地域における諸施設、諸機関においてＰ

ＳＷ及びＣＰは欠くべからざる専門職であり、国家

資格による社会的承認カ９凄であろう。…早期実現

に向け、関係専門職団体間の意見を尊重しつつ、国

家資格化することが望まれる。」

（Ⅱ）研究班参加団体代表の主な発言

会合の逐語議事録は、Ｂ５版２１１枚にものぽる膨

大なものである。この中から、参加団体代表の発言で、

私が個人的に興味「細心を抱いた部分を、恣憲的に結合

や要約を行って、以下に列挙する。このやり方では、

個々の発言の前後σ）脈絡力９かりにくくなってしまう

が、私はむしろ、本稿では、各参加団体の考え方や主

張を知り、これを問う立場を優先した。

〔厚生省〕

◆認定臨床心理士の資格が、そのまま国家資格に移
るということはあり得ない。医療の知識や現場の臨床

既に、社臨誌第４巻１号（三輪寿二論文）及び社臨

水戸総会のシンポジュムＩＩ（社臨誌第４巻２号）に於
いて報告されているように、表題の研究（以下、研究

班）が’９６年１月３０日より開始された。

研多１１班は、日本精神病院協会（以下、日精協）２名、

日本看護協会（以下、日看協）３名、日本精神科看護

技術協会（以下、日精看）１名、ＥＥ１本精神医学ソーシャ
ル・ワーカー協会（以下、ＰＳＷ協会）３名、日本医

療社会；串ｌ業協会（以下、ＭＳＷ協会）２名、全国保健

医療福祉心理職能協会（以下、全心協）４名、日本臨

床心理士会（以下、心理士会）３名、全国児童相談所

心理判定員協識会（以下、全判協）３名の、合計２１

名より構成された。班長、副班長は日精協が担い、こ

の２名はいずれも私立精神病院の院長である。また、

厚生省側より、梢神保健１１１１１長等６名が出席している。

６回に渡る会合が持たれ、昨年７月２４日のまとめの

会合を経て、研究班報告並びに会合の逐語識事録が公

表された。

本稿は、これらの文書の内容を社臨学会員にお知ら
せし、心理職資格化問題の現状について知って頂くと

ともに、本学会設立の契機ともなった「資格化反対」
の主張に改めて思いを馳せる機会を提供することを目

的とした。

尚、私が入手し得た文書は心理職（以下、ＣＰ）関

係のものが主であり、本稿では、平行して資格化作業
が進行している精神科ソーシャル・ワーカー（以下、

ＰＳＷ）に関してほとんど触れることができなかっ

た。



経験をどの程度・７）水準とすべきか、また、医師や看護

婦との法的関係等を整理せずに作ってしまったため、

認貸１臨床、Ｃ哩士の業務の一部は医師法違反行為だとい

う意見もある。

◆厚生省に障害保健福祉部ができて、精神保健福祉

は精神保４１１！課が担当、精神障害の発生予防、メンタル
ヘルスについては健康増進栄養課で扱う。ＣＰの扱う

対象には一部、健康増進栄餐課も関与する。

しかしこの資格化問題については、国会では、精神

科医療に於けるチーム医療の一員としてということを

前提にしてしか論識されていない。今後も引き続き精

神保１密課がメインでやって行くが、詰めの段階では、

健康増進栄養課、看護課、医事課なども参画してくる

だろう。

◆文吝ｉＳ省所管の財団法人が資格認定をしているがｉ

文部省はこれを国家資格化しようとは考えていない。

他の省庁課も、今のところ考えていない。あくまで精

神保健法を所管とする国家資格なら、当課で国会に提

案するということ力呵能。

◆ＰＳＷやＣＰは実際に£凄だから、精神保健課が

保険局にお願いして診療報酬を付けてもらっている。
これは異例の形だ。だから、今後、更にこれを増やす

ということは非常に難しい。

〔日精協〕

◆急性期病棟への包括医療が導入されて、ＣＰかＰ

ＳＷの必置が義務化された。これは、資格化されない

まま、診療報酬に先取り的評価がなされたというこ

と。ありがたい反面、大変大きな問題をはらんでいる。

でｌｉ；格化がされないままに精神科チーム医療笹実践して
いくのは、職種のアイデンティティ・が確立していない

から、危険。全く資格のない事務の人がＰＳＷだとか、

看護補助者がＣＰだと称しても、法律的には何等問題
がない。診療報酬の中にインプットされても、精神科

医療の質は低下していく。営利的な方向を指向する病

院はそういう安上がりな方向をｌ：ｌ指す。

◆精神科医は、生物学的指向の強い人、梢神病理の

指向の強い人、精神分析の指向の強い人等とばらば

ら。精神科認定医の問題さえ解決していない現状。精

神科医はＰＳＷよりもＣＰに近親憎悪、アレルギーを
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持っている。医師はチーム医療の教育を大学で受けて
いない。今の時点で、チーム医療についての認識、理

解を持つ精神科医は非常に少ない。

◆アメリカあたりでは、医者のアイデンティティが

侵されているような感じがする。入退院の問題をＣＰ

が要求しているとか、向精神薬の処方をＣＰがすると

か。スウェーデン等に於ける、いわゆる「横断的な方

式」を日本でも取り入れて欲しいという気持ちがある
のか。日本医師会はそういうことに不安を持ってい

る。

◆医師の指示は２つに分かれる。１つは直接的な指

示。もう１っは、連携、合作、相談とういうようなパ

ラレルな関係を保つけれども、最終的な責任は医師が

負うというような包括的な指示とスーパーバイザリー
な面と。

〔全心協〕

◆新しく就職してくるＣＰはほとんどデイケアに

行ってしまう。デイケアの充実にはつながっている

が、ＣＰがデイケアに必要で入ってくるというより

は、採用するならそっちへ行かないとペイできないと
いう現状があって、次第に歪みが生じてきている。国

家資格として、ちゃんとペイできる形が作業療法士

（以下、ＯＴＲ）にはあるため、ＣＰが辞めた後は○

ＴＲを採用するという現実もある。

◆認定臨床心理士が、文部省管轄の財団法人だから
といって、それをそのまま厚生行政の中で運用しろと

いうのはいかがなものか。

◆国民は、現行医事法制度に対して、或る程度了解

し、安心している。我々は、それを根底から覆してま

で、横断的共通的資格を望んでいない。

◆心理療法、心理面接、心理査定は４年卒でいい。

後は現場で育まれるものだ。
◆私立精神病院び）経営や運営という立場から、この

ままでは、ＣＰ、ＰＳＷは、梢神医療機関に居られな

くなる。診療報酬体系からも完全に消えるだろう。

◆臨床現場で働いていて、アイデンティティは当然

大切。独自性、主体性、専門性というものもなくては
ならない。しかし、現場サイドでは他職種との連携と

いう問題が出てくる。
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◆職業的アイデンティティと言うからには、現実の

問題として、そこに働いている人の生活が成り立ち、

患者のためにもブラスにならなければいけない。方法

論的アイデンティティを職業的アイデンティティにど

う統合するかという問題。しかも現実的にという枠の

中で。

◆看護学がその専門性を高めることと、心理学が専

門性を高めつつ、その行為の公的責任を確立すること
とは、互い１こ抵触しない。既に先行しているコメディ

カル職種の連携の現状をｆｌｉ格化によって保障すること

が、まず必要である。厚生省の検討会・７）結論である『心

理業務の一部に医行為性が存在し得る』ことを否定で

きないならば、無資格診療問題の解決カ咄價であり、

補助看法の解除も方法論の一つ。

◆ＣＰ業務のサービスを受ける時ｌこ、健康保険点数

上の救済が受けられないとなると、お金持ちだけのた

めの心理療法になってしまう。

〔心理士会〕

◆我々は８年前より、広領域でより専門性の高い資

格化を行ってきた。認定された者が４、０００名に連

しているが、これを医療資格の中でも通用できる方策

はないか。

◆医行為には、直接的な医行為と間接的な医行為が

ある。心理療法や心の問題は、間接的な医行為の方に

入ってくる。だから、心理療法や心理査定の問題を、

医行為であるからすぐに医療法制上の問題に変えなけ

ればならないという議論は、具体的ではない。

◆養成の問題には、ユーザーの方がどれだけ安心す

るかという問題が関係する。ある種のシンボリックな

：喧１：味があって、大学院卒であるということは、普通の

大学卒よりも、苦しいながら勉強してきているとか、

切磋琢磨しているとかいうメッセージの意味がある。

◆臨床心理士そのものが、それなりのアイデンティ

ティを持っている。職域・領域は多岐に渡るが、やは

り各自、臨床心理士としてのアイデンティティを持っ

て仕事をしている。臨床心理学的な方法の独自性は、

医学的手法と対比させると、よりクリアになる。

河合先生は、「医者の言う医行為とはどういうこと
かというと、「この頃は医者も家族の問題を扱うよう

６４

になってきた。だから家族問題は医行為だ」と言う。

ノイローゼも身体的要因を持っているということ力咽

らかになってきて、だからノイローゼの治療は医行為

だと。つまり、少しでも医者のやっていることは医行

為と考えている。しかし、現状では医師法があるし、

お医者さんの数から言っても、持っておられるお金か

ら言っても、歴史から言っても圧倒的。パワーが全然

違う」等と発言している。

◆心理学の世界では従来、行動科学とか実験心理学

など、主体と客体を明確に分け、観察する方の側の要

因はできるだけ少なくしようということでやってき

た。それに対して我々は、自分達の側の要因を重視し、

関与しながら観察するあり方を考えている。そういう

専門性は今現在、なかなかあり得ない。そういう新し
い専門性を作ろうとして、学会や認定協会を作り、社

会に働きかけてきた。

◆日看協の言う、｜’既存の「臨床心理士」の認定制

度を活用し、大学院修士課程卒業者を対象にインテン

シプな研修をとおして熟達した「臨床心理士」を育て、

精神保健・医療・福祉チームのメンバーとして活躍を

期待した方がはるかに賢明である』という意見は、あ

る面では賛成するが、これは非常に温かく、しかも厳

しく排除されているいうふうにも読まなければいけな
いｏ

◆医師法ができた昭和２３年当時は、メディカルモ

デルとか、身体モデルとか言われていたが、今は患者

さんはどんどん変わってきている。対象が医療力噸祉

かカウンセリングか、もう完全にデフューズしてい

る。従来の医療法制上のなかで、・資格化することには

無理がある。従来は、医師と；；詮護婦で医療は完璧に賄
われていた。

◆臨床心理士は、医療とは全く達う発想をすること

によって、医療の世界を豊かにすることができる。例

えば、文部省で今、スクールカウンセラーの問題が起
こっている。教師は教育の専門家。ここにも臨床心理

士が入って行って、教師とは全く違・；ｉｊ視点を提供する

ことによって、教室が変わってきている。それを我々

は臨床心理行為といっている。そういう専門家とし

て、診療報酬上の位置付けができないか。



◆限定した国家資格といっても、やはりそれは国家

資格だから、独自性を持って動き出す。精神医療に限

定しても、それは他のあらゆる領域や大学のカリキュ

ラム等、全部に影響を及ぼす。その責任は当研究班で

は負えない。

今までの議論の中には、ＣＰの国家資格化に伴うデ
メリットの問題が全くと言っていい程出てきていな

い。資格問題を考える場合、-度出来た資格を変更す

ることの難しさや危険性について議論をすべきだ。

◆我々の仕事は、臨床心理の専門性に基づいた、独

自の人ＩＨｊ理解の方法に基づいて新しいマテリアルを提

供する。その意味で、「医療チーム」の一員ではなく、

「チーム医療」をする時に、従来の医学的な判断とは

逮った、もう少し幅の広いいろいろな専門性の材料を

提供している。

医療チームとなると、従前からの医療チームに入

る、つまり、自動的に補助看法の解除とカ哨か法律的

な操作；が必要というニュアンスがある。「チーム医療」

という方が、機動力、弾力性がある。チーム医療とい

う形で考えた場合、医療職として考える視点と心理職

として考える視点とでは全然違う。

◆スクールカウンセリングの活用問題とか、阪神淡

路大地震などで、我々の職種の重要さが社会的に認知

されてきている。そういう社会的認知を高めていっ

て、我々の職種カ匂１１常に重要であるという既成事実を

作っていくしかない。

◆例えば、分裂病のアキュートの患者がいた時、Ｃ

Ｐはその現場にいたら手助けはするが、主に医師及び
；ｌｉ護婦が対応しなければならない。安定期に入ったり

慢性化した時にＣＰが対応する。その時に、医行為と

して対応するのか、臨床心理行為として対応するのか

という議論である。

〔全判協〕

◆我々は、現在は福祉領域。医療領域だけではない、

保健、福祉にもまたがる横断的共通的資格ということ
で考えたい。我々は公務員であるために、福祉領域、

医療領域間の人事移動がある。場合によっては、教育

局との移動もある。限定した領域の資格となると、採

用とか任用に支障が生じる。
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◆「臨床心理士法」というのができないかという議

論のときに、それはかなり難しいという結論であっ
た。しかし、その難しさがわかってしまったために、

その可能性を簡単に捨ててしまってはいないか。そこ

のところをもうー回見直せないか。

〔日看協〕

◆心理職と看護の領域はそれ程競合しない。棲み分

けられる。私たちも患者さんの心の問題についてケア

していくが、心理療法とは目的が違う’。現実の医療の

中では、医師が患者の話を聞く時間というのは非常に

少ない。心理査定に関しても、医師は全然していない。

◆「看護教育の高学歴化が進み、その専門性が学問的

にも確立されつつあるとき、補助看法を解除してま

で、「療養上の世話と診療の補助」を行う新た・な職種

を、国家’資格化してまでもつくる必要性は全くない』

（日看協委託研究「精神科等領域における看護業務の

あり方と新たな国家資格の制度化との関係」より）。

◆ＣＰとＰＳＷは分けて考えていた。専門性が全然

違う。ＣＰの業務は、心理療法、心理面接、心理査定

であり、それはかなり専門性が高い。それは私たちの

専門ではない。だから、ＣＰは独自の専門家として資

格化されるべきであり、それは医療に限定されない、

もっと普遍的なものであるべき。すべてのことに関し

て医師の指示が要るということではないし、むしろ、

看護よりは医師の行っている梢神療法等に関連する

領域ではないか。

◆狭義の精神科看護のスペシヤリストとリエソン精

神看護婦を育成している。療養上の世話という部分

で、ＰＳＷの業務と重なる。なぜ；１１１祉職ではいけない

のか。ＣＰとはリエソン精神看護婦のところで競合す

る。ＣＰには、精神科医と同等のレベルの心理学を基

礎とした知識、技術を持って、医療職ではない専門職
として、医療の中に入って来て欲しい。法的な意味合
いで゛託４各化されるのであれば、、職種の境界や区別が明

確にならなければいけない。

◆私たちが「医師の包括的な指示」ということに抵

抗するのは、治療論としてのチーム医療ということを

掲げていくのであれば、今、ほとんどの領域で疾患が

慢性化している。医療職だけが医療に関われるという
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発想自体が変わるべきだと考えるから。

◆包括医療の急性期病棟では、その成果があがるよ

うに医療職以外の人も含めた人員配置をすれば、診療

報酬点数が高くつくというようなことが可能となっ

た。診療報酬力休当に医療職でなければいけないのか

ということは検討の余地がある。

〔日精看〕

◆精神科看護の経緯をみると、だいたい昭和２０年

代から３０年代ぐらいまでは、作業やレクを含めて何
でもやってきた。そういう中でいろんな新しいｌ臨種が

出てきて、或る部分がその人達に移行していき、やが

てその一部は診療報酬の対象になった。

④ＣＰの国家資格の必要性

⑤ＣＰの受験資格について

学歴、カリキュラム

⑥ＣＰの国家資格と民間資格との関係

最終回の第５回会合は２月１８日の予定であり、１２

月５日の第３回会合までに既に、①～④の項目は協識

済みとなっている。’９７年度は原則として、ＰＳＷ

とＣＰは別々に会合が持たれ、逐語議事録の公開はし

ないとされている。

尚、ＰＳＷの：Ｓｉ４各イヒは、現在開催中の通常国会に上

程の見込みという情報がある。

日精看では、ＣＰの資格化問題はまだ論識していな終りに
いが、資格の全てが医療行為の中に入るというのでは

なくて、その職種で持っている資格行為の一部が医療

行為の中に入ってきてもらった方が現状では役立つ。

（ＩＩＩ）；資格化の今後の行方

引き続き平成８年度研究班が作られ、既に第１回会

合が１０月１日に開催されている。会合は全５回が予

定されているとの事である。この研ぎ１１班は、参加団体

として新たにＩＥ１本社会福祉士会カ功ｎわり、ＰＳＷ協会

の代表が１名増加となり、他は代表の入れ替わりが

あったりして、総勢２６名により構成されている。

また、座長（平成７年度と同じ人）より、研究協議

事項として、以下の６項目が提示されている。

①ＣＰの業務内容

業務の項目、業務を行う場所・領域

②ＣＰの業務と医行為の関係

③ＣＰの業務と診療の補助との関係

６６

以上が、ＣＰ並びにＰＳＷの国家資格化問題の現状

である。この問題が今後、どのような展開を示すのか、

全く予測がつかない。或いは、この研究Ｅ１１１Ｅ設立とそこ

での識事録公開が、く関係諸団体と国民の意見を広く

聴取し理解を得た＞という、厚生省側にとっての証拠

作り策の一つであるとすれば、資格化法案の国会上程

は意外に早いかも知れない。

しかし、研究班報告の結論を見ても、何ら成果が

あったとは思えない。むしろ大山鳴動して鼠-匹出て

来ない感が否めない。かえって、「厚生省十日精協十
・全心協」と「日看協十心理士会十日精看十全判協」と

の間の熾烈な利害対立、縄張り争いがくっきりと浮き

彫りになっただけである。ここでは、心理療法や心理

テスト、精神医療現場を問う視点は、皆目見当たらな
１／ゝ。



社会臨床雑誌第５巻第１号（１９９７．４．）
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＜「映画と本」で考える＞

『施設と街のはざまで「共に生きる」ということの現在』を読みました

「共に生きる」という言葉は、大学の篠原教授のゼ

ミに首をつっこんで４年目になる私にとって、けっし

てしらをきることのできない言葉になってしまった。

そのために、今回の読書はこの言葉の怪しい魅力の中

身について改めて考えさせられる大きな契機になり、

その後、大学のゼミ（篠原ゼミ以外も）でのいくつか

の場面や、現在び）職場で感じていること、社臨の書評

会での各発言、友人達の示唆的なセリフ等々とごちゃ
ごちゃになりながら、しつこくページをめくらされる

結果に至っています。まとまりのつかないまま、思う

ことを綴らせて頂きます。

「共に生きる」という世界には、そうではない世界

より魅かれるものがある、と思ってきた。しかし、こ

のことに魅かれ、ひきうける、ということは、-人一

人の実際に、何を意味するのか、という不全感とも不

安感ともつかない問いが私の中にあり続けた。それは
なぜなのか？

確かに、である。「「共に生きる」とは共に生きるこ

とを制されたマイノリティとたまたま生きるはめに

なった人々が語り出した「叫び」であった」といった、

篠原氏の当然の指摘は私の軽率さをついていた。「か
つて、『共に生きる』と誰かが□にしたとき、そこに

は具体的な情況に対するアンチテーゼと、それに変わ

る具体的なオールタナティプカ拵在した」（Ｐ．１３）と

林１１！１ｉ我氏がＩ章冒頭で述べているように、差別・被差

別の構造にくくられた関係を越えようとしたとき、発
せられた思想であることをおさえておかなければなら

なかった。

しかし、である。私は気になってしまうのだ。「共

に生きる」という五字の言葉が意味するのは、私とい

水 森 悦 子

う「個人が生きる」という事態を説明するだけでは成

し得ない人びとの在り方そのものにすぎないというこ

と。「共に」というからには、私以外のだれかが必ず

必要とされる事態である。そのだれかが「障害者」で

あったり、なかったりする。こんな道筋から離れるこ

とができず、あらゆる「他者」に囲まれながら、私は

何をもって、誰と、「共に生き」ているというのかと、

問い返すはめになった。本書ｍ章中では、自身の街の

自立生活について、「施設にいるのと同じでは」と答

える志野雅子さんとの出会いの中で、発せられた平井

秀典氏の文章がある。「私自身が「街で生き」ている

のかという問いが生じてきた…『街で生きる』とい

う言葉が単に施設での生活を否定する意味を持つので
はなく、その中身を問うていかなければならないとき

にきているのだと思う」（Ｐ．１３３）。引用文中には「共

に」の文字はないが、「街で生きる」とは分けられな

い暮らしを指しているのであって、共通する理念を

持った言葉であるととらえるなら、施設の「外」で分

けられずに暮らしているはずの私の暮らしを、先に述
べた問いに重ねて、とらえかすことが迫られているよ

うに思えた。

平井氏の文章に対する答えは、ＩＶ章の中でも示唆さ

れている。「「街で暮らすこと」は「物理的な街の中」

なのではなく、『当たり前の人間関係の中』に暮らす

ことなのだと言えるのではないだろうか」（Ｐ．２３４）。

この投げかけに、当然街の中で暮らしてきたと思って

きた「健常者」はうろたえる。「当たり前」って何な

のだ？たしかに同章で示されているような、施設に

おける「仮想的な」人間関係とは異なる関係の中にい

る気でいるが、施設の「外」も当然「金銭によって提

ｊ麗麗゙ ・．．？１１圖１ｒ・．●-諭｜、‘１§蓼゙ ‘・、．月１１腫゙ １．ｓｌ圖１１；’．．¶ｌ・・●■ｉｌｙ齢Ｆ゙ ．．月１１麗麗ｓ。゚ ！｜｜｜｜ｌｉｌ．１
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供されるさまざまなＲｌｉ、７１が存在する』世界であって、われるように思いながら、やはり「共に生きる」とは、

この「商品」を介在させた「「間接的な」関係」（林氏）例えは「障害者」というマイノリティとの間に限らな

に私たちは漬かりきっているのだ。ああ、何というこい、あらゆる他者との間に起こり得るテーマなのでは

と … 。 な い か 、 と し つ こ く 思 い 返 さ ざ る を 得 な い 。 私 を は じ

では、私は「間接的な」関係を否定するのか、といめとする、一人ひとりの実際に何を意味するのか、と

えば、消極的に「できない」のではなく、けっこういいえば、この試みにスキをみつけては、スキをつかれ
いものだ、と考えているはずなのだ。なぜか。第一にては、飛び込むたびに悩み続け、またおもしろがり続

商品化されシステム（以下「商品」）は、ものごとをけるという、現実の生活というより他ないようだと、

代替可能にするとても便利なやり方だからだ。生活上改めて考える。（‥というところに、今日のところ
の不足を袖うサービスは不可欠だし、職場の歯車とはとどめるしかない。例えば、人々の関係は結構、「直

なって体よく稼ぐ都合の良さも捨てがたい。第二に接的」とも「間接的」ともつかないようなつながりも

「商品」は金銭を支払うという条件の上に成り立つ「平在るのではないか、という問いもあるのだが‥」

等性」をもっているからだ。閉じられたコミュニティ施設の「外」における抽象的な話ばかりをつらねた
の人々同士が集う場は外の人間には居心地悪く、お金が、この冬から施設の「内」において、非常勤職貝と

を払えは入りこめる学校や映画、店、催し、本…といっして関わりはじめた私は、「内」の場で感じること、考

た「商品」なしに、私の人間関係自体がすでに有り得えることの方が実は（思惑逝りに）ぽんぽんふくらん

ないといえる。枚挙にいとまがないほど、「仮想にすでいる状況にある。「就労確実な精神陣弱者」が暮ら

ぎない」といわれようと、私は「商品」が大好きなのす通勤寮という入所施設、「粕十申障害者」が病院から

だ、と告白しよう。（そしてきっとあなたも、「障害者」出て暮らすグループホーム、いずれの職場でも、短い

も 大 好 き な の で は な い だ ろ う か 。 ） 時 間 な が ら 、 私 は 「 す る 側 」 の 者 と して 「 障 害 者 」 と

しかし、同じくらいに£凄としているのか、やはり出会った。いずれの施設においても、管理されること

「「直接的な」関係」（林氏）なのだ。小沢牧子氏も「商を前提に、すでに暮らしている彼らを前に、「外」で

品」だけでは絶対に満足できないのだと改めて指摘すのものさしをどう持ち続けるのか、逆に「外」でのも

る。そうなのだ、私たちはいつも「間接的な」関係をのさしを持ちつづけることに欺陥はないか、またそも

「直接的な」関係に転化させるスキを狙っている。「教そも「外」での暮らしがどこまで「管理」から自由で

育」という商品に介在された関係も、四大卒という商あるといえるのかなど、私にとって迷宮のような問い

品的価値を手にしただけでは満足できなかったのだ。が生まれている。

（そしてきっと、あなたも、「障害者」も、満足できな以上、ゼミ等での私の経過等を知らない方々には
いにちがいないということではないか。）（知っている方々にも）言いたいことのつかみかねる

「「間接的な」関係と「直接的な」関係とがクロスし、ような文章のまま終りにすることが心苦しいが、機会

せめぎ合う時と所にリアルな「共生」は在り続けるのがあれは、感想、質問、疑問等をお伝え頂けたら幸い

である」（Ｐ．２４２）という林氏の最後ページの文章に救である。（１９９６年１２月）

ａ ： ｓ 叩 ’ ｀ Ｊ ７ ： ｀ ● ． Ｊ 撃 ・ ゛ １ ７ ： ｀ ● ． Ｊ Ｉ ： 魚 叩 ・ ｀ Ｊ
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＜「映画と本」で考える＞

『人間・臨床・社会』を読んで

いま教員のギョウカイではカウンセリングが大流行

しています。出張黒板にはよく「教育相談研修へ出張」

が出ていて、けっこうたくさんの人が参加しているみ

たいです。どんな人が参加しているかっていえは、か

なり「良心的」な人が目立ちます。「ちゃんと生徒の

面倒をみる」といわれているような人が多いみたいで

す。アッ、それから女性が多いのも特徴かもしれませ
ん。ついでにいえは「非政治」的というのも特徴のひ

とつかな。（「非政治」なんて、ちょっと相当流行遅れ

の言葉かもしれないので「非組織」的といった方がい
いかもしれない）

当然のことながら、私みたいないい加減なのは行っ

ていません。そもそもが私が生徒と個人的に話したっ

て、生徒が「まとも」になるわけがない！って基本的

に思っていますから。もちろん、だからって生徒と口

をきかないってわけじゃないんですが。

世の中も「心理分析」流行りで、例のＦＢＩ心理分

析官がＴＶに何度も出てきて、犯人当てをやったりし
ています。そういえば「多重人格」って言葉も昨年流

行しましたっけ。ＮＨＫでは、一人の人間の中に百人

以上の人格がある、なんて例が出てきたりして、ヘ
エ！と驚いたりもしました。

でも、はっきりいって私は「心理」は得意じゃなり

好きじゃない！

Ｉａ

そんな私が「日本社会臨床学会」の編集した本を読

むなんて天変地異でも起こったんじゃないかってなも

んです。宗旨替えでもして臨床心理学でもやるんかい

な、ってことでは全くありません。が、まあその辺の

事情はいろいろあるわけです。私だって時には狂いま

す。（年中か？）

山崎和達（埼玉県立坂戸高校）

さて「日本社会心理学会」（以下「日社臨」）ってな

にか、「社会臨床」ってどんな学問領域なのかという
ことなんですが。この学会の設立の経緯がけっこう面

白そうです。

この学会設立に先んじて、わたしたちは、日本臨

床心理学会において、臨床心理士の国家資格化に協

力すべきか否かの議論が起きた際に、「否」を主張
しましたが、結局、１９９１年度臨床心理学総会で「敗

退」しました。わたしたちがそのように主張するに
いたる学会改革２０年の過程には、臨床心理学・心

理臨床の自己検証と「資格・専門性とは何か」とい

う自他への問いかけがありました。（シリーズ刊行

に当たって）

かんたんな話、「臨床心理士」という資格を（国家

が）作るってことに抵抗した人々がそれを推進しよう

という学会の組織に見切りをつけて、その「課題を引

き継ぐ」とともに、それにともなう新しい場を作り出

したのカ９土会臨床学会ってことなんだってことなんで

しょう。そして、この本はその新しい学会が自分たち

の問題意識を提起したというものなんだってことが想

像できます。

実際、本の間にあったシリーズ紹介ビラをみると、

イキがいいというか、戦闘的というか、そんなテーマ

か並んでいます。

「府中テント戦争」とはなにか、「開かれた病」への

関係を求めて、学校カウセリングの現状と課題、「高

齢化社会」の反教育学、などなど。
この感じ、どこかで見たことがあったっけなあ、っ

層雲・ヽごー【．．｀！・・-Ｉ・，゛．，．層圖‘ヽごー【．．●Ｍ●．゛・，．１羅・ヽＪ圖【．．‘
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て思いました。で、ふと浮かんだ言葉か「ラディカル」。

もちろん「過激派」って意味じゃなく「根源的」って

ほうです。

さっそく、この第４巻の「「高齢化社会」の反教育

学」という部分を読んでみました。私は教貝なんです

から、自分の仕事の領域についてから読むしかないと

ふんだのです。

教育がらみで、筆者ははじめにこういってます。

「障害児」教育という問題をめぐっては、「どの子

も地域の普通学級でともに」というテーマに集約さ

れるような〈動き〉が創り出されている。私は、近

代公教育批判ないしは近代学校批判という問題関心

から、そのような＜動き＞に惹かれ、そこに近代の

「教育」主義（折出された「教育」関係を善きもの

とみなしひたすらそれを尊重する精神）から身をは

ずして生きてゆく可能性とその方法への示唆を見出

すことができるのではないか、と考えてきた。

（Ｐ．１３５）

この視点から「高齢化社会」をめぐる「在宅看護」

か「施設収容」かといった問題や、「ノーマライゼー

ション」の問題を題材にして現代社会の意識を考察す

るというのがこの文章の構成です。たぶん狙いは「近

代知」です。

１回読んだ段階では正直なところ頭に入ってきませ

んでした。ちょうど上野千鶴子さんのカタい方の文章

（社会批評じゃないほう）を最初に読んだ時に感じた

異和感と似てます。たぶん、問題としているのが現在
の一般的な社会憲識そのものであるために、その意

識・思考に私がハマっている分わからなくなっている

んでしょう。上野さんの文章を読みながら得た経験で

は、こういう峙には自分のアタマをどこまで遡らせる

ことができるかか勝負です。

で、わかったことのひとつは「～できるかどうか」

という視点から「～であることを認めあえるかどう

か」ということなんじゃないかということでした。雑

な言い方になりますが、例えは老人問題という時に、

「老い」は機能低下なんだから悪！って発想自体に問

題があるんじゃないか、ってことです。

このことを教育にからめれば、「およそ、ひとが育

ちあうことを「教育」に逮元することなどできない」

（Ｐ．１５９）になるのです。（文章上では逆にｒだから老
いるということを「福祉」の問題へ還元するわけには

ゆか」ないと続いていますが）

この文を読みながらイリイチの「学校化社会」を思

い出しました。じゃあ、教員資格という「専門家資格」

を持つ私はなにをするかな、って考えていました。そ

して、これまた唐突に「プロ教師」の人たちのことを

思い浮かべていました。

臨 ： ｓ Ｗ ． ’ １ ？ ： ｀ ● ， Ｊ ｌ ｌ ， Ｗ ・ ’ 『
７０



社会臨床雑誌第５巻第１号（‘１９９７．４．）

， 」

１

」
１

＿ 』

１

- 』 ＿ 」

１ １

- 」 - 』 - 』 ． 」

１ １ １ １

」

｜
- 』
｜

」
１

そして、今から４年前、勤務校に言語障害の「通級

指導教室」カｔ設置されることになり、すぐに私はその

担任を希望したのである。東京都は国に先駆けて通級

指導をすでに行っていたが、通級による指導は、学校

教育法施但撮則の改正と文部省告示という形で１９９

３年度から制度化されたものであり、次の様に規定さ

れている。

う運動があることを知り、会報を取り寄せたり、集会

に参加したりという時期を経て、私は、教師になった

からには一度は心障教育に携わってみるべきだと考え

るようになっていた。頭で考えているのと、実際にそ

れに携わってみるのとではどこか違うのかもしれな
い。私の考えていることは、正に、机上の空論でしか

ないのかもしれないというおもいが、いつもつきま

とっていた。

国立に赴任して、「障害児」を担任することになり

（現場では、誰が担任をするかということで何回かの

話し合いが持たれるが、結局、「私がやります！」と
いえばそれで決まってしまうのであった）、理念と実

践とをどのように結ＩＪ゛付けていかれるのかという自分

自身の問題を、具体的に検証していく機会を得た。確

かに、「会話」という手段を持たない子どもとのコミュ
ニケーションをどうとったらいいのかということで試

行錯誤の毎日ではあったけれども、毎日が新たな発見

と驚きというような、楽しく貴重な７年間を送ること

ができた。

- 』
｜

＝ 』 - 。 - １

１ ・ ｜

」
「

吉田 英子（国立第７小学校）
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＜ “ こ こ の 場 所 ” か ら ＞

「 心 身 障 害 児 教 育 」 の 不 思 議

どの子も普通学級でいい

私は現在、「通級指導教室」の担任をしている。と
いっても、この「通級指導教室」というものをよく御

存知ない方も多いと思われる。私自身、２０数年間教

員を続けてきたものの、このような教室カ拵在してい

るということすら知らなかった。国立市の小学校で勤

務するようになり、たまたま自分のクラスに「通級指
；ｉｌ寥教室」に通っていた子どもがいたので、その存在を

初めて知ったのである。

担任をしたクラスに３人、情緒障害学級へｉｌｉ級して

いた子どもがいた。一週間に２回程、その教室に通っ

ていた。そこで個別指導を受けてきていた。担任の私

はクラスの子どもたちと一緒に、その子を「いってら

しゃい」と送り出し、２時間後に「おかえりなさい」

と迎えるわけである。そして、そこで学習してきたこ

とを「連絡ノート」やブリント類を通じて知らされる

というシステムであった。国立市に来る前は、いわゆ

る「障害児」は普通学級（現在は「通常の学級」とよ

ばれている）ではなく、特殊学級へ措置されているこ

とが多く、自分のクラスに「障害児」がいるというこ心障教育の担任になりたくて

とはなかったので、心身障害児教育というものに対し

てもそれ程自分の問題として考えることもなかった。

単純に、「学校」が「社会」の中に存在している以上、

「学校」にもいろいろな人がいるべきであろうという

当然のおもいから、どの子も普通に地域の学校に行け

ばいいと思っていた。

ところが、そんな当たり前のことが「障害児」にとっ

ては当たり前として通用しない状況があるということ

を知り、強い憤りを覚えた。どの子も普通学級へとい

- 』 」
「

- 』
｜ ｜-
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「通級による指導」とは、小・中学校の通常の学わっていくうちに、専門家意敵カ哩に助長されて、ま

級に在籍している心身に軽度の障害がある児童生徒すます実績と自信を身につけた「専門家」になってし

に 対 して、 各 教 科 等 の 指 導 は 通 常 の 学 級 で 行 い つ ま っ た 人 も 多 い ． 私 は 、 こ の 手 の 「 専 門 家 」 が 苦 手 で

つ、心身の障害に応じた特別の指導を特別の指導のある．

場で行う、という新しい特殊教育の形態である。

私が担任している学級は、通称「ことぱの教室」と

呼ばれており、一週間に１～２回、保護者同伴を原則
として子どもが通ってくる。１回の指導は通級時間を

入れて２時間で組まれており、個別指導を原則として
いる。言語障警学級ということで、対象児は「口蓋裂、

構音器官のまひ等器質的及び機能的な構音障害のある

者、吃音等話し言葉におけるリズムの障害のある者、

話す、聞く等言語機能・７）基礎的事項に発達の遅れがあ

る者など」と考えられている。実際、発音の誤りが改

善されていったり、学校は休みがちだけど「ことばの

教室」には喜んで通ってくるというような子どももい

て、仕事に対してのそれなりの充実感はあるのだが、

４年目を迎えた私はどうも居心地がよくないのであ

る。仕事に慣れるよりも、居心地の悪さを一層感じる

ようになってしまうのは何故だろう。今回の原稿依頼

のお陰で、考える機会を与えられた。

心障教育、やっぱり、どこか変

何か変、何かが違う…と思い続けて４年間がたって

しまったわけであるが、その「変さ」の原因をあれこ

れ考えてみたら、どうやら次のようなことに起因して

いたようである。

第一に、通級指導教室の担任は殆どの人が、大学で

言語障害教育を専門に学習してきた「専門家」であり、

私のよう尤と普通学級の担任あがりの教師は異端者であ

り、「専門家」とはみなされていないということであ
る。仲間としては認められないというわけである。彼

等の中には、「障害」を治してあげようという立場で

子どもの個別指導や母親への教育相談にずうっと携

第二に、「専門家」は各種の心理テストや諸検査が

好きだということである。大学の教育心；！ＩＩＩ学科でこの

ような心理テストや諸検査を分析したり、実習したり

という中で、自分の興味関心でかかわる分には面白い

のかもしれないが、私はこれで「人間」判断されたら

かなわんなーという思いを強くしてきていた。そのた

め、子どもたちには出来るだけ諸検査等を実施しない

方向でやってきているが、「専門家」に言わせると、指

導の参考に必要なのだそうだ。結局、きちんとした

データーも揃えずに子ども・７）指導にあたるということ

は、いいかげんな指導しかできないということになる

ようだ。

第三に、研修会や講演会に参加したり、指導轡など
を読んでも必ずといっていい程、「母親の存在」が強

調されることが私にはひっかかるのである。「母と子
のコミュニケーションを主として、そこからきこえや

ことぱを引き出していく」ということ７５ｆ強調されてい

るのである。乳幼児期における母親のかかわり方が子

どもの成長、特にことばの発達に大いに影響するとい

うことである。ことばの発達の遅れは、お母さん、あ

なたのせいなのよ！というメッセージを送っているの

である。従って、子どもの指導と同時に母親の教育相

談が行われることが多い。事例研究として出される

ケースには、子どものことだけでなく、母親への対応

も同時に紹介されることが多い。「母と子の関係づく

りを大切にした構音指導」「母子関係と子どもの心」

「お母さんとの共感を求める○ちゃんへの援助」等々、

「ことばの発達に限らず、人問の心の発達の土台には、

母子関係カ哩要な役割を果たしている」ということが

自明の理としてまかり通っているのである。女性を
「母親役割」に閉じ込めて窒息させてしまいかねない

恐ろしさを感じるとともに、私自身がそんな恐ろしい

」 犬 」 ， 犬 １ 」 」 。 」 １ ・ １ … … １ ＝ ｜ - １ ． 。 ご ‥ ｊ ｌ 」 」 」 」 。 」 」 ‥ １
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れによるものであることから、精神薄弱特殊学級で指

導することが望ましい」とされている。

「障害」がさまざまに分類されて、その子にあった

教育を、発達保障をということで「適性就学」なるも
のが行われているが、誰が何の根拠で子どもの「適性」

などというものを決められるのだろうとつくづく思

う。心身障害教育の一端を担う場所に居る者として、

私は、やっぱり、どの子も普通に地域（７）学校・学級で

学べるのが一番いいという感を強くしている。

‥-一一一
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作 業 に 加 担 し て し ま っ て い る と い う 思 い が 常 に あ っ る 。 「 精 神 薄 弱 児 の 言 語 発 達 の 遅 れ は ， 精 神 発 達 の 遅

た。
一度１ま４１ヽ障教育に携わってみたいというおもいが実

現したわけであるが、やってみたら、違うところで自

己矛盾を感じるばかりであった。正直、もういいやと
いう感じである。言語障害や情緒障害などという言葉

もおどろおどろしい感じがするし、「通級指導教室」と

「特殊学級」との間にも大きな壁があるのである。通

級による指導を受ける子どもは「通常の学級での学習

におおむね参加できる」ことが要求されており、特殊

学級ｌこ；在籍している子どもは対象になり得ないのであ

」

｜-
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編集後記

今期の編集委員５人のシンガリとして、今号を担当した。担当というと偉そうだが、ただ特集の原稿
依頼と校正段階での参加をしただけで、編集作業は三輪一平井が負い、ふたりをつなぐハイテクライン
で進められて本誌ができ上がっている。
ハイテクが苦手な者として、どうしてこの種のものが好きになれないのか、と今回あらためて考えて
いると、「間接が苦手」という言葉が浮かんできた。「直接が好き」といえる。直接を間接にするため
には、道具・モノを使う。道具・モノを「直接」と感じられる人は、それを違和感なく身体化している
のだろう。ところでわたしの好きな「直接」とは「健常者の身体」のことなのか？では「問接」と
「社会適応」の関係は？と考えながら今号の原稿を読んでいると、渋谷典子さんや水森悦子さんの原稿
も、そこにつながってきて、結局わたしは「消費社会」のことを考えていた。
編集作業に参加しただけでも、いろいろと自分が賑やかになる。これもこの雑誌がおもしろいからな
の だ 、 と 前 号 の 佐 々 木 さ ん 同 様 、 自 画 自 賛 し た 。 （ 小 沢 ）

５巻１号の編集を終えて、あとは第５回総会を待つだけだと思ったが、編集委員会担当分の第Ｕ期の
総括の続きを沓くというしごとを運悪く思い出してしまって、まだまとめきれていない部分の掲載文章
を改めて読み始めた。３巻２号から５巻１号の原稿が対象だ。読んでみて、「ああ、こんなふうに社臨
のテーマがつながってきたのか」などと、今さらながらに感心したりする。
そうした思いとともに、「ああ、この号はここで苦労したんだよな」とか「なんでこんなふうに刊行

の間があいたり縮んだりしたのかな」とか「なんか、お詫びばかり轡いているなあ」とか。‥この２
年間、編集委員長であった僕のいい加減さが浮かび上がってくる。著者や広告を送ってくれた方々、印
刷を引き受けてくれているケイエム・ブリントの川村さん、そして読者のみなさんに迷惑のかけ放し
だった。にもかかわわず、ずっとお付き合い下さったみなさんに、こころからお詫びとお礼を言いたい
気持ちだ。
これからも、社会臨床雑誌を、そして社会臨床学会をごひいきに、という思いと、どうもありがとう
ございました、という感謝をみなさんに伝えつつ、第Ⅲ期編集委員会に、どうぞよろしく、とバトン
タ ッ チ し た い 。 （ 第 Ｉ Ｉ 期 編 集 委 員 長 三 輪 寿 二 ）

今回の編集作業はかなり難儀をしました。前号との間隔があまりなかったため厳しかった人もいたよ
うです。その理由だけでなくいろいろとトラブルがありまして、出る原稿も出なかったといった状況で
す。おまけに最後の最後まで届かないという原稿もあり、ほんと冷や汗ものでした。毎回のようにミス
があるのですが、それもぎりぎりにならないとやらないという（私を含めた）人の習性によるもので
しょう。もうこんなに焦って編集作業をするのはのはいやだと思っていても、やはり明日できることは
明日にしようという私のモットーは崩れません。大きなミスがないことを願って、もう少しで終わる作
業を楽しみたい（ほんとは終わったあとの一杯を楽しみにしているのですけど）。（平井）
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［新刊３月１０日刊行］

明 治 ・ 大 ｉ Ｅ ・ 昭 和 犯 罪 史 正 談
小泉輝三朗著（元東京高検検事）
解説＝陳川全次
裁判記録などすべて公文書や手記によって、明治・大正・昭和
犯罪史の実相に迫りつつ、幻想の＜近代国家・日本＞の背後に
潜む聞に包まれた時代情況を新たな視点で解読する。
［明治犯罪史正談］臼井六郎の仇討ち（明治１３年）／大阪事件（明
治１８年）／大限外務大臣迎難ｌｊ哨て明治２３年）／大？｜叩件（（明
治２４年）／札り４叩件（叫治２６年）足尾参むＵ呼ト（明治３５年）／
仕立て屋銀次事件（明冶３０年～４０年）他［大正犯罪史正談］シー
メンス小件（大正３年）／鈴ケ森お杏殺し事件（人ｉＥ４年）／満
鉄事件（人ｉＥ９年）／川首相暗殺事件（大正１０年）／池丿賊事件
（大正１１年）／朴烈事什・（大正１２年）／日本共産党第一次検挙
事件（人正１２年）／付録：巾野正剛の謎／他［昭和犯罪史正談］
説教強盗小件（昭和４年）／三・一五事什陶画１３年）／大岡山
女優一家殺し事件（昭和４年）／浜口首相暗殺’ｊ川：（昭和５年９
／桜剛門小什・（昭和７年）／血盟団事件（昭和７年）／冲兵叩件
（昭和８年）／帝人小件（昭和９年）／巣碑の祐妻殺し小件（昭
和１１年）／阿部定小件（昭和１１年）／他
＊総頁９８８頁・３冊函入り・分売不可定価＝本体７５００円＋税

犯罪の民俗学｜
陳川全次・田村勇・

明治・大正・昭和犯罪史から
畠山篤共著

明治・大ｉＩＩン昭和川の犯罪の背後に潜む民俗Ｊμ象を克明に調べ、
倒の文化史の深層を探る。＊Ａ５判並製・Ｚ５６頁・２５７５円

心
陳 川 全 次 ・ 鈴 木 光 志 ・ 永 野 恒 雄 ・ 田 村 勇 ・ 小 田 富 英 ・
橘 弘 文 共 著
オウムとポトラッチ／特隋漂う地甲州九一色郷／巾野宿士具
巾小件考／姥捨て諭／他＊四六利並製・Ｊ２０頁・２２２０円

戦 後 ニ ッ ポ ン 犯 罪 史
磯川全次著
帝銀事件からオウム真理教地下鉄サリン事件まで戦後犯罪史の
附部を探る。＊四六判並製・３２０頁・２２２０円

サンカと説教強盗
榛川全次著

闇と漂泊の民俗史

実像と虚像力｛同居し、川像までか交錯するサンカ（山高）を三加寛
のサンカ論を批判しつつ解明。＊Ａ５判並製・２５６頁・２５７５円

精 神 医 療 １ （ ） 号 ９ ． ４ １ ． ・ 。 。 精 神 。 病 ぃ皿ｄ・●Ｉ㎜●＝■＝●ａ-㎜・
「精神医廉」編集委員会編Ｂ坤』・並製・ｉｌ価１９００円

［巻頭言］癒し・信仰・柚神の病い○藤沢敏雄／［訟誤］○片
沢俊介・生かｌｌ印ＩＳ・小川恵・藤沢敏雄／近代における「民間」
精神病収容施設の実匹について一兵庫県でのフィールド・ワー
クを辿して○岩尼俊・-一郎・生村吾郎・吉皿貴子／何かか毀れて
しまった一精冲科の診心から○中川善資／「説得」のｔ４ＭＩ病理-
カルト問題をめぐって○鳥鳴紳吾／わか国における「社会復帰」
論争ｌｌｌ刊⑧一中間施設論印○浅野弘毅／［連載］紘・ガンバロー
会の人びと○仲野火／［書評］『病いの謡り一慢性の病いをめ
ぐる臨床人類学』（アーサー・クラインマン薔）○浅野弘毅『精
ＭＩ科デイケアの火践的研究』（浅野弘毅著）○・川洋治／［コラ
ム］田舎のインド料理屋さん○大森和広商売仇○岩井圭司

７薦誌７．Ｓｌｔｊ！りｔ惚賢ンセント。
批評社ｉ＝１１３東京祁文京区本郷２-６-１５
ＴＥＬ．０３-３８１３-６３４４ＦＡＸ．０３一３８１３-８９９０
★ＰＲ誌ｒＮｉｃｈｅ』（無料送付）お申し込み下さい。

世 織 書 房 に ご ‰ フ ス ｊ Ｓ ぅ ご Ｉ ＪＩ≡１唵ｏ４ｓ（３４４）５５５４／ＦＡｘｏ４５（３３４）４３３２
ａ・

１１？！１！恙１？＝いう身体惣．ごこ。

ア レ ル ギ ーフ リ ー ハ ウ ス 高 橋 洋 ’ 著
●アレルギーを持つ家族のための家づくり四六判・並製１５４５円
ｇｌ

●平静に持続する意志四六判・上製予価２０００円

ＣＤ
石川憲彦十内田良子十山下英三郎り晶
子 ど も た ち が 語 る 登 校 拒 否

｜ 親 た ち か 吾 る 登 校 拒 否 白●１０８人のノンフィクション菊判・上製・３９１４円

定酉●-

Ｒ

ゴ

永言八

リび評教の

７

手ヤ？？？？ｒ？ｔ？ｔ、。，，ュ。。。，．乃誉で万万７



全国の住民・市民運動をむすぴ、

一川卜川川｜｜ｌｍⓣ犬卜卜に

ノ

くらし；を足元から見つめる

定 期 購 読 者 大 募 集 中 ！
本文８０頁／年間購読料８４００円（税・送料込み、１冊’７００円）

ｓｌｊ干ｌｊは１９７０年．それから２７年、一貫して住民・市民運動を担う人た
ちの声を掲載しています．『月刊むすぶ一自治・ひと・くらしー』の輪に、

是非あなたも加わって下さい．そして一緒に考えて下さい．一体どんな国
が、人が、暮らしが「やさしい」のか．あなたの考える「やさしさ」と、私の考える「やさしさ」は同じか
も知れないし、違うかも知れない．あなたと私、そし’・（全国とをこの雑誌を通してｉｌニｊ・Ｊ-びます．
◇最近の特集
３１２号叫μｉ１１２号）からだを襲う！紫外線・電磁波・化学物質・アレルギー
３１３号（９７年１号）もうひとつの文化としての情報交差点
３１４号（９７年２号）からだにやさしい住宅Ⅲ畳・塗料・家具

◇３１５号（９７年３号）障害者が虐待されるパリアフリーというけれど
佐野武和滋貿サングループ事件（滋賀）
斎藤亮人名古屋南養護学校体罰事件とは（愛知）
前進友の会梢神喬ｉｌ者からのイケンとセイカツ（京都）
岩永愛子奈良・克１１月君裁判（奈良）
西定春共に生きるとき一震災の中でー（兵庫）
永井哲聴覚障害者が街を歩くと‥・（京都）

お問い合わせ
お申し込みは

ロ ｊ シ ナ ン テ 貌

他の皆さん

〒６（ｘ；京稲ｓ市左京区田中門ｌｉ騨Ｔ９６-２
魯・１；ａｘ０７５-７２１-０６４７

郵但１振替０１０８０-６-４２１５１



投稿のお願い
日本社会臨床学会編集委員会

１。日本社会臨床学会は、学会機関誌『社会臨床雑誌』を当分の間、年３回発行します。また、学

会機関紙「社会臨床ニュース」を必要に応じて随時発行します。

２。学会機関誌・紙への投ｌｉｌはいつでも広く募っています。別に、特集などを予告して、それにそっ

た投稿をお願いすることもあります。研究発表、実践報告、エッセイ、問題提起、討論、意見交

換などの場として活用していきたいので、どしどしご投稿下さい。

３。原稿枚数は、４００字詰め原稿用紙３０枚程度とします。それを越える場合には、編集委員会

にご相談下さい。なお、〈「映画と本」で考える〉欄及ぴ〈“ここの場所”から〉梱に９いては、

５～１０枚程度とします。

４。ワープロ原稿（７）：場ｒ合、プリント・アウトしたものに加えて、フロッピーを届けて下さい。その

際、ご使用の機種により調整が必要ですので、編集委員会にお問い合わせ下さい。、

５。投稿原稿の蕪否はｉ嘔集委員会で決定し、その結果をお知らせします。

６。掲載させていただいた方には、掲載誌・紙５部を贈呈します。それを越える部数を希望される

場合には、編集委員会にご相談下さい。

７。投稿原稿は原則として返却しませんので、コピーをお手許に保存してください。

８。なお、編集委員会へのお問い合わせは、学会事務局を通してお願いします。
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